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意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果 

施 策 案 の 名 称 取手市立中学校の生徒の自死事案に係る再発防止策の提言（素案） 

意 見 募 集 期 間 令和元年１０月１５日から 令和元年１１月１５日まで 

意 見 提 出 者 数      ２３人 

提 出 意 見 数     ３７４件 

意 見 項 目 数     ３７４件 

意 見 提 出 の 内 訳 

直接窓口へ持参    １人     １件 

郵     送    ２人   ３４１件 

フ ァ ク ス    ５人     ８件 

電 子 メ ー ル   １５人    ２４件 

意 見 の 反 映 結 果 

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかるもの

を添付） 
７０件 

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの ３件 

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの ２４６件 

Ｄ 案に反映できないもの ４９件 

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） ６件 

匿 名 等 に よ る 

意 見 提 出 者 数 
       ０人 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した取手市いじめ問題専門委員会委（実施機関）の考え方を

掲載しています 

※類似の意見に対しては，まとめて取手市いじめ問題専門委員会（実施機関）の考え方を掲載し

たものがある場合は，意見項目数と一致しません 

※詳細は別紙のとおり 
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提出された意見と取手市いじめ問題専門委員会の考え方 

番号 
該 当 

ページ 
意見 いじめ問題専門委員会の考え方 

反映

区分 

１   いただいたご意見について解読

することができなかったため，

回答することができません。 

Ｅ 

２  私は自殺した少女の同級生の母親

から、イジメの事実が有った事を

聞いておりました。ある機会に藤

井市長に直接質問した事もありま

したが、その事実は「学校」から

も「教育委員会」からも市長の耳

に入って居りませんでした。 

世の中に数多くの「第三者委員

会」と称する「当事者委員会」が

存在し、客観性の担保に使われる

ケースが数多く存在します。 

即ち当事者（学校当局・教育委員

会）による保身のための「隠蔽」

が有った事は事実であり、再発防

止のためには「事実」を報告せず

将来ある貴重な人命を奪った事に

関し「一罰百戒」の為の処分無し

には再発を防止出来ません。 

これを期に事実と向き合い「是は

是 非は非」に徹し、「是は是 非

も是」の風土を我が取手市から一

掃して欲しいと願うや切なるもの

あり、大井川知事・藤井市長等の

優秀な行政を司るトップを「裸の

王様」にしない様、これを期に

「一罰百戒」の処分をする事が亡

くなられた生徒さんの命懸けの訴

えに報いる指導者としての最低限

の償いと思います。 

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

不適切な対応をした関係者を適

切に処分することの重要性はご

指摘の通りです。ただし，本件

事案の事実関係から考えると，

関係者が処分されたことが今回

の結果を防止し得たとは考える

のは難しく，また，既に，関係

者に対する処分は下されていま

す。そのため，当委員会として

は，いただいたご意見について

は，各関係者に対する処分に関

する意見として，教育委員会事

務局に対してお伝えさせていた

だくことで，当委員会としての

対応とさせていただければ幸い

です。 

Ｅ 

３  再発防止策の提言ですが、いくら

良い案が出来たとしても運用する

人間に心が無ければ、何も期待で

きません。 

前回前々回の保護者説明会に参加

しましたが、反省すべきことを反

貴重なご意見いただきありがと

うございます。みなさまにご納

得いただけるよう，当委員会と

して，学校や教育委員会におけ

る再発防止策の実施をサポート

して参りたいと思います。 

Ｅ 
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省すべき方が反省をしていないと

思わざるを得ない説明会でした。 

人としてどうかと疑うような対応

に誰一人異を唱える人がいない事

や間違った対応をした人が出世を

していたりする組織こそ正して欲

しいと願います。 

保護者や同級生が一生懸命訴えて

いることに答えられない組織に改

善が望めるとはとても思えませ

ん。 

今後のいじめや自死防止策の充実

を図って頂く事も大切ですが、是

非ご遺族と同級生の方達の納得の

いく対応をお願いします。 

４ 提言14 

 

経緯 

15,16,

29 

企業においては、各種ハラスメン

トの相談窓口は社内、社外（グル

ープ内持ち株会社など）、社外（Ｎ

ＰＯなど）の三つが用意されてい

ました。 

これは相談者に守られていること

を伝え、安心して相談してもらう

ためだったと思います。 

この相談窓口の連絡先については

毎年定期的に他の研修と合わせる

などして全社員・委託先・派遣社

員に周知され社内ホームページに

も掲載されるのが常でした。 

単なる不満も相談窓口に来る可能

性がありますが、それくらいでな

いと本当の相談は来ないと思いま

す。 

本件いじめの問題についても同様

の体制をとるのが前提かと思いま

す。 

具体的には社内は学校内または市

教育委員会か指導課、社外（グル

ープ内）は県教育委員会など、社

外（ＮＰＯなど）は完全に自治体

外に委託した方がよろしいかと思

います。 

STOPitなどの連絡手段の匿名化だ

貴重なご意見いただきありがと

うございます。「社外（グループ

内持ち株会社など），社外（ＮＰ

Ｏなど）」との整理は有益だと考

えましたので，ご提案を踏まえ

て，「再発防止策の提言（検討の

経緯）」の課題③－原因３を追記

するとともに，課題③―再発防

止策２に「また，課題③－再発

防止策１と合わせて，学校内部

の相談窓口，学校外の教育委員

会等の行政の相談窓口，学校外

の民間の相談機関等の完全な外

部窓口（弁護士会，チャイルド

ライン等）のすべてが整備され

るようにすべきである。」，課題

⑧―再発防止策４に「また，課

題③－再発防止策２と同様，学

校内部の相談窓口，教育委員会

等の行政の相談窓口，そして，

民間の外部相談機関等の完全な

外部の相談先を網羅したパンフ

レットについて，校内において

周知徹底するとともに，保護者

に対しても交付すべきである。」

と追記し，「再発防止策の提言」

の４－１⑧の1点目を「外部の相

Ａ 
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けでなく、体制そのものが重要と

考えます。 

いじめは事案ごとに事情が違うと

思いますので、本件の分析結果に

よるだけでは把握できない事案も

あるかと想定できますし、失礼で

すが担任・学校・市教委が見逃し

た実態があるとおり対策案が出た

からといって現場がすぐに実行で

きるようになるとは思えませんの

で、早期発見のできる体制を作る

ことが一番大事だと考えます。 

談先（行政，民間の外部相談機

関）の確保及び相談方法に関す

る指導」と修正いたしました。 

４ 提言18 企業でもそうですが、現場は日々

の業務を抱えており先生たちは荷

重労働とも聞いております。 

多くの課題と業務量、自身の評価

や生徒を含む人間関係の中で「い

じめ」を含む様々な問題に機敏に

対応するのは至難のことかと想像

します。 

このため自死に至る前に、その段

階の相談内容が些細なことに思え

ても、早目の相談に結び付くこと

で担任の先生も頑なになる前に、

当該の先生にもサポートをつける

などしつつ、大事に至らないよう

にしていただきたいと思います。 

すべては子どもたちの未来のため

に考え実行しましょう。 

教員のサポートについては，「再

発防止策の提言」の４－２－３

に「なお，本提言の実施に当た

り，学校現場においては，業務

の見直し等を踏まえた通常業務

の効率化や教員の負担軽減とい

う視点も不可欠である。こうし

た取組みが本提言と対をなすこ

とよって，再発防止策が実効性

のあるものになっていくと考え

ている。そのため，本提言を実

施するにあたっては，各学校に

おいて，具体的に削減可能な業

務を特定し，教員の負担を軽減

すべきである。」と追記しまし

た。 

Ａ 

５ 提言13 

 

経緯9 

全体としては，現場の実態をよく

踏まえた現実的提案をされている

ようで，その検討過程も含めて勉

強になりました。ありがとうござ

います。 

一点気になったことは，【学校に対

する再発防止策の提言】におい

て，やや，いじめ防止対策推進法

への理解が不十分な点を感じるこ

とです。 

同法は第22条で，各学校に対し，

いじめ防止のための組織を常設し

なけらばならない旨定めており，

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

ご指摘の点を踏まえ，特に「再

発防止策の提言（検討の経緯）」

の課題②について全体的に見直

しをさせていただき，また，「再

発防止策の提言」の４－１⑥の2

点目，3点目を修正しました。 

Ａ 
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これがされていないなら法令違反

です。また，仮に，形式的には組

織が作られていても機能していな

いのならばそれもまた問題です。

したがって，同法のもとでは，学

校における再発防止策は，何より

もこの委員会を設置し，そして有

効に機能させることが重要なので

はないでしょうか。そして，学校

における再発防止策の①②③④⑥

⑦⑧⑩については，この常設委員

会の機能如何に関わるものであ

り，残念ながら本提言は，それを

意識していないように感じました

（この提言の中には，「いじめ防止

等（防止，発見，対処）の対策の

ための組織」の話が出てきませ

ん）。 

なお，中学の学校現場には，通

常，既存の生徒指導部会があると

ころ，いじめ防止の組織を作り，

教育相談のための組織を作り，今

問題となっている虐待対応の組織

を作るとなると，その負担は過大

なものとなることは明らかです

が，「指導をする組織」と「相談を

受ける組織」として整理するのは

一つの重要な視点だと思います。

せっかくの機会ですから，今回の

提言をきちんと法の要求に結びつ

け，再整理・加筆するとよりよい

提言になるのではないではないで

しょうか。 

５ 提言16 【市教委に対する再発防止策の提

言】についてですが，本件とは直

接関係のない点を一点だけ付言し

ます。現在，教育現場では，一方

での情報の共有と，他方での個人

情報の保護という難しい対応が要

求されています。学校が持つ子ど

もたちの情報は，一般的には要配

慮個人情報に当たるようなセンシ

「スクールロイヤーから法的観

点からの助言も得つつ，職員同

士で当該場面におけるあるべき

対応について議論すべきであ

る。」と修正しました。 

Ａ 
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ティブな情報ですが，それをどの

範囲で共有し，どの範囲で保護す

るのかの問題です。「情報共有」と

いうのは簡単ですが，親権者であ

る父親にすら共有させてはいけな

い情報も，教育現場は扱っている

のです。この点についても学校現

場，そして市教委が適切な判断が

できるよう，適切な研修とスクー

ルロイヤーの活用が必要です。 

６  いじめは大変な犯罪であるにも拘

わらず、公然と又は裏で見過ごさ

れ大変な損害を与えているもので

す。又その後遺症も酷いものとな

っております。 

今後、このような卑劣な犯罪が一

切見過ごされないよう、罪をきち

んと償われますよう、切に願うも

のであります。 

又、教育委員会の不祥事も様々な

メディアで取り上げられ問題とな

っております。 

政治家役人等も、いじめを見過ご

した（又は不作為）人間がなって

いるケースが多いようです。 

きちんと仕事をしている方はたお

れている場合が多く。 

各々がきちんと仕事をすればまだ

ましだとは思うのですが。 

きちんとした審判が（過去のいじ

めにおいても）下ることを切に願

います。 

貴重なご意見いただきありがと

うございます。当委員会として

も，学校や教育委員会がいじめ

への対応を適切に行うことがで

きるようにサポートして参りた

いと思います。 

Ｅ 

７  季刊教育法No.122 september2019 

060ページ以降をご覧ください。 

貴重なご意見いただきありがと

うございます。当委員会とし

て，学校や教育委員会がいじめ

への対応を適切に行うことがで

きるようにサポートする中で，

参考にさせていただきたいと思

います。 

Ｃ 

８ 提言14 

 

経緯 

虐めの定義がありますが、この定

義ですと、虐めと意地悪との区別

ができません。虐めかなと疑われ

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

子どもの自死を防ぐためには，

Ａ 
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16,29 る事案があっても、虐めだと証明

するのは不可能に近いです。虐め

だと結論ができるのは、虐めの結

果事件を生じた後です。事件を生

じて加害者と被害者が出たとき初

めて分かります。再発防止策の提

案は、その意味で頭の体操であ

り、現実味がありません。 

現実に、虐めをあらかじめ知るに

は、母親の協力が必要です。子供

は辛いことがあると母親に話して

母親から守られようとします。と

ころが現実の母親は、子供を励ま

して虐めの場に子供を押し出して

しまう場合が多いです。その結果

虐めがひどくなり、命を絶つ子供

が出てきます。 

虐めを受けて辛い子供は、教師に

その辛さを言いません。言うとし

ても自分が本当に感じていること

を言いません。このような虐めら

れている子供を学校が守ることは

不可能に近いです。現実に学校で

虐めが無くならない理由の一つで

す。 

意地悪と虐めとの区別ができない

以上、虐めをなくすることはでき

ません。然し虐められた子供を守

ることはできます。それができる

のは母親だけです。子供は虐めの

場の学校に行こうとしないからで

す。ですから、母親が虐めの場で

ある学校に押し出すのではなく

て、子供が虐めが無くなったと感

じるまで、子供を家庭で守る必要

があります。子供は虐めが無くな

ったと感じると、子供自身が持つ

本能から、学校に行きます。教師

を含めて殆ど全ての大人は、子供

にこの学校に行きたがるという本

能があることを知りません。 

子供が学校に行き渋ると言うこと

保護者の協力が必要であるとの

点はご指摘の通りです。本件事

案の事実関係を踏まえ，「再発防

止策の提言（検討の経緯）」の課

題⑧－再発防止策４に「また，

課題③－再発防止策２と同様，

学校内部の相談窓口，教育委員

会等の行政の相談窓口，そし

て，民間の外部相談機関等の完

全な外部の相談先を網羅したパ

ンフレットについて，校内にお

いて周知徹底するとともに，保

護者に対しても交付すべきであ

る。」と追記し，「再発防止策の

提言」の４－１⑧の1点目につい

て「（相談先についての保護者へ

の周知も含む）」と追記させてい

ただきました。 
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は、子供が学校に行きたがるとい

う本能以上の嫌なこと、意地悪、

虐めがあるという意味です。学校

が辛いという判断はその子供特有

で、その子供しかできません。そ

の子供の判断を信じてあげること

です。それを真っ先に感じ取れる

のは母親です。その子供が学校に

行きづらいほど辛い状態にあると

判断を尊重できる母親になっても

らうのが、いじめ対策であり、虐

めによる自死を防ぐ方法です。 

９ 提言14 

 

経緯 

16,29 

 

 

提言及び検討の経緯、拝読しまし

た。事件を知った直後から、同じ

年頃の子を持つ親として、他人事

とは思えず、新聞報道や市の説明

会などを注目してきた一市民で

す。事実から抽出した対策案に異

を唱えるものではありませんが、

対策の対象者は教員、生徒、市教

委職員など多岐に亘り、その成果

が表れるまでにはかなりの時間を

要するものと思われます。いじめ

問題は、学校のみならず、社会全

体の根深い問題を孕んでおり、そ

れだけに、個人の資質や教育等に

依存する対策には、やはり限界が

あるのではないでしょうか。 

冒頭で述べられている通り、この

対策の目的は、二度と同種に事案

が起きないようにすることですか

ら、いじめの土壌を改善していく

地道な取り組みと並行して、緊急

避難的に、いじめの場から子ども

を逃がすための仕組みが必要かと

思われます。 

提言の１３頁に、⑧生徒の外部へ

の相談先の確保及び相談方法に関

する指導とありますが、これを父

兄にも拡大し、例えば、緊急対応

マニュアルを作成し、入学時に父

兄に配布し説明することを義務付

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

本件事案の事実関係を踏まえ，

「再発防止策の提言（検討の経

緯）」の課題⑧―再発防止策４に

「また，課題③－再発防止策２

と同様，学校内部の相談窓口，

教育委員会等の行政の相談窓

口，そして，民間の外部相談機

関等の完全な外部の相談先を網

羅したパンフレットについて，

校内において周知徹底するとと

もに，保護者に対しても交付す

べきである。」と追記し，「再発

防止策の提言」の４－１⑧の2点

目について「（相談先についての

保護者への周知も含む）」と追記

させていただきました。 

Ａ 
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けてはいかがでしょうか。 

子どもの権利条約で、子どもの権

利は大人と同様に認められていま

す。又、平成28年9月14日の文科省

通知「不登校児童生徒への支援の

在り方について」にあるように、

学校だけが教育の場ではありませ

ん。そこで、そのマニュアルに

は、①学校だけが教育の場ではな

いこと②いじめに耐えて、学校に

来る必要はないこと③学校に来な

くても不利益にならないこと④各

種相談窓口の案内などが網羅され

ている必要があると思います。 

併せていじめの加害者側に対する

対応を行うことにより、いじめに

対する知見が培われていくものと

思われます。まずは、子どもを絶

対に死なせないための緊急避難的

対策を盛り込んでいただきたく、

宜しくお願いします。 

１０ 提言 

13,14 

 

経緯 

16,17,

29 

前途有望な子供の自死をとても残

念に思い、一助になればと提言を

させていただきます。 

今回の事件は担任の先生、地域の

教育委員会などの対応が、世間の

期待するものとは異なり、さらに

悪質さを感じさせる点で、公立学

校の評価が大きく毀損した点は否

めない。これを回復させるために

は間違っても再発を起こさせない

システム作りとたゆまないその検

証が必要である。 

①通報システム作り 早期発見の

ため、本人はもとより、周りの子

供からの率直な情報提供を呼びか

けが必要。窓口は担任だけでは今

回のように十分対応できない場合

がある。ルートはいくつも用意

し、自分に合った方法で申し出ら

れるようにする。また、せっかく

の情報を過小に、また狂言、いた

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

まずは，通報については，現在

ＳＴＯＰｉｔが導入されていま

すが，学校内のみならず，学校

外も含めて多様な相談先が確保

されるように「再発防止策の提

言（検討の経緯）」の課題③―再

発防止策２に「また，課題③－

再発防止策１と合わせて，学校

内部の相談窓口，学校外の教育

委員会等の行政の相談窓口，学

校外の民間の相談機関等の完全

な外部窓口（弁護士会，チャイ

ルドライン等）のすべてが整備

されるようにすべきである。」，

課題⑧－再発防止策４に「ま

た，課題③－再発防止策２と同

様，学校内部の相談窓口，教育

委員会等の行政の相談窓口，そ

して，民間の外部相談機関等の

Ａ 
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ずらとして判断されないよう地域

外にも情報が共有されるようにす

る。具体的には電話いじめ相談、

目安箱（メール、手紙）。さらに、

告げ口として気後れすることない

よう、「かわいそうな友達を救うこ

とは人として必要なことだ」と、

そこには添えてほしい。また、告

知者のプライバシーは厳格に守ら

れるよう配慮されたい。 

②情報の判断 子供からの提供が

真実か、確かめる作業に関して

は、担任に任せることはしない。

そこには地域の組織だけではな

く、県教育委員会や専門家（カウ

ンセラー、精神科医、児童相所）

などを交えたい。今回の件で、利

害、人間関係、能力など様々な点

で地域任せの問題点が表に出たと

思う。また、プライバシーに配慮

しながらも、正確な情報を文書と

して残す必要がある。 

③対応 現在の教師の置かれた状

況からすると、担任のできること

能力には限りがある。むしろ担任

より常設の組織を校内に置いて対

応すべき。人間同士の相性は認め

ざるを得ず、簡単に仲直りなどで

きるわけがない。当人同士の変な

手打ちをさせない。接近禁止、ク

ラス替え、転校など当人同士の距

離を取る方策を考える。④加害者

の処罰いじめ、やり得は許してい

けない。死に至るもしくは重大な

事案においては、ためらうことな

く、警察事案とすべき。加害者に

対しては親の教育、登校停止、少

年院転校などはっきりわかる形で

処分すべきである。 

⑤教育 人は本来いじめるもので

あり、理性で抑える必要があるこ

とを幼少から繰り返し教え込む。

完全な外部の相談窓口を網羅し

たパンフレットについて，校内

において周知徹底するととも

に，保護者に対しても交付すべ

きである。」と追記し，「再発防

止策の提言」の４－１⑧の1点目

を「外部の相談先（行政，民間

の外部相談機関）の確保及び相

談方法に関する指導」と修正い

たしました。 

いじめに関する事実確認等につ

きましては，学校内の各組織が

連携して組織的に対応すること

が重要になります。そのため，

４－１⑥の3点目に「（いじめの

防止等のための組織や管理職へ

の共有方法及び報告ルート，生

徒指導部会，教育相談部会，い

じめの防止等のための組織等の

各組織の役割分担も含む）」と追

記させていただきました。 
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抽象的な話は心に響かず、残らな

い。具体的な事例を出して理解さ

せること。 

１１ 提言10 具体的で、この事案および学校現

場の実情に即したご提言と感じま

した。委員会のご尽力に敬意を表

します。 

ひとりの子を複数の目で見ること

で、危険な兆候の見落としを防ぐ

大切さにも共感を覚えます。 

ただ、一方で、「ある特定の生徒A

に対して一人の先生Bが注ぐ注意

量」という単位で考えると、注意

が薄まるデメリットはないのでし

ょうか。もしあるとすれば、どう

対策を打つべきなのでしょうか。

この点についても言及をいただく

と、より説得力が増すように思い

ます。 

それから、生徒の側からみたとき

に、たとえば「先月C先生に伝えた

のに今月任のD先生によく伝わって

いなくて、また初めから説明しな

くてはならず、かえって『学校は

自分に関心を持ってくれないの

だ』と思わせてしまった」という

ことにならないかどうかも、気に

なるところです。 

つまり、チームで見守る発想に立

とうとするなら、連携の「穴」や

「壁」が生じるという副作用にも

目を向ける必要はないでしょう

か...というのが、私の素朴な疑問

です。所見をお示しいただければ

他地域の参考にもなって有意義な

のではと考え、意見を申し述べる

次第です。 

今回の再発防止策では，特定の

生徒Aに対して注意を注ぐ教員が

一人の教員Bに固定された場合

に，Bの能力やAとBとの人間関係

等の理由によってAに対して適切

に注意が向けられない可能性を

減ずることを意図して複数の教

員が個々の生徒を見るシステム

の導入を提言しています。 

しかしながら，ご指摘のよう

に，担当する教員が複数になる

ことで個々の生徒に注がれる注

意が減ってしまうことを避ける

配慮も望まれますので，「再発防

止策の提言」４－１①に，「この

際，複数の教員が適切に連携

し，生徒に関する情報を共有し

て生徒に対応することが前提と

なるため，こうしたシステムの

導入にあたっては先行事例をふ

まえ，ホワイトボードや情報共

有システムの活用する等，各学

校に適したシステムを構築する

ことが必要である。」と追記しま

した。 

Ａ 

１２ 提言18 県の調査委員会の報告書に基づい

て，更に詳しく検証し，具体的な

いじめ再発防止策を提言されたこ

とに敬意を表したいと思います。

「本件生徒がその命を懸けてもた

貴重なご意見いただきありがと

うございます。いただいたご意

見を踏まえ，当委員会として

も，学校や教育委員会がいじめ

への対応を適切に行うことがで

Ａ 
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らした教訓を胸に，同じ過ちを決

して繰り返さないとの覚悟で，本

提言をその精神が根付くまで徹底

的に取り組むことを切に願う」と

提言の最後に締めくくっているこ

とに感動しました。 

特に重要と思われる点を書きだし

ますと 

○学年間，学校全体で共有すべき

ことが大切○担任が１人で抱え込

まないで，複数の教員や学年で情

報を共有し指導にあたること○い

じめに関する研修を繰り返し行う

こと○アンケート内容が，生活管

理のアンケートではなく，ストレ

ス度合いを感知できるような内容

でなければならないこと○校則に

拘泥する等，表面的な点ばかりを

指導するのではなく，困っている

生徒に寄り添う姿勢で指導にあた

ることを明記している点○課題を

抱える生徒や，気になる生徒につ

いての教師間の情報共有システム

○生徒たちの人権意識を向上させ

るため，いじめ予防の授業，いじ

めと人権をテーマにした授業を継

続的に実施 

配慮したい点は 

○肝心の現場の先生が，自分のこ

ととして真剣にとらえなければな

らないということ。県の調査報告

書やこの再発防止策の提言を時間

をかけてじっくり読み込むことが

何より大切だと思います。いじめ

防止策が真に実効性のあるものに

なるために，学年や学校で本音で

話し合ってほしい。また，現場の

先生方の意見を吸い上げ，提言に

盛り込んでいただきたい。○例え

ば生徒会などでいじめのない学校

を作るために自主的な取り組みを

進めるようにできないものでしょ

きるようにサポートして参りた

いと思います。 

また，「現場の先生方の意見を吸

い上げ，提言に盛り込んでいた

だきたい」「現場の先生方の声を

聞いてほしい。」との点について

は，生徒にかかわる現場の先生

方主体で再発防止策となる工夫

が生まれるよう，各学校からの

意見を伺い，取手市ならではの

再発防止策にしていくことがで

きればよいと考えます。その観

点から，「再発防止策の提言」４

－２－３において，「現場の意見

（教員のみならず生徒の意見も

含む）を聴き，」という文言を追

記させていただきました。 
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うか。○スクールカウンセラー

が，生徒たちの身近な存在になら

ないと，困っている生徒が相談で

きないと思う。増員を県に求めて

ほしい。○全員担任制（固定担任

制の廃止）とあるが，これを導入

するのは唐突すぎないか。現場の

先生方の声を聞いてほしい。○ネ

ット上のいじめなども深刻になっ

ています。様々ないじめのケース

に対応できるよう配慮されたい。 

１３ 提言 

10,13 

本提言（素案）を手にし，これま

で情報公開条例による開示請求に

より開示された情報，市議会に提

出された資料，報道された情報を

合せ考えた時，提言のはじめにあ

る通り，いじめを阻止できなかっ

たこと，担任の不適切な指導によ

り，いじめの助長，いじめられた

生徒の苦痛を大きくしたことを読

みとることができた。又，それぞ

れの報告の途中で隠蔽行為や談合

により事実を変えている。 

別の市立●学校で平成●●年，●

年生在籍中の●がいじめにより不

登校になった事実もその対応の内

容は同様であり，その対応は本助

言とは少し違いはあるが，人・組

織が校長をトップとする組織がで

きているが，●がいじめによる不

登校中，学校が設置したケース会

議に出席した際，状況報告，対

策，それぞれの発言をする教員は

少なく，何のための会議か疑問だ

け残った。併せて学校は保護者に

カウンセリングを行い，保護者に

その責任を求め，結果，心に深い

傷を残した事実がある。これらの

事実は教育委員会に報告もされて

いないし，申立てをしても何の対

応も指導も教育委員会はしていな

い。このような事から組織ではな

貴重なご意見いただきありがと

うございます。コメントでいた

だいたいじめ問題を専門とする

職員の配置については，当専門

委員会としては特定の職員を配

置することではなく，生徒の抱

えている課題に寄り添う組織的

な対応ができるようにすること

が重要であると考え，以下の対

応策を提言しています。 

・教育相談部会システムを構築

すること（「再発防止策の提言」

の４－１①） 

・いじめの防止等のための組織

や管理職への共有方法及び報告

ルートを明確化し，その機能を

より高めること（４－１⑥３点

目） 

Ａ 
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く，いじめ問題を理解する専門的

な職員を各学校に法律が定める配

置を求めてきたが今だ取手市は実

現していない。 

最後に旧調査委員会が記録した資

料を全て廃棄した件は情報公開請

求をした結果文書不存在とした。

要綱にはそれぞれ会議毎の文書記

録を定めており，その文書の不存

在の証明を求めたところ，教育委

員会は自死生徒の代理人の申入書

とこれに対する教育委員会の回答

書が開示された。 

申入書には調査委員会の調査結果

の公表を止めるように求め，回答

書には調査資料（議事録）につい

ては代理人へ送付した議事録が全

てと回答しており，代理人が廃棄

したかは知ることができないが教

育委員会や調査委員に係る人選は

移転（移送）処分はしているも廃

棄処分は手続き上不可能である。 

以上の理由から手続きを弄び事実

を隠蔽する教育行政の早急な改

革・改善が必要であると同時に組

織の肥大化をなくし，前述した法

律に定める，いじめ問題専門の職

員を各学校に配置し，子ども，教

職員，保護者との連携や，目配

り，気配りができる人を子どもら

の近くでコミュニケーションが図

れることが大事と考えます。 

参考資料（写し） 

１．情報部分開示決定通知書，●

●●発第●●●●号，平成●●年

●月●●日付，1式 

２．申入書 

３．回答書 

１４ 提言18 全員担任制による複数担任制が，

例として上げられた麹町中学校

は，素晴らしいモデルケースだと

思います。取手市の中学校が，こ

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

本提言では，教育相談部会等の

様々なシステムを構築する必要

Ａ 
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のような学校になれば，大変うれ

しく思いいます。 

ただ，このシステムは麹町中学校

でも始まったばかりで，同じシス

テムにした他の学校では，まだ模

索の段階のようにも思えます。麹

町中学校は，熱意あるリーダーシ

ップに長けた校長が何年かの準

備・改革を経て，なしえたシステ

ムだと思います。同じシステムに

しただけで，同じ成果を上げられ

るとは思えません。 

麹町中学校の工藤校長は，教員が

生徒と接する時間を増やすため，

従来の当たり前と思われていたこ

とを１から考え直し排除してきた

と聞いています。 

宿題を出さない→教師が採点チェ

ックする時間をとられない 

こうして教師が生徒に接する下地

をつくってからの全員担任制・複

数担任制だと思います。 

今回の提言では，現場の教師は今

までの通常業務の他にも，教育相

談部会システム会議，研修の実

施，指導時の内容協議及び複数体

制など，教師の業務は増えていき

ます。さらに教育委員会等への報

告書類も増えることかと思いま

す。 

こういった状況でいくら理想を描

いても，生徒に接する時間が減

り，現場の教師が疲れて消耗して

しまったのでは，今まで以上に目

が届かなくなるのではないでしょ

うか。 

今回の提言には，輝かしい未来が

描かれています。 

それを実現するために，現場に負

担を強いるのではなく，教師がや

りがいを持って働ける場にしてい

ただきたいと思います。そして，

性を指摘していますが，これは

教員一人一人のパフォーマンス

に委ねられている現状を変えて

いくためのものです。そして，

これらは，通常業務の効率化や

教員の負担軽減という視点と対

をなすものと考えています。し

たがって，ご提案の趣旨を踏ま

えて，「再発防止策の提言」の４

－２－３に「なお，本提言の実

施に当たり，学校現場において

は，業務の見直し等を踏まえた

通常業務の効率化や教員の負担

軽減という視点も不可欠であ

る。こうした取組みが本提言と

対をなすことよって，再発防止

策が実効性のあるものになって

いくと考えている。そのため，

本提言を実施するにあたって

は，各学校において，具体的に

削減可能な業務を特定し，教員

の負担を軽減すべきである。」と

追記させていただきました。 
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これからの子ども達が生き生きと

学べる学校になることを切に望み

ます。 

１５ 提言12 自死事案に係る再生防止策の提言

を行う前に、この事案について教

育委員会で総括を行うべきであっ

たと思います。是非早急に総括し

て下さい。 

いじめ問題の委員として教育関係

者も入れるべきだと思います。P5 

担任のヒアリングが成されていな

い。必要だと思います。P7 

再発防止策の内容で学校に対する

再発防止策 

④個々の生徒への指導の在り方・

体制の改善のところに、生徒への

理解を深め、生徒の立場に立って

考へ対応する事を入れて欲しい。

ｐ12 

貴重なご意見をいただきありが

とうございます。 

いただいたご指摘を踏まえ，「生

徒の立場に立ち，」と追記させて

いただきました。 

Ａ 

１５ 提言13 

 

経緯27 

いじめを目撃した場合の対応方法

等の生徒への周知徹底について、

敏速な対応を行うを入れて欲し

い。ｐ13 

いただいたご指摘を踏まえ，「再

発防止策の提言」の４－１⑦で

「具体的な対応手段や早期対応

の必要性について議論し，共有

するものでなければならない。」

と修正し，また，「再発防止策の

提言（検討の経緯）」の課題⑧－

再発防止策２を修正いたしまし

た。 

Ａ 

１５ 提言14 学校運営の在り方の改善で、３年

生の主任には実力、指導力のある

者にして欲しいです。ｐ14 

3年生が重要な学年であり，実

力，指導力のある教員がなるべ

きとのご指摘の通りです。ただ

し，今回の事案で特に課題だっ

たのは，2年次に担当をしていな

かった教員が学年主任となった

ことでしたので，当委員会とし

ては，2年次と3年次を同じ教員

が学年主任を務めることを再発

防止策として提案させていただ

きました。 

Ａ 

１５ 提言 

15,17 

教育委員会に対する再発防止策 

保護者・遺族が何を望んでいるの

か正しく理解し、遺族と連絡を取

【市教委に対する再発防止策の

提言②（修正後⑫）について】 

保護者・遺族に寄り添った対応

Ａ 
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りつつ対応して欲しい。ｐ16 をすべき，との点については，

市教委に対する再発防止策①

（修正後⑪）において研修の内

容として追記させていただきま

した。また，県教委に対する再

発防止策の提言①，②（修正後

⑰，⑱）において対応させてい

ただいていると考えています。 

１６ 提言10 学校に対する防止策の提言の一つ

として、クラス替えの基準に交友

関係の配慮を高位にすること 

本件生徒は、３年３組に進級した

際にクラス替えにより仲良しのＢ

生徒並びにＢ生徒を通じて仲良く

なったＣ及びＤ生徒とも別クラス

になった。特にＢ生徒との仲良し

はクラス内外で目立っていた。進

級した３年３組に比較的に親しく

付き合っていた友人はいなかった

ことで、結果的にＡ生徒と密接な

交友関係を持ち行動を一緒にする

ようになった。（調査報告書Ｐ１

１、１２） 

何らかの悩みや不安が生じたとき

に相談する相手として上位に占め

るのが親しい友人であり、特にク

ラスでの問題は背景や事象を把握

している同クラスの親しい友人に

相談し悩みを共有することでスト

レスの緩和そして問題の解決に繋

がる。少なくともＢ、Ｃ又はＤ生

徒のいずれかと同じクラスであっ

たならばＡ生徒とともに問題行動

をすることが避けられたことも十

二分に考えられる。クラス替えの

基準について、交友関係の配慮を

高位にすることを学校に対する防

止策の提言の一つとして追加とす

るものである。 

貴重なご意見いただきありがと

うございます。本件事案におい

ては，交友関係についてはむし

ろ教員側で認識できていなかっ

たことが課題かと存じます。そ

のため，再発防止策としては，

教育相談部会システムの構築を

提案させていただいておりま

す。その上で，「再発防止策の提

言」４－１②の5点目に「また，

教育相談部会で共有された情報

については，クラス替えの際に

も参考にする。」と追記させてい

ただきました。 

Ａ 

１７  再発防止策の提言を読ませていた

だきました。一つ一つの事実につ

いて，細かい対策案を考えて下さ

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

【① について】 

Ａ 
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り敬服いたしました。 

①全員担任制・複数担任制等の導

入について 

麹町中学校の事例を参考に，とい

うことですが，固定担任をなくし

てみての評価はどのようなもので

しょうか？わたくしの浅いか考え

かもしれませんが，浅く広く生徒

を見ることにならないでしょう

か。中学校の場合，教科担任制な

ので同じ学年の他のクラスを教え

ていることが多いです。ですから

全員担任制も可能でしょうが，長

い間，教師や保護者，生徒の皆さ

んの願いであった少人数学級を実

現するほうが，教師や生徒の負担

が少なく，生徒とも深くかかわれ

るのではないでしょうか。現状の

ままでの教師の人数で全員担任制

をとるのであれば，大人数の学級

を担任するのと同じような感覚を

覚えます。大人数の生徒を浅く見

ることにならないでしょうか。も

ちろん面接は，希望する先生でも

教科担任なので周知しておけば問

題ないと思います。 

今回の再発防止策では，特定の

生徒Aに対して注意を注ぐ教員が

一人の教員Bに固定された場合

に，Bの能力やAとBとの人間関係

等の理由によってAに対して適切

に注意が向けられない可能性を

減ずることを意図して複数の教

員が個々の生徒を見るシステム

の導入を提言しています。ご指

摘のように，学級の生徒数を減

らすことによって教員が生徒と

深く関わりやすくなると考えら

れますので，学級の生徒数を減

らすことについては別途検討さ

れることを期待しますが，今回

の再発防止策では学級の生徒数

減でなく複数の教員で学級を見

るシステムを提言いたします。 

１７ 提言 

13,18 

個々の担任の指導のばらつきはあ

るでしょうが，提言でもあるよう

に「生徒に対する指導の際は，可

能な限り複数で行う。教員が組織

で個々の生徒への指導に当たる。」

「週１回程度の生徒の情報の共

有，生徒同士の関係の検討会の実

施，教育相談部会の実施」などに

より指導のばらつきが埋まると思

います。１週間交代の担任など

で，どんなメリットやデメリット

があるのか現場の教師や生徒の思

いをよく聞き取ってください。 

【教師や生徒の思いを聴き取る

ことについて】 

また，各学校で複数の先生で生

徒を支えるにはどのような体制

がふさわしいか，また，体制を

変えようとする時に生徒の見守

りが疎かにならないよう，聞き

取りを行い，各学校の実状にあ

った校内システムにして行くこ

とができればよいと考えます。

生徒への聴き取りに関しては，

「再発防止策の提言」の４－１

⑥の項目について，「学校は，い

じめアンケート及び，ストレス

チェック項目も含む教育相談ア

ンケートを年間計画の中で実施

Ａ 
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し，それを有効に活用するた

め，以下の対応をすべきであ

る。」と追記させていただき，ま

た，４－２－３に「現場の意見

（教員のみならず生徒の意見も

含む）を聴く」と追記させてい

ただきました。 

１７ 提言18 もし，全員担任制を実施する場

合，麹町中学校のように定期テス

トや通知表をなくしたりすること

も考慮してほしいです。 

その他の提言を読んで，その通り

その通りと共感しながら読み進み

ました。この提言の通り実施する

ことができたら，いじめ問題も深

刻にならずに済むのではないかと

思いました。しかし，限られた時

間の中で提言通りのことをやろう

とすれば長時間勤務が余儀なくさ

れるでしょう。提言にもあるよう

に先生の加配も視野に入れて実施

していただきたいと切に思いま

す。 

【教師の負担の軽減について】 

また，「定期テストや通知表をな

くしたりすることも考慮してほ

しい」とのご意見は，教員の負

担を軽減すべきとのご趣旨と理

解いたしました。本提言では，

教育相談部会等の様々なシステ

ムを構築する必要性を指摘して

いますが，これは教員一人一人

のパフォーマンスに委ねられて

いる現状を変えていくためのも

のです。そして，これらは，通

常業務の効率化や教員の負担軽

減という視点と対をなすものと

考えています。したがって，ご

提案の趣旨を踏まえて，提言の

「再発防止策の提言」の４－２

－３に「なお，本提言の実施に

当たり，学校現場においては，

業務の見直し等を踏まえた通常

業務の効率化や教員の負担軽減

という視点も不可欠である。こ

うした取組みが本提言と対をな

すことよって，再発防止策が実

効性のあるものになっていくと

考えている。そのため，本提言

を実施するにあたっては，各学

校において，具体的に削減可能

な業務を特定し，教員の負担を

軽減すべきである。」と追記しま

した。 

Ａ 

１８ 提言10 提言を読んで考えたこと 

複数担任制・全員担任制について 

生徒を複数の目で見ていくという

ことは大切だが、現実問題として

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

全員担任制についてのご懸念

は，ご指摘の通りですので，「こ

Ａ 
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はなかなか難しいことではない

か。学年担任全員が子どもたち全

員を見るとしても、2クラスぐらい

をペアにして見るにしても、責任

があいまいになりはしないだろう

か。また、二人組みなどの場合は

相性の問題もありそうだ。仕事な

のだから相性云々など言っていら

れないという考えもあろうが、人

間だから相性の問題は無視出来な

いのではないか。 

かつて教員だった経験から、学年

担任間で意思統一するだけでもな

かなか難しい面があった。表面で

は統一できても、実際に細かい点

まで共通の視点を持てるかという

となかなかそうは行かないことが

多かったと思う。そういう点を考

えると複数担任制や全員担任制は

かなり難しい気がする。そのあた

りの具体的な工夫がなされない

と、せっかくの新しい試みが生き

てこないかもしれない。 

の際，複数の教員が適切に連携

し，生徒に関する情報を共有し

て生徒に対応することが前提と

なるため，こうしたシステムの

導入にあたっては先行事例をふ

まえ，ホワイトボードや情報共

有システムの活用する等，各学

校に適したシステムを構築する

ことが必要である。」という記述

を加えることといたしました。 

１８ 提言11 教育相談部会の構築 

これは大切な事だと思う。形式的

に組織を作るのではなく、実質的

に稼働する組織でなければならな

いが。メンバー間の情報の共有、

メンバー以外の全学年の情報共有

が不可欠だ。 

ご指摘の通りですので，「再発防

止策の提言」の４－１②の5点目

に「教育相談部会で検討された

事項については，学年会や職員

会議等を通じて関係する教職員

に共有され，教職員が連携して

対応できるようにする。」という

記述を加えることといたしまし

た。 

Ａ 

１８ 提言14 

 

経緯 

15,16,

29 

子どもが逃げ込める人が必要だ。

各学校に相談員かカウンセラーの

常駐を求めたい。また、学外の相

談システムを子どもにしっかり伝

えておくことも大事。 

ご指摘の通り相談先の充実は極

めて重要ですので，相談先とし

て，行政のみならず，民間の教

育相談機関も確保すべく「再発

防止策の提言」の４－１提言⑧

に「相談先（行政，民間の外部

相談機関）」と追記させていただ

き，これらに対応する「再発防

止策の提言（検討の経緯）」の課

題③－原因３，課題③－再発防

Ａ 
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止策２，課題⑧－再発防止策４

も追記させていただきました。 

１８  教育委員会の改革 

以前私が教育委員会を傍聴してい

た頃、教育委員会内に議論は皆無

と言っても良かった。教育委員会

自体が議論のできる組織にならな

ければならない。委員が自由にも

のの言える委員会でなければ、各

学校の抱える問題にも深く関わっ

て対処することはできないだろ

う。 

教育委員会の委員の構成も、現在

のように教育経験者中心の組織で

なく、教育経験者を半数ぐらいに

して、一般社会人を入れたほう

が、広い視野を保てるのではない

かと思っている。 

「文部科学省や茨城県外のいじめ

防止体制が充実した自治体からの

出向等による外部人災の積極的な

登用」というのは是非実施しても

らいたい。 

「市教委の不定期な学校への訪

問、再発防止策の実施状況の確

認」も重要だと思った。市の教育

委員会や県からの訪問というと、

よそ行きの姿を見せがちだが、本

当に普段どおりの学校の様子をし

っかり把握するには不定期で事前

連絡無しの訪問が重要だろう。 

 Ｃ 

１８ 提言18 教師のゆとりを確保するための働

き方改革 

提言には無かったと思うが、教師

のゆとりが子どもへのゆとりある

眼差しにつながると思うので、教

師の働き方改革をしっかり考える

必要があるだろう。 

私が教師だった頃には無かったこ

とだが、学校閉鎖期間というのが

設けられているとのこと。茨城県

ではその期間が短いと聞いてい

本提言では，教育相談部会等の

様々なシステムを構築する必要

性を指摘していますが，これは

教員一人一人のパフォーマンス

に委ねられている現状を変えて

いくためのものです。そして，

これらは，通常業務の効率化や

教員の負担軽減という視点と対

をなすものと考えています。し

たがって，ご提案の趣旨を踏ま

えて，「再発防止策の提言」の４

Ａ 
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る。夏休みなどに実施されている

学校閉鎖期間を横浜市のように2週

間ぐらいに伸ばして、教師がゆっ

くりと休暇を取り、心にゆとりを

もてるようにする試みもあっても

よいのではないか。 

部活動に外部の人材を多く登用す

るなどして、教師の負担を減ら

し、ブラックと言われないような

職業環境を整備することによっ

て、教師の心のゆとりや教材研

究・授業研究の時間を増やす必要

があるように思う。 

教師の働き方改革はいじめ防止に

直接関わらないように思われるか

もしれないが、教師がゆとりある

生活をすることは、子どもを見る

目には大きな影響を及ぼすと思う

ので、是非取り組んでいただきた

いと思う。 

－２－３に「なお，本提言の実

施に当たり，学校現場において

は，業務の見直し等を踏まえた

通常業務の効率化や教員の負担

軽減という視点も不可欠であ

る。こうした取組みが本提言と

対をなすことよって，再発防止

策が実効性のあるものになって

いくと考えている。そのため，

本提言を実施するにあたって

は，各学校において，具体的に

削減可能な業務を特定し，教員

の負担を軽減すべきである。」と

追記させていただきました。 

１９  学校名（担任教師の氏名は伏せず

に明記すべきである。本提言を出

すことになる取手市いじめ問題専

門委員会の構成、委員の氏名や肩

書等も明記すべきである。 

そして、表現が、提言案を通じ

て、あまりにも被害者が読み手と

なった場合にまでも高圧的であり

（具体的には後述する）、到底、い

じめ被害者に寄り添っているもの

とは言えない。 

 Ｂ 

１９  提言案が全般的に教職員の負担の

増加を優先的に考慮してあまりに

もいじめ被害者を座視する内容や

表現になっており（具体的には後

述する）、到底、いじめ被害者に寄

り添っているものとは言えない。

本件の提言の目的を曲解してはな

らない。教職員が本来行うべきい

じめの防止や解決を全国的に放棄

している以上、いじめやそめ隠蔽

を撲滅するためには、教職員の負

 Ｃ 
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担の増加を一切考慮すべきではな

い。むしろ、教職員は、いじめの

防止や解決のために全力を捧げる

べきである。 

１９  本提言案の全体について言えるこ

とであるが、いじめの被害者やそ

の家族・遺族の意見を徹底的に排

除する意図があることは明らかで

あり、学校・教育委員会の権限を

強化し以て、いじめを推進し、い

じめを隠蔽しやすくする内容ばか

りである。全体の根本的な書き直

しが必要である。 

 Ｃ 

１９  本提言案のどこにも、●●●●

が、●●●●●●●●●●●●で

あることから●●●●●によりい

じめが隠蔽された側面が否定でき

ないことが明記されていないか

ら、その点を明記すべきである。 

 Ｄ 

１９ 経緯3 3頁において、「生徒が担任教諭以

外の教員に助けを求める制度がな

いこと」とあるが、そのような制

度は存在している。いじめ防止対

策推進法に基づき、いじめの被害

者がいじめ被害を訴え出たら重大

事態として第三者検証委員会にて

調査・審議することになることが

法定されている。その旨を児童生

徒やその保護者に対して周知徹底

することを明記すべきである。 

ご意見を踏まえ「担任教諭以外

の教員に助けを求める制度がな

い」との点について，「実質的に

生徒が担任教諭以外の教員に助

けを求めることが困難なこと」

と修正しました。 

Ａ 

１９  3頁から4頁において、「本件生徒が

授業に遅刻したときに、他の生徒

も授業に遅刻したにもかかわらず

本件生徒のみが理不尽に叱責され

たこと」とあるが、「教員向けの研

修（指導方法、不公平な指導の影

響）生徒の抱える課題や悩みを捉

え対応する教育相談部会システム

の構築」は本件いじめ自殺が勃発

した際にはすでに行われており、

再発防止策とは到底言えないもの

である。「本件生徒が授業に遅刻し

 Ｄ 
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たときに、他の生徒も授業に遅刻

したにもかかわらず本件生徒のみ

が理不尽に叱責」したことは、●

●●●●●●●であるから、取手

市として不法行為債権や不当利得

返還請求権等を必ず行使するこ

と、国家賠償請求が認容された場

合には求償権を必ず行使すること

等を再発防止策に加えるべきであ

る。さらに、「本件生徒が授業に遅

刻したときに、他の生徒も授業に

遅刻したにもかかわらず本件生徒

のみが理不尽に叱責されたこと」

は、単にいじめを隠蔽するためで

はなく、そのいじめを隠蔽しよう

という意識が生成されたのは、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●こと、●●●

●●●●●●●●●が一因となっ

ているということができる。そう

すると、仮定の質問には答えられ

ないであるとか、個別の事案には

答えられないであるとか、質問に

対する回答をせずに同じ言葉を

延々と言い続けるであるとか、鼻

で嗤うなどの冷酷極まりない対応

を根絶し、万一それらの対応を犯

した者に対しては、民事・刑事・

行政事等の最大限の法的措置を行

使すべきことを明記すべきであ

る。 

１９ 提言11 

 

経緯27 

3頁から5頁において、研修を実施

することが散見されるが、研修の

講師は、深刻ないじめの被害の当

事者であるとか、いじめの被害の

家族会や遺族会の役員であると

か、それらの立場の人たちから推

薦を受けた有識者にすることを明

記すべきである。いじめを隠蔽し

た教職員や隠蔽を助言した有識者

を講師にしてはならないことも明

記すべきである。 

いじめ被害の当事者や家族又は

その方々から推薦を受けた有識

者について講師とすべきとのご

提案を踏まえ，「再発防止策の提

言」４－１③において「最先端

の知見を有する外部の講師や，

いじめ被害の当事者や家族等を

招聘すべきである。」と修正しま

した。また、「再発防止策の提言

（検討の経緯）」の課題⑧－再発

防止策１において「また，各教

Ａ 
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員が，いじめ被害を受けた場合

の気持ち，また，教員として求

められた対応について学び，生

徒に寄り添った対応をできるよ

うにするため，いじめ被害の当

事者や家族等も講師として招聘

すべきである。」と追記しまし

た。 

１９ 経緯29 4頁において、「他の教員や学校の

外部に対して通報することができ

る仕組みの構築」とあるが、これ

こそがまさにいじめ防止対策推進

法に基づく、児童生徒や保護者か

らいじめにより重大な被害が生じ

たという申立てのことであり、そ

れは本件いじめ自殺が勃発した際

にはすでに存在する制度である。

なお、申立てと表現されている

が、被害者やその保護者が電話や

面前で口頭により被害を伝えた

り、ノートの切れ端や日記にいじ

めが示唆される言葉があったりし

た場合が含まれることは当然のこ

とであり、それらのことを児童生

徒や保護者に積極的に周知するこ

とを明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，趣旨を明確に

するため，「生徒が他の教員や学

校の外部に対して通報すること

ができる仕組みの構築」と修正

いたしました。合わせて，「再発

防止策の提言（検討の経緯）」の

課題⑧－再発防止策４も修正い

たしました。 

Ａ 

１９  4頁において、「スクールロイヤー

の設置」とあるが、現在でも、首

長、地方公共団体ないし教育委員

会の顧問弁護士は●●●●●●●

●●●●●●●●●●であるの

に、スクールロイヤーを設置して

しまったら法律家による法を用い

たいじめ及びいじめ隠蔽が加速し

てしまう。絶対にスクールロイヤ

ーを設置すべきではない。むし

ろ、いじめやいじめ隠蔽の被害者

や被害者の家族に、無償で裁判を

起こすことができるよう訴訟費用

や弁護士費用の全額を市が支出

し、市が敗訴した場合には責任を

有する職員に全額を求償請求する

 Ｃ 
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ことを明記すべきである。 

１９  4頁において、「定期的な法令順守

体制のチェックの実施（いじめ問

題専門委員会における積極的な情

報開示等）」とあるが、現在、取手

市は、教育委員会、市長、議会、

消防長のすべての部局において、

本件いじめ自殺に係る情報公開請

求についての処分に対する審査請

求において、弁明を一切拒否し内

容のない弁明書を提出し、情報公

開審査会もまた、その判断に追随

していることから、国家賠償請求

訴訟が提起されている。本件提言

案がパブリック・コメントの募集

にかけられている現在であって

も、積極的な情報開示とは程遠い

ものと言わざるを得ない。いじめ

防止対策推進法に基づいて、徹底

的な情報開示は法的義務になって

いることを明記すべきである。そ

して、何人も、取手市が法令を遵

守していないと認めたら、取手市

は第三者検証委員会を設置して法

令順守について調査・審議しなけ

ればならないものとすることを明

記すべきである。 

 Ｄ 

１９  4頁から5頁において、「文部科学省

や、茨城県外のいじめ防止体制が

充実した自治体や文部科学省から

の出向等による外部人材の積極的

な登用」とあるが、外部人材とし

て積極的に登用すべきなのは、深

刻ないじめ及びいじめ隠蔽の被害

経験者とその御家族・御遺族のか

たである。深刻ないじめ及びいじ

め隠蔽の被害経験者とその御家

族・御遺族のかたを教育委員や第

三者検証委員会の委員やそれらを

選ぶ人にすることを明記すべきで

ある。 

 Ｃ 

１９  5頁において、「重大事態の判断に  Ｃ 



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

おいて市教委が学校とも協議・連

携することの徹底」とあるが、い

じめの被害者かその保護者かの少

なくとも一方がいじめを訴え出た

ら必ず重大事態だと認定しなけれ

ばならないことを明記すべきであ

る。 

１９  5貢において、「教員及び教育委員

会職員に対して、カウンセラーの

守秘義務、カウンセリングの性

質、カウンセラーとの連携の方

法、いじめの調査方法、調査範囲

についての研修を実施スクールロ

イヤーの配置」とあるが、カウン

セラーは、弁護士同様に、●●●

●●●●●●●●●●●●、●●

●●●●●●●●職能集団である

ことから、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●で

あって、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●であること

を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  5頁において、「教育委員に対する

注意喚起」とあるが、わざわざ注

意喚起しなければならない人物を

教育委員に任命するのではなく、

注意喚起をする必要がない人物、

積極的に世間に注意喚起をしてい

る人物を教育委員に任命すること

を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  5頁において、「総合教育会議、教

育委員会議及びいじめ問題専門委

員会への定期的な報告」とある

が、取手市議会と国連の子どもの

権利条約委員会にも定期的な報告

をすること、市庁舎や市立図書館

や市のホームページ上でも、一般

にも広く公表することを明記すべ

きである。 

 Ｃ 

１９ 経緯48 5頁において、「資料保管の定めを

第三者委員会の設置要綱に盛り込

むこと」とあるが、要綱ではこれ

ご意見を踏まえ，「第三者委員会

の設置要綱及び条例に必ず規定

するようにすべきである。」と修

Ａ 
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に違反したとしても直ちに直接の

不法行為になるとは言えなくなっ

てしまいかねないから、条例にお

いて、いじめおよびいじめ隠蔽に

関する資料を永年で保管すること

を規定することを明記すべきであ

る。そして、本件いじめ自殺で、

「旧調査委員会が調査内容が記録

されている資料を全て廃棄したこ

と」の責任者全員を懲戒免職にす

るとともに、公務員の告発義務を

果たし、公用文書等毀棄罪と公務

員職権濫用罪等で刑事告発するこ

とを明記すべきである。また、「旧

調査委員会が調査内容が記録され

ている資料を全て廃棄したこと」

はいじめの隠蔽に他ならないこと

を強調すべきである。 

正し，「再発防止策の提言（検討

の経緯）」の課題⑮－再発防止策

も併せて修正いたしました。 

１９ 経緯6 5頁において、「理不尽とも評価で

きる指導」とあるが、まるで、理

不尽ではないと言うことができる

指導であるが、理不尽と言うこと

も―理あるかのような表現になっ

ている。そもそも、評価という言

葉が不適切である。誰が評価した

のかも不明である。誰の目から見

ても明らかに理不尽としか言えな

い指導と明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「理不尽とも評

価できる指導」との部分を「理

不尽な指導」と修正いたしまし

た。 

Ａ 

１９  6頁において、「本件生徒が「そん

なことできるわけはない。みんな

持ってきているのに、私がそんな

ことを言ったら逆にいじめられ

る。」と強く反発していた」と、あ

るが、「そんなことできるわけはな

い。みんな持ってきているのに、

私がそんなことを言ったら逆にい

じめられる。」と発言することは、

●●●●●●。●●●●●●●●

●●●●●●●。これを反発、ま

してや強く反発していたと言うこ

と自体があまりにも理不尽であ

り、高圧的である。いじめの被害

 Ｃ 
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者が●●教員から●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●のであ

る。●●●●●●●●反発、まし

てや強く反発していたと言うこと

は、いじめの被害者を●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●。その部

分を作成した職員に対しても、●

●●●●●●●●●●●。●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●。●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●であろう。絶対に許されな

いというべきである。 

１９  6頁において、「以上のような考察

を踏まえれば、本来あるべき指導

の在り方としては、もしも他の生

徒が規則違反をしている現場を目

撃した場合には、生徒にその関与

の程度に応じ、自分の立場で何が

できたかを教員と問答を重ねなが

ら、現実的な解決策を考えさせ、

今後はその解決策を生徒が実践で

きるよう教員が励まし援助する等

の指導内容が考えられる。」とある

が、これは、いじめ被害者のこと

を何も考えていないあまりにも理

不尽なものである。いじめの被害

者に対して、「自分の立場で何がで

きたか」について教員との間答を

重ねることは、いじめそのもので

あり、いじめ隠蔽そのものであ

る。いじめの被害者には、加害行

為の誘発を招きうることは一切行

うことができない。「自分の立場で

何ができたか」について教員との

間答を重ねることは、いじめ被害

 Ｃ 
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者が加害行為を誘発することをな

ぜしなかったのか、なぜ積極的に

いじめられることをしなかったの

か、どうすればさらにいじめを受

けることができるかを教員に追及

され続けることを意味する。それ

を「生徒が実践できるよう教員が

励まし援助する」などとは、言語

道断である。生徒が実践すると

は、いじめられるという意味であ

る。この箇所に限らず、深刻ない

じめ被害者が見れば、本件提言の

内容はいじめを隠蔽することを隠

蔽するものであることが、一目瞭

然であるが、そうでない者が見た

らあたかもいじめ被害者に寄り添

ったものであるかのように騙され

るであろう。このような卑怯なこ

とは絶対にしてはならない。深刻

ないじめ被害経験者を委員として

本案を全面的に改めるべきであ

る。 

１９  7頁において、「ここでは担任教諭

の性格・思考の特性、過去の経験

等の個人的な資質に立ち入り批半

的に分析することはしない。なぜ

なら、そのような批半をすること

は簡単であるが、本提言が今後の

同種事案において有効な再発防止

策を提示することを目的としてい

ることからすると、個々人の教員

の性格や思考の特性にばらつきが

ある場合にも、本件と同じ結果を

確実に回避できる対策を検討する

ことのほうがより重要と考えるか

らである。」とあるが、これでは再

発防止策とは言えない。●●教員

を庇っているとしか言えない。今

後の同種事案において有効な再発

防止策を提示するためには、個々

人の教員の性格や思考の特性にか

かわらず、本件と同じ結果を確実
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に回避できる対策を検討するだけ

ではなく、個々人の教員の如何な

る性格や思考の如何なる特性に対

応して、本件と同じ結果を確実に

回避できる対策を検討することの

両方を行うべきである。 

１９ 提言11 

 

経緯27 

7頁において、「本件担任教諭が有

していた安易な連帯責任の発想を

排除するうえでも有効であっただ

ろう。」とあるが、排除すべきは、

安易な連帯責任の発想だけではな

く、連帯責任の発想そのものであ

る。●●●●●●●●●●に連帯

責任などあるはずもない。 

7頁において、「教員同士でのロー

ルプレイ研修」とあるが、その研

修にこそ、深刻ないじめの被害経

験者を講師として招請して参加し

ていただいて、教職員らの意識を

改革するよう明記すべきである。 

いじめ被害の当事者や家族又は

その方々から推薦を受けた有識

者について講師とすべきとのご

提案を踏まえ，「再発防止策の提

言」４－１③において「最先端

の知見を有する外部の講師や，

いじめ被害の当事者や家族等を

招聘すべきである。」と修正しま

した。また、「再発防止策の提言

（検討の経緯）」の課題⑧－再発

防止策１において「また，各教

員が，いじめ被害を受けた場合

の気持ち，また，教員として求

められた対応について学び，生

徒に寄り添った対応をできるよ

うにするため，いじめ被害の当

事者や家族等も講師として招聘

すべきである。」と追記しまし

た。 

Ａ 

１９ 提言11 7頁において、「自分の考える指導

方法や指導に使われる言葉が適切

かをチェックする機会を設けるこ

と」とあるが、その機会を形骸化

してはならないのであって、形骸

化を防止するためには、徹底的な

情報公開をするとともに、深刻な

いじめの被害経験者及び市民によ

る全面的な監視を行えるように制

度を整備することを明記すべきで

ある。 

ご意見を踏まえ，「再発防止策の

提言」４－１③において「ま

た，アンケートや事例を用いた

課題等による振り返りを行い，

「検討の経緯」記載の理想の対

応が実現できるようになってい

るかを確認する等，研修が形骸

化しないようにしなければなら

ない。」と修正し，形骸化につい

て注意喚起を行いました。 

Ａ 

１９  7頁において、「学年会などの教員

が集まる機会において日頃から関

与の程度に応じた指導の在り方に

ついて教員同士で情報交換を行う

こと」とあるが、これがいじめ隠

蔽の技術の伝達や交換の場に堕し
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てはならないことを明記すべきで

ある。それを防止するために、徹

底的な情報公開をするとともに、

深刻ないじめの被害経験者及び市

民による全面的な監視を行えるよ

うに制度を整備することを明記す

べきである。 

１９  8貢第一段落についてであるが、●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●、教育のプロフェッショナル

であるとは●●●●●●●●●●

から、訂正すべきである。この場

が上述のような場に堕したのであ

れば、●●●、●●●●●●、●

●●●●●●●●●●●●●●極

めて有効な場にならざるを得な

い。数々のいじめ自殺事件の経験

からしても、そのような場に堕

し、如何にして●●●●●●、い

じめをエスカレートさせるか、い

じめを隠蔽するかの技能が発展す

る場に堕することは目に見えてい

る。ましてや、「数多くの学校の裁

判例や第三者委員会の調査報告書

など」を題材にするとあるが、こ

れこそ、どうすれば隠蔽できたか

を知る絶好の機会になってしまう

であろう。それらを防止するため

にも、全ての機会における、深刻

ないじめの被害経験者の講師とし

ての参加は必須である。その旨を

明記すべきである。また、子ども

の権利条約委員会による国連勧告

のうちいじめに係る部分も研修に

用いるべきである。 

 Ｃ 

１９  8頁において、「もちろん、あらゆ

る生徒指導を行う際に、生徒指導

の方法・内容について逐一議論

し、多数の教員で合意を得るとい

うようなことは現実的ではないで

あろう。」とあるが、「あらゆる生
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徒指導を行う際に、生徒指導の方

法・内容について逐一議論し、多

数の教員で合意を得る」ことはい

じめをなくすために不可欠であ

り、これをすることこそ現実的で

ある。これを「もちろん、……

（中略）……現実的ではないであ

ろう。」と処断することは、この表

現だけでも●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●。この記載は、取手市が今後も

いじめを隠蔽するとの決意表明で

あると認識せずにはいられない。

修正すべきである。また、後続の

「しかし、少なくとも、本件のよ

うな、規則違反が比較的重大な部

類で、関係当事者が多数にわたる

ような場合には、指導にあたる複

数の教員が上記のような方法で連

携して生徒指導に当たる必要があ

ると考えられる。」との記載は、

「規則違反が比較的重大な部類

で、関係当事者が多数にわたるよ

うな場合」にだけ「指導にあたる

複数の教員が上記のような方法で

連携して生徒指導に当たる」とい

うことにして再発防止策を形骸化

する意図があることは明白であ

る。その実、「規則違反が比較的重

大な部類で、関係当事者が多数に

わたるような場合」であっても、

そのような場合には該当しないと

の議決をすることもまた明白であ

る。このようなことはあってはな

らないことである。ゆえに、「もち

ろん、あらゆる生徒指導を行う際

に、生徒指導の方法・内容につい

て逐一議論し、多数の教員で合意

を得なければならない。そして、

それは、現実的な再発防止策であ

る。」に修正すべきである。 

１９  8頁において、「生徒指導にあたっ  Ｃ 
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ては、可能な限り他の教員と組ん

で行うことで、不適切な指導の抑

止を制度化することが考えられ

る。」とあるが、「可能な限り」と

は、教員の負担を考慮した留保で

あって、いじめ被害者の気持ちに

寄り添うものとは言えない。 

本当にいじめを隠蔽するつもりが

なければ、全て可能でなければな

らないのである。どうしても、「可

能な限り」という留保を付すこと

に拘泥するのであれば、その可

能・不可能を判断するのは、まず

いじめ被害者自身、次にその御家

族とするよう修正すべきである。 

１９ 経緯8 8頁において、「自分の受け持つ生

徒の問題行動のほかに同僚教員が

担任を務める学級に所属する生徒

の問題行動にまで対応しなければ

ならないという意味では、複数体

制を取る余力が学校現場にあるの

かという指摘は当然想定されると

ころである。」とあるが、ここでも

また、いじめの被害者の尊厳より

も教員の負担のことを優先してお

り、再発防止策とは到底言えな

い。いじめやいじめ隠蔽の撲滅の

ために、全力を挙げて、学校現場

においていわゆる複数体制を取ら

なければならないのであるから、

余力がある場合に行えばいいもの

ではないし、余力という時点で、

本提言案の起案者が、いじめやい

じめ隠蔽の撲滅などどうでもいい

ことであり優先順位が最下位であ

ると考えている証左である。到

底、容認できるものではない。 

当委員会としては，「余力」との

言葉を優先順位が低いとの趣旨

で記載したものではありませ

ん。ただし，ご意見を踏まえ，

当委員会の意図を明確にするた

めに「複数体制をとる余力が学

校現場にあるのか」を「複数体

制を取ることが実際に可能か」

と修正いたしました。 

Ａ 

１９  9頁において、「「いじめなどを心配

しないで安心して生活している」

というアンケート項目について

「あまりそう思わない」「そう思わ

ない」と回答した生徒との面談を
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設定し、どのような事実に基づい

て、いじめを心配しているのか確

認すべきであった。」とあるが、そ

の面談や確認の際に、いじめなん

てないだろというような脅迫的な

いし高圧的な態度で接したり、本

当はいじめなんてないんだろとい

うような懐疑的ないし猜疑的な態

度で接したりしてはならないこと

を明記すべきである。いじめやい

じめ隠蔽の歴史からして、多くの

場合、そのような面談や確認の際

に、教職員や第三者検証委員会

は、その証言を無視したり、否定

したりしてきた。本提言の案文も

そのことを全く考慮していないと

いうべきである。 

１９  9頁において、「大まかに内容を確

認し、必要に応じて」とあるが、

大まかにでは全く意味がない。全

て確認すべきである。そして、必

要に応じての必要性は、管理職や

担任などの教職員ではなく、まず

いじめの被害者本人やその御家族

の判断が教職員の判断に優越する

ものである。それらを明記すべき

である。 

 Ｃ 

１９ 経緯10 9頁において、「本件生徒とAの交友

関係が非常に流動的であり、本件

アンケートによりその微妙な関係

性を教員が感知することは困難だ

ったと思われる。」とあるが、「交

友関係が非常に流動的」という言

葉の意味がわからないのでわかり

やすく修正すべきである。また、

「本件アンケートによりその微妙

な関係性を教員が感知することは

困難だったと思われる。」」という

ように、本提言案には随所に、●

●教員らを擁護する記載が見られ

るが、本提言が、●●教員らを擁

護することを目的としたものでは

ご意見を踏まえ，「流動的」を

「変動しやすい状況」と修正い

たしました。 

Ａ 
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ないのであり、そのような目的の

行政作用など認めるべきでもない

から、このように、被害者の●●

●●●●●表現は全て削除すべき

である。 

１９ 経緯10 10頁において、「③対応の必要性及

び具体的な対応方法も認識してい

たものの、何らかのやむをえない

事情で対応できていなかった、の

可能性が考えられる。」とあるが、

いじめやいじめ隠蔽を撲滅するう

えで、「何らかのやむをえない事

情」など存在しない。本提言案

は、今までいじめを隠蔽してきた

者やその隠蔽を助言したり、その

隠蔽に賛同したりした者が起案し

たと考えずにはいられない記載が

随所に見られる。このこと自体、

本提言の目的に反するものであ

る。 

ご意見を踏まえ，「対応の必要性

及び具体的な対応方法も認識し

ていたものの，何らかのやむを

得ない事情で対応できていなか

った」を「対応の必要性及び具

体的な対応方法も認識していた

にもかかわらず対応できていな

かった」と修正いたしました。 

Ａ 

１９  10頁の「最初に、①については、」

から始まる段落についてである

が、学校の体制の問題を記載する

ことは当然必要であるが、それだ

けではなく、担任教諭などの●●

●●●●●も当然に指摘しておか

ねばならないものである。そのよ

うに修正すべきである。 

10頁において、「次に、②について

は、担任教諭の●●●●●を指摘

するものである。この点、たとえ

学校としてアンケートヘの対応方

法についての基準が策定されてい

なかったとしても、アンケートの

結果、いじめを心配している個別

の生徒への聴き取りを行う必要が

あるなどの知識は、通常、教員個

人の自学自習による獲得のほか

は、研修や教員同士の情報交換に

おいて共有されるべきものであ

る。」とあるが、そもそも教員にな

るために必要不可欠な事柄であ
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り、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●。

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●。教員採用時に

そのような点を徹底的に確認し試

験すべきである。その旨を明記す

べきである。 

１９  10頁において、「そのような知見を

提供できる教員が周りにいるかど

うかに依存してしまうことになっ

た。」とあるが、いじめやいじめ隠

蔽を撲滅することができるアンケ

ート活用方法の知見を提供できる

教員は、存在しない。知見を提供

できる人は、深刻ないじめの被害

経験者である。深刻ないじめの被

害経験者による講義を修了し、深

刻ないじめの被害経験者がこの先

生ならいじめやいじめの隠蔽をす

ることはないと認定したというこ

とを教員になれる要件にするよう

明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  10頁において、「学年教員同士でア

ンケート結果を共有しながら、他

の教員が担任教諭に対し、本件ア

ンケート結果について何らかの協

議を持ちかけたなどの事情が見ら

れない点は、本件中学校におい

て、クラス運営が各担任教諭に閉

鎖的な独立性をもって委ねられて

いたことを示している。」とある

が、それは全くの誤りであって、

教員同士でも学校全体でも徹底的

にいじめを隠蔽するためであった

というべきであり、「教員同士でも

学校全体でも徹底的にいじめを隠

蔽する意思が確立していたことを

示している」に修正すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９ 経緯11 10頁において、「担任教諭が本件中

学校に赴任して7年目のベテラン教

ご意見を踏まえ，「担任教諭が本

件中学校に赴任して７年目のベ

Ａ 
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員であったということが、担任教

諭からすると、他の教員に質問や

協議をしづらい心理的な障壁を生

んだ可能性もある。」とあるが、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●教員としてベテ

ランとは言えない。そもそも、ベ

テラン教員であれば、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●。

ベテラン教員であることが他の教

員に質問や協議をしづらい心理的

な障壁を生むとは、現実には、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●、本来、他の教

員に質問や協議をしづらい者は、

●●●●●●●●●●●。その旨

を明記すべきである。 

10頁から11頁の「最後に、③につ

いては」から始まる段落について

は、「調査報告書でも指摘されてい

ない」だの、検討しないだのとい

うのであれば、それをあえて記載

する意図は、今後のいじめ事案が

発生した時には何らかのやむをえ

ない事情があったと主張すればよ

いとの教唆にほかならず、いじめ

やいじめ隠蔽をさらに隠蔽するた

めの指南であることは明らかであ

り、違法である。 

テラン教員であった」を「担任

教諭は本件中学校に赴任してか

ら７年目と他の教員と比較して

長かった」と修正しました。 

１９  11頁において、「中学3年生の時点

で本件選択肢を3割以上の生徒が選

ぶことも珍しいことではなかっ

た」とあるが、それは●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、●●●●●●●

●・●●●●●●●●●●●●い

ずれかであるというべきである。

それを以て本件の回答が目立たな

 Ｃ 
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かったなどとも記載されている

が、上述のとおり、そのように回

答がある場合は全てで●●●●●

●●●●●●●●●●●●のであ

る。本件が目立つとか目立たない

とかいうものではなく、本件は●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●のであっ

て、その他の被害は学校・教育委

員会により隠蔽されてしまったと

いう記載に修正すべきである。 

１９  11頁において、「に」の脱字がある

ので補入すべきである。 

 Ｄ 

１９  11頁において、「アンケート結果を

踏まえて何らかの対応を取る必要

があるかどうかの基準を、担任教

諭個人の裁量にゆだねれば、各教

員により対応に差が生じてしま

う」とあるが、それは、教員によ

って隠蔽の方法は種々考えられる

が、隠蔽するということは通底し

ているという意味である。これを

防ぐには、そもそも、いじめを隠

蔽するものを教員にしないことで

ある。その旨を明記すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９  11頁において、「ある程度学校又は

教育委員会で定めておくことも重

要と考えられる。」とあるが、ある

程度であったとしても、面談で聴

取すべき内容を学校又は教育委員

会で定めるとなったら、重大事態

を重大事態と判断しない全国ない

し取手市の現状に鑑みても、学

校・教育委員会は徹底的にいじめ

を隠蔽するためにその権限を利用

するのであるから、絶対に行わせ

てはならない。面談で聴取すべき

内容は、深刻ないじめの被害者や

遺族団体に全てを定めていただく

べきである。その旨を明記すべき

である。 

 Ｃ 
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１９  11頁において、「面談については、

担任との信頼関係が十分に構築で

きていない場合には、担任に対し

て悩みを打ち明けるのは難しいと

考えられる。そのため、生徒が面

談する教員を選ぶことができるよ

うにすることも重要である。」とあ

るが、いじめ被害者の●●●●●

●繰り返さないためには、生徒が

選ぶことができるのは、担任だけ

ではなく、他の教員、学年主任や

校長、教頭、副校長、教育委員、

教育長なども含むという旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 

１９  12頁において、「アンケートで「い

じめなどを心配しないで安心して

生活している」という調査項目に

「あまりそう思わない」「そう思わ

ない」と記載した生徒への聴き取

りの方法や聴き取りをした後の対

応方針は、必ず協議しておくべき

である。」とあるが、その対応方針

は、その記載をした生徒や保護

者、いじめ被害者やその保護者が

個人情報開示請求をした場合に

は、全部開示しなければならない

ことを明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  いじめへの対応の知見も充分蓄積

している者でなければ、教員にな

ってはならない。どんなに遅くと

も教員採用試験の時点でいじめへ

の対応の知見も充分蓄積していな

ければならない。「可能性も否定で

きない」とするのは、それを容認

することを意味しており、到底看

過できない。そのような者は一人

残らず、懲戒免職にすべきであ

る。その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  12頁において、「学校及び教育委員

会において、学校生活アンケート

の活用方法についてのガイドライ

ン等を定める」とあるが、ここで

 Ｃ 
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も同じ過ちを犯していると言わざ

るを得ない。学校生活アンケート

の活用方法を学校又は教育委員会

で定めるとなったら、重大事態を

重大事態と判断しない全国ないし

取手市の現状に鑑みても、学校・

教育委員会は徹底的にいじめを隠

蔽するためにその権限を利用する

のであるから、絶対に行わせては

ならない。学校生活アンケートの

活用方法は、深刻ないじめの被害

者や遺族団体に全てを定めていた

だくべきである。その旨を明記す

べきである。 

１９  12頁において、「「いじめなどを心

配しないで安心して生活してい

る」との項目で、「あまりそう思わ

ない」「そう思わない」との選択肢

にチェックを付けた生徒がいる場

合、その後の生徒との面談におい

て、具体的にどのような事実に基

づいてそのように回答したのかを

確認する。」とあるが、具体的にど

のような事実に基づいてそのよう

に回答したのかを確認するとなる

と、殆どの生徒は上手く答えられ

ないのであるから、確認したとこ

ろ具体的な事実はなかったなどと

言うことにされかねない。本提言

はこのことからもいじめ隠蔽の指

南書のようであるというべきであ

り、絶対に許されない。 

 Ｃ 

１９  12頁において、「「先生は生徒の相

談に親切に応じている」との項目

について、「あまりそう思わない」

「そう思わない」との選択肢にチ

ェックを付けた生徒がいる場合

は、担任以外の教員が当該生徒と

の面談を実施する。」とあるが、そ

の場合には、第三者検証委員 

会による調査・検証を実施すべき

であるから、その旨を明記すべき

 Ｃ 
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である。 

１９ 経緯13 13頁において、「特に、上記の項目

にチェックを付けた生徒が一定数

を超えている場合には、個別の生

徒の問題ではなく、教室全体の問

題であると想定し、クラス運営や

生徒指導の在り方の是正、サポー

ト教員の配置等、教室全体へのア

プローチが必要となることについ

て留意する。」とあるが、●●●●

●●●●と回答した生徒を●●●

扱いする記載であり、到底容認で

きない。生徒の問題ではなく、教

員の問題であり、学校・教育委員

会全体の問題である。●●●●●

●●●●●●●●●●●●●を繰

り返してはならない。起案者はこ

の点を謝罪すべきである。 

ご指摘を踏まえ，趣旨の明確化

のために「個別の生徒との関係

の問題」と修正しました。 

Ａ 

１９  13頁において、「異常値」とある

が、この表現を基に、●●●●●

●●●●●回答した生徒たちを異

常者扱いするものが出てくること

は想像に難くない。このようない

じめやいじめ隠蔽を招く表記は看

過できない。修正すべきである

し、そもそも、いじめ被害者が1人

であることは通常であり、1人で

も、教員に問題がある旨を回答し

たであれば、いじめの隠蔽があっ

たのであるから、直ちに第三者検

証委員会を開催していじめ隠蔽を

徹底的に調査・審議すべきであ

る。その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  本提言案は、●●●●●●●●●

を回答したことを随所で些少化し

ているが、そのような回答がある

時点でいじめの隠敵があったこと

を●●●●●●●●のであるか

ら、第三者検証委員会により、い

じめ隠蔽を徹底的に調査・審議し

なければならないことは言うまで

もない。 

 Ｃ 
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１９  ●●●●●●●●●の回答がたく

さんあれば対応するが、少しであ

れば対応しないというのはいじめ

の実態を何ら考慮しておらず、い

じめ防止対策推進法に違反し違法

である。1人から対応しなければな

らない。 

 Ｂ 

１９ 経緯14 13頁において、「生徒の些細な変

化」とあるが、いじめ被害者に現

れる変化に些細な変化など存在し

ない。本提言案は至る所でいじめ

●●●●●●●●●・●●●●●

●●●●する記載が見られる。こ

れは本提言の目的にも反する。「生

徒の些細な変化」などと表記する

時点でいじめを隠蔽する意図があ

ることは明らかである。絶対に許

されない。いじめ被害者に現れる

変化は全て顕著な変化であり、そ

の変化を些細なものとしか認識で

きない者はいじめを隠蔽している

というべきであるから、懲戒免職

にすべきである。 

ご指摘を踏まえ，「生徒の些細な

変化」を「わずかな変化」と修

正いたしました。 

Ａ 

１９  13頁において、「生徒の回答のしや

すさの観点からすれば、自由記述

方式は生徒にとっては記載のハー

ドルが高いと考えられる。そこ

で、自由記述欄を減らし」とある

が、いじめやいじめ隠蔽の歴史に

鑑みても、自由記述欄があるから

こそ被害者がいじめを訴えること

ができるのであるから、自由記述

欄を減らすことはいじめ隠蔽その

ものであり、絶対に許されない。

この記載からしても、本提言案が

いじめの隠蔽を真の目的にしてい

ることがわかる。いじめ被害を訴

えにくい記載にしようとする提言

は、いじめ防止対策推進法に違反

し、違法である。 

 Ｃ 

１９  13頁において、「生徒の回答のしや

すさの観点からすれば、自由記述

 Ｃ 
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方式は生徒にとっては記載のハー

ドルが高いと考えられる。そこ

で、自由記述欄を減らし」とある

が、いじめやいじめ隠蔽の歴史に

鑑みても、自由記述欄があるから

こそ被害者がいじめを訴えること

ができるのであるから、自由記述

欄を減らすことはいじめ隠蔽その

ものであり、絶対に許されない。

この記載からしても、本提言案が

いじめの隠蔽を真の目的にしてい

ることがわかる。いじめ被害を訴

えにくい記載にしようとする提言

は、いじめ防止対策推進法に違反

し、違法である。 

13頁における相談したい教員の記

載についてであるが、上述のとお

り、選ぶことができるのは、担任

だけではなく、他の教員、学年主

任や校長、教頭、副校長、教育委

員、教育長なども含むという旨を

明記すべきである。 

13頁において、「いじめについての

アンケートと、教育相談に関わる

アンケートは区別して実施するこ

とでそれぞれの実効性を最大限高

めるべきである。」とあるが、これ

は被害者であれば誰しもこの提言

がいじめの隠蔽のためであると確

信するものであると言える。いじ

めについてのアンケートと、教育

相談に関わるアンケートとは絶対

に区別して実施してはならない。

いじめについてのアンケートと、

教育相談に関わるアンケートとを

区別して実施してしまえば、何か

記載している者、記載時間が長い

者が周囲の者らに容易に認識さ

れ、いじめ被害を訴えた（いわゆ

るチクった）ということにされ記

載に委縮していじめ被害を訴え出

ることができなくなってしまう。
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本提言案中のこの記載は、いじめ

隠蔽の総決算である。いじめにつ

いてのアンケートの実効性がただ

でさえ担保できていないというの

に、その実効性を壊滅させるもの

である。深刻ないじめの被害者で

あれば絶対に提言しない内容であ

る。絶対に許されない。直ちに違

憲無効である。国家賠償法上、違

法である。直ちに削除すべきであ

る。 

１９  13頁から14頁において、「今後、教

育委員会及び学校の管理職は、こ

のような具体的な施策の趣旨をよ

く理解した上で、いじめ防止のた

めの取組として実行していくこと

が重要である。」とあるが、この提

言案の内容では、いじめ被害者や

その家族・遺族が関与することが

できないことからいじめやいじめ

隠蔽を隠蔽するうえでは大変うま

く機能するものと言えるが、その

ようなことは、本提言の目的に反

するから、絶対に許されない。全

ての過程において、深刻ないじめ

被害経験者やその家族・遺族の見

解を全面的に反映すべきである。

そうすることこそ、このような具

体的な施策の趣旨をよく理解した

上で、いじめ防止のための取組と

して実行していくことになるので

ある。その旨を明記すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９ 経緯14 14頁において、「いじめを助長した

と言える担任教諭」とあるが、こ

の言えるという表現は極めて不謹

慎であって、そういうことも可能

だがそうじやないかもしれないで

あるとか、そう言うのも一理ある

といったニュアンスがあるもので

あるから、「いじめを助長した担任

教諭」と修正すべきである。 

ご意見を踏まえ，「助長した」と

修正しました。 

Ａ 
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１９ 提言14 

 

経緯16 

14頁において、「茨城県において

も、平成19年度から24時間いじめ

ダイアル等が設置されていた」と

あるが、この起案者は一度でもそ

う言ったところに電話をしたこと

や電話をした人から話を聞いたこ

とがあるのだろうか。いじめダイ

アルに電話をかけても、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●、

●●●●●●●、いのちの電話に

電話をしても、●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

のが一般的である。いじめダイア

ル等は、いじめ被害者が電話をす

ると●●●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●。●●●●●●●●

●、●●、●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、そのようなところを

改革するようあらゆる権限を行使

することを明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「再発防止策の

提言（検討の経緯）」の課題③－

再発防止策２生徒における外部

への相談先の確保及び相談方法

に関する指導」において「さら

に，いじめ専用相談ダイアル等

の行政機関の相談窓口について

は，相談対応者の研修等を実施

することにより，その質を担保

すべきである」と追記し，「再発

防止策の提言」４－１⑧におい

て「ＳＴＯＰｉｔ及びその他の

行政機関における相談窓口につ

いては，研修の実施，ガイドラ

インの充実等により対応者・教

育委員会の適切な対応をとれる

ような体制を整える必要があ

る。」と修正いたしました。 

Ａ 

１９ 経緯15 14頁において、「本件事案に限ら

ず、いかに有能な教員であって

も、やはり生徒との相性もあるこ

とから、必ずしも、担任するクラ

スの生徒全員と万全の信頼関係を

構築できるとは限らない。」とある

が、本件事案の教員は、いずれ

も、結果として●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、それは●●●●●●●●●

●●。●●●●●●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●。教員が有能かどうかはいじめ

云々とは別の問題であるかのよう

に記載することは許されない。●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●である。本件事案の●●

●●●●●●●●●●記載してい

ご指摘のような趣旨で「本事案

に限らず」との文言を記載はし

ておりませんが，趣旨を明確化

するため，ご意見を踏まえ，「本

事案に限らず」を「一般論とし

て」と修正いたしました。 

Ａ 
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る本提言は直ちに撤回すべきであ

る。 

１９  14頁において、「生徒が担任教諭以

外の教職員とも気軽に相談できる

環境を整備するベきであった」と

あるが、気軽に相談できる環境を

整備すべきなのは、担任教諭以外

の教職員とではなく、いじめの被

害者団体、その家族会・遺族会、

いじめ被害者の側に立って訴訟活

動をしてきた弁護士や人権団体の

人たちやマスコミの人たちや議員

の人たち、子どもの権利条約委員

会等とである。そして、教育委員

や教育長や首長とも、気軽に相談

できる環境を整備すべきである。

その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  14頁から15頁において、「茨城県が

設置している24時間いじめダイア

ルや、スクールカウンセラーなど

の相談窓口についての周知を徹底

していれば、教育相談の専門家に

よる支援につながった可能性があ

る。」とあるが、それらのところに

は、上述のとおりの問題があり、

●●●●●●●●●●●●●、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●。その

旨修正すべきである。 

 Ｃ 

１９  15頁において、「通常、学校は、生

徒が担任教諭以外の教員に対して

自由に相談することを禁上してい

ることはないと思われる。」とある

が、教育委員や教育長に、自由に

相談することはできないであろ

う。これらの立場の者にも、自由

に相談することができるようにす

べきである」そして、いじめに関

する請願の方法についても、生徒

や保護者に周知すべきである。そ

の旨を明記すべきである。 

 Ｃ 
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１９  15頁において、「例えば、各教員に

対し、生徒に対して積極的に声掛

けをするように周知する等」とあ

るが、これが生徒のいじめの訴え

を握り潰したり、いじめを訴え出

ようとしていることを監視する等

の委縮をさせる態様でなかったり

することを義務付けるベきであ

る。その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  15頁において、「相談によりもたら

された情報の共有には、相談者で

ある生徒の同意を必要とすること

とし、その点も併せて周知される

べきである。」とあるが、いじめの

隠蔽の手法として、学校・教育委

員会により、生徒や保護者が同意

していないのに同意したことにさ

れたり、同意したのに同意してい

ないことにされたり、隠蔽のため

に都合がいい方向に誘導されるな

どが多発している。そうしたこと

がないように、学校・教育委員会

により、生徒や保護者が同意して

いないのに同意したことにされた

り、同意したのに同意していない

ことにされたり、隠蔽のために都

合が好い方向に誘導されるなどが

あった場合には、その教職員や責

任者を懲戒免職にすべきである。

その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  15頁において、「アンケートに相談

したい教員名を記載できるように

する」とあるが、アンケートに相

談したい教員名を記載しても、そ

の記載を担任教諭に見られること

があれば、その記載をすることに

委縮してしまう。この記載は生徒

の事前の合意がなく共有されるこ

とがないようにすべきである。こ

れを漏洩した場合には、その教職

員や責任者を懲戒免職にすべきで

ある。その旨を明記すべきであ

 Ｃ 
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る。 

１９ 経緯16 15頁において、「継続的な取組が望

まれる。」とあるが、役人用語とし

て「望まれる」とは、した方が良

いという程度の意味にすぎず、い

じめ被害者の尊厳を守るためには

不適切であるから、しなければな

らないという義務の表現に修正

し、これを行わない場合には、い

じめの隠蔽に当たり違法であり、

懲戒免職にすることを明記すべき

である。 

ご意見を踏まえ，「継続的な取組

が望まれる」を「継続的に実施

していくべきである」と修正し

ました。 

Ａ 

１９  15頁から16頁において、「外部の相

談窓（前述のスクールカウンセラ

ー、茨城県24時間いじめダイア

ル、取手市いじめ専用相談ダイア

ル等）があることを周知徹底する

とともに、相談方法についても指

導すべきである。」とあるが、外部

の相談窓口の実態は前述のとおり

●●●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●。●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

取手市が考えているのであれば、

その方法が有効であろう。●●●

●●●●●●●●●●●。その旨

修正すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯16 16頁において、「パンフレットは一

部を教室の見やすいところに掲示

すること等が考えられる」とある

が、これもまたいじめの実態を全

く理解していないか、いじめの実

態をよく理解したうえであえてこ

のようないじめ隠蔽策を提言して

いると言わざるを得ない。パンフ

レットは一部を教室の見やすいと

ころに掲示するということになれ

ば、いじめの被告者は、それを見

ているところ、メモを取っている

ところ等それを気にしているとこ

ろを●●●や傍観者（すなわち被

ご意見を踏まえ，「パンフレット

は一部を教室の見やすいところ

に掲示すること等が考えられ

る」を「パンフレットは一部を

教室の見やすいところに掲示す

ること，各学校のいじめ防止基

本方針と一緒にホームページに

掲載すること，複数回パンフレ

ットを配布すること等が考えら

れる」と修正しました。 

Ａ 
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害者以外全員）に見られたり知ら

れたりすることが絶対にないよう

に振る舞わざるを得ない。そうす

ると、パンフレットは一部を教室

の見やすいところに掲示してしま

っては、いじめの被害者は、教室

のうちパンフレットを掲示してあ

る方向やそれに近いところを全く

見ることができなくなる。それで

も、何らかのために、教室のうち

パンフレットを掲示してある方向

やそれに近いところを見てしまっ

たら最後、いじめをチクろうとし

たということにされてさらにいじ

められるのである。パンフレット

は、生徒全員が見ても不自然にな

らないよう生徒全員に個別に郵送

すべきである。生徒全員に学校の

教室において配布してしまうと、

生徒全員が目にすることにはなる

が、少しでも、気にしたそぶりを

見せたり他の人よりも長く見たり

してしまったらそれだけでも、自

殺に追い込まれるほどいじめられ

てしまう。本提言は、自殺推進政

策の一環として行なわれていると

言わざるを得ない。こんな提言を

実行されたら、いじめがエスカレ

ートしてしまう。絶対に許されな

い。いじめの推進をいじめの再発

防止と称して行ってはならない。 

１９  16頁において、「市教委のほうで何

らかの対処の必要があると判断さ

れれば各学校に指示・指導がされ

るというものである。」とあるが、

市教委がその必要性を判断すると

なったら、重大事態を重大事態と

判断しない全国ないし取手市の現

状に鑑みても、学校・教育委員会

は徹底的にいじめを隠蔽するため

にその権限を利用するのであるか

ら、絶対に行わせてはならない。

 Ｃ 
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何らかの対処の必要があると判断

する主体は、徹頭徹尾、被害者本

人であり市教委ではないという旨

を明記すべきである。 

１９ 経緯17 16頁において、「いじめの加害者・

被害者以外の傍観者」とあるが、

傍観者は被害者ではなく●●●で

あるから、●●●ではない傍観者

など存在しない。いじめを傍観す

ることが●●だからである。「傍観

者という●●●」という記載に修

正すべきである。 

ご意見を踏まえ，「加害者・被害

者以外の傍観者」を「直接の加

害者・被害者以外の傍観者」と

修正しました。 

Ａ 

１９  16頁において、「通報を受けた担当

者の力量に左右されず一定の対処

ができるように」とあるが、ここ

でも、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●●●●●としている。前

出の部分では能力の問題とされて

いた。●●●●●●●、●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●ことを明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  16頁において、「研修を実施すべき

である。」とあるが、ここでも当然

に、研修の講師は、いじめの被害

者の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にすること

を明記すべきである。いじめを隠

蔽した教職員や隠蔽を助言した有

識者等を講師にしてはならないこ

とも明記すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯17 16頁において、「本件生徒の様子を

見守ることはできたと考えられ

る」とあるが、様子を見守ると

は、何もしないということであ

る。いじめがあるのに、それをな

かったことにしたうえで何もせず

放置するとは、再発防止策ではな

く、いじめ推奨策と言わざるを得

ない。絶対に許されない。その旨

ご意見を踏まえ，「本件生徒の様

子を見守ることはできたと考え

られる。」を「本件生徒の異変に

気付くことはできたと考えられ

る。」と修正いたしました。 

Ａ 
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修正すべきである。 

１９  17頁において、「信頼できる教員に

相談することができていた可能性

は否定できない。」とあるが、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

以上、いじめ被害者が信頼できる

教員など存在しない。万一、被害

生徒が教員を信頼していたとした

ら、その●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●場合などである。その旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 

１９  17頁において、「本件では、担任教

諭以外の教員が本件生徒とAの関係

性について違和感を抱き、本件生

徒がAほか周囲の生徒を気にして思

うように行動できない様子を目撃

していた教員も存在していた事実

が認定されている（調査報告書60

～61頁）。しかし、そのような教員

が担任教諭や他の教員との間で本

件生徒に関する情報を共有をした

形跡はない。その原因の一つとし

て、情報共有が必要な教員同士で

の会議が適宜あるとは限らず、適

切な情報共有の場や手段がなかっ

たことが考えられる。」とあるが、

それを目撃していたのに様子を見

ていたことは、●●●●●●●●

からであって、適切な情報共有の

場や手段がなかったからではな

い。本提言案は、教職員の保身を

目的としているとしか考えられな

い。全面的に改めるべきである。 

 Ｄ 

１９  17頁において、「本件生徒の様子に

少しでも気がついていた他の教員

も、自分の立場からどのようにサ

ポートすれば良いのか確信が持て

ず、対応が後手に回った可能性も

考えられる。」とあるが、教員は、

その確信が持てないのではなく、

●●●●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●のであるから、こ

れもまた教員を庇い立てるための

記載であると言わざるを得ない。

絶対に許されない。その旨修正す

べきである。 

１９  17頁において、「原因１への対応と

して、教員がある生徒の様子が気

になった場合に、直ちに教員間で

情報が共有されるよう、校内LANを

活用して教員間の情報共有ドキュ

メントを作成し、常時更新される

ようなシステムを構築すべきであ

る。」とあるが、これを行えるよう

にすることで、いじめが効果的に

効率的に隠蔽できているかの情報

共有の場に堕することは、数々の

いじめ自殺事件の経験からして

も、目に見えている。その旨を明

記するとともに、いじめの被害者

やその家族・遺族が常時監視する

ことができるようにその電磁的記

録は永年保存とし、個人情報開示

請求に対しては全部開示すること

を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  17頁において、「教員間の情報集約

コストを削減する」とあるが、教

員にかかるコストなどは、いじめ

やいじめ隠蔽を防止するためには

一切考慮してはならない。いじめ

やいじめ隠蔽を防止することが教

員の第一義的な役務であるから、

そのために全力を尽くさなければ

ならないのである。その旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 

１９  17頁において、「課題④－原因2へ

の対応として、課題①－再発防止

策1と同様、教員が適切なサポート

方法についての知見を得るために

は、他の教員や専門家から知識を

得る機会を設けることが考えられ

る。」とあるが、他の教員から知識

を得るというのは、いじめ隠蔽の

 Ｃ 
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知識を得るのであるから絶対に行

ってはならないし、専門家という

表現ではなく、深刻ないじめ被害

経験者やその家族・遺族という専

門家とした方が明確になるから、

他の教員という記載は削除し、深

刻ないじめ被害経験者やその家

族・遺族という専門家と修正すべ

きである。 

１９  17頁において、「他の教職員がそれ

を見て助言することもできるよう

になると考えられる」とあるが、

助言というのは、如何にいじめを

隠蔽するかの助言に他ならないか

ら、絶対に行ってはならない。そ

の旨明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  18頁において、「いざというときの

人的連携を強化しておくことが考

えられる。」とあるが、いざという

ときとは、いじめ自殺があったと

きなど重大事態が勃発した時のこ

とである。そのようなときに連携

するというのは、徹底的にいじめ

を隠蔽するためであるから、絶対

に連携などさせてはならないので

ある。その旨を明記すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９  18頁において「課題③－再発防止

策1でも提案した全員担任制・複数

担任制は、情報共有の促進の観点

でも極めて有用である。特に、同

制度の導入により、教員において

も他のクラスの生徒を見る意識が

生まれ、より情報共有が促進され

ると考えられる。」とあるが、いじ

め隠蔽のための情報共有に利用す

るのだから、如何なる制度であっ

てもその目的自体が許されない。

他のクラスの生徒のいじめまで隠

蔽するためであることも明らかで

ある。絶対に許されない。その旨

を明記すべきである。 

 Ｃ 
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１９  18頁において、「学校として本件生

徒のサインに気付くことができな

かった。」とあるが、学校として本

件生徒のサインではなく、●●●

●●●を座視したのであるから、

サインではないし、気付くことが

できなかったのでもない。ゆえ

に、「学校として本件生徒の●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●。」に修正すべきである。 

 Ｃ 

１９  18頁において、「学校は、教育相談

部会を設置し、そのような話題に

ついても議論することができるよ

うにすべきである。」とあるが、教

育相談部会における議論は全部を

録音し、反訳するとともに、教育

相談部会関して取得・作成された

公文書は全て永年で保存し、個人

情報開示請求に対しては、全部開

示すべきである。その旨を明記す

べきである。 

 Ｃ 

１９  18頁において、「そのような教育相

談体制の整備を積極的に推進すべ

く、各学校に教育相談主任を置く

べきである。」とあるが、教育相談

体制の整備を積極的に推進するの

であれば、深刻ないじめの被害の

当事者であるとか、いじめの被害

の家族会や遺族会の役員であると

か、それらの立場の人たちから推

薦を受けた有識者を各学校に配置

することを明記すべきである。い

じめを隠蔽した教職員や隠蔽を助

言した有識者等を配置してはなら

ないことも明記すべきである。教

員が教育相談主任となるのであれ

ば、いじめ隠蔽主任になること

は、いじめやいじめ隠蔽の歴史か

らして明らかであるから、その旨

を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  18頁において、「このような担任教

諭の指導が、本件生徒に、進学の

 Ｄ 
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ために学校を休むことができない

と思い込ませ、いじめで苦しんだ

ときも、学校を休むという選択を

とれなくさせた可能性がある（調

査報告書62～63頁）。」とあるが、

●●●●●被害生徒に思い込ませ

たことに違いはないが、●●●●

●●●●●●●を明確にするため

に、「このように担任教諭が本件生

徒を●●●●●●●●●●●●●

●●、本件生徒に、進学のために

学校を休むことができないと思い

込ませ、いじめで苦しんだとき

も、学校を休むという選択をとれ

なくさせた（調査報告書62～63

頁）。」に修正すべきである。 

１９  20頁において、「教頭及び校長は、

当該指導が行われた事実について

は認識していなかった。」とある

が、●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

に過ぎないのであり、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●のであるから、「●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●ことのために、●

●●●●●●●。」に修正すべきで

ある。 

 Ｄ 

１９  20頁において、「担任教諭として

は、授業に遅刻してきた本件生徒

を含む3名の生徒を叱責しようとし

たにもかかわらず、そのうちの1名

のみが教室の前に来た場合、対処

に困ったことは想像に難くない。」

とあるが、誰が他に遅刻したかは

明らかであるし、教員である以前

に、年少者とりわけ子どもに対し

て垂範すべき立場の者であれば、

誰でも、そのような場合の●●●

●●●●●●●●。他の2人が教室

の前に来ないのであれば、教師の

 Ｃ 
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方から行けばいいのであるし、来

ない正当な理由の有無や内容の当

否を確認・判断したうえで、正当

な理由もなく来ないのであれば、

来なかったことも含めて叱らなけ

ればならないことなどは教員であ

れば誰しもわきまえているか、わ

きまえるべきことである。これ

を、対処に困ったことは想像に難

くないとするとは、教員を庇い立

てしていると言わざるを得ない。

絶対に許されない。この旨を明記

するとともに、この記載は削除す

べきである。 

１９ 経緯21 20頁において、「その場で呼び出し

に応じた本件生徒のみを叱責の対

象とすることは、不公平であっ

て、生徒指導として妥当でない。」

とあるが、単に生徒指導として妥

当でないとするのはあまりにも教

員を擁護した違法なものである。

明らかに●●●●●●●●●●

●、まさに●●●●●●●●●●

●●であり、●●●●である。「そ

の場で呼び出しに応じた本件生徒

のみを叱責の対象と」したという

のは、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●に他

ならないのみならず、●●●●●

に応じた●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●とさ

れたのに対して、●●●●●●●

と同じことをしたのに●●●●●

●●●●●●●●●●。これは、

●●●●●●●●●●●が●●●

●●●●●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●、

●、これは同じことではないのだ

という●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

ご意見を踏まえ，「生徒指導とし

て妥当でない。」を「不当な生徒

指導である。」と修正いたしまし

た。 

Ａ 
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●●●●であり、●●●●●いじ

めを●●●●●●●●●に他なら

ない。この点がこの行為の一番の

問題であるのに、本提言案は、そ

の表現を巧妙に回避していると言

わざるを得ない。 

１９  「その場で呼び出しに応じた本件

生徒のみを叱責の対象とすること

は、●●●●●●●●●●●●●

●●●、まさに●●●●●●●●

そのものであり、担任教諭は●●

●●●である。「その場で呼び出し

に応じた本件生徒のみを叱責の対

象としたというのは、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●に他ならないのみなら

ず、誠実に真摯に応じた●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●のに対して、

●●●●●●●と同じことをした

のに何の咎めも受けなかったとい

うことである。これは、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●、これは

同じことではないのだという●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●で

あり、●●●●●●●●●●●●

●●●●●に他ならない。」に修正

すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯22 21頁において、「いじめ行為を積極

的に否定する行動をとれるように

なることも期待できる。」とある

が、これでは、いじめはなかった

いう隠蔽をすることに積極的にな

ることと解釈されかねないから、

否定ではなく、やめさせたり謝罪

させたりするという表現に修正す

べきである。 

ご意見を踏まえ，「いじめ行為を

積極的に否定する行動」を「い

じめ行為を積極的にやめさせた

りするなどの行動」と修正いた

しました。 

Ａ 
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１９ 経緯22 21頁において、「そして、そのため

には、教員が生徒との間で教員が

信頼関係を構築されていなければ

ならなかった。」とあるが、国語と

して破綻しており、文意が不明で

あるから日本語として機能するよ

うに修正すべきである。 

ご意見を踏まえ，「教員が生徒と

の間で教員が信頼関係が構築さ

れていなければならなかった」

を「教員が生徒との間で信頼関

係を構築していなければならな

かった。」と修正いたしました。 

Ａ 

１９  21頁において、「校長・教頭を含む

他の教員は、そのような状況であ

ることに鑑み、普段から、生徒の

悩みを聴き取れるシステムを充実

させ、生徒との間で信頼関係を構

築していくことが必要だった。」と

あるが、そのシステムとされるも

のがいじめ隠蔽に利用されること

がないようにするために、そのシ

ステムとされるものをいじめ隠蔽

に利用した者を処罰することを明

記すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯22 21頁において、「教職員の中ではベ

テランとみなされる立場上、他の

教員に相談しにくい状況にあり、

結果として有効な指導方法がわか

らないまま一人で抱えていたとも

考えられる。」とあるが、何重にも

間違っている。ベテラン云々につ

いては上述のとおりであるが、担

任教員は、有効な指導方法がわか

らないまま一人で抱えていたので

はなく、●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●ので

あり、学校・教育委員会が一体と

なっていじめを推進し、いじめを

隠蔽したのであるから、いわゆる

トカゲのしっぽ切りをすることは

絶対にあってはならない。学校・

教育委員会の隠蔽体質を根底から

覆すことが不可欠である。その旨

を明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「教職員の中で

はベテランとみなされる立場

上，」を「その立場上」と修正い

たしました。 

Ａ 

１９  21頁において、「また、担任教諭に

指導方法についての知識が不足し

ていたことが考えられる。すなわ

 Ｄ 
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ち、生徒が指示に応じないという

指導困難なケースにおいて、取り

得る手段を思いつかなければ、と

りあえず前に出てきた本件生徒の

みを叱責するという対応を取らざ

るを得なかったとも考えられる

（同時に、そのような指導を受け

た一部の生徒に強い不公平感が生

じることについての認識も欠如し

ていた可能性もある）。」とある

が、上述のとおり、担任教員は、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●のであるから、知識が不

足していただの、認識も欠如して

いただのといったことではなく、

●●●●●●●●●●●●●●●

●。担任教員に、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●このような悲劇には至ら

なかったのである。その旨を明記

すべきである。 

１９  21頁において、「担任教諭が、反抗

的なAやFに対して粘り強く指導し

なかったのは、度重なる指導によ

っても効果が見えないことへの無

力感を持っていたという可能性も

考えられる。このような心理に陥

る場合、かえって従順な生徒に対

しては強く叱責することもありう

る。実際に、調査報告書12頁は、

担任教諭には、問題行動に及ぶ生

徒を「放置したり、無視したりす

る一方で、日頃ルールを遵守する

生徒には厳しく指導する傾向が見

られた」と認定している。」とある

が、本提言案は、ここでも、●●

教員を執拗に擁護している。この

提言は、教職員を庇い立て、●●

●●●●●●●●●●●。●●教

員が持っていたのは、無力感では

なく、●●●●●●●●である。

●●●●●●●●●●●でもある
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から、●●・●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●・●

●●●●●●●●●●●から、簡

単に●●●●●●●●●●●●●

●●●●●からである。担任教員

を被害者であるとする記載は一切

承服できない。担任教員は●●●

●、●●●である。ゆえに、「担任

教諭は反抗的なAやFに対して何ら

本件生徒にしたような指導をしな

かったのは、●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●ため

であった。●●教員が持っていた

のは、無力感ではなく、●●●●

●●●●である。●●●●●●●

●●●●でもあるから、●●・●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●・●●●●●●●●

●●●●から、簡単にいじめを揉

み消してくれると考えていたから

である。」に修正すべきである。ま

た、被害生徒は、本来であれば学

校から避難しているべきであるの

に学校や家庭ひいては日本社会に

よって学校に行かなければならな

いと思い込まされてしまっていな

がらもいじめ被害によって遅刻せ

ざるを得なかったのであるから、

いじめの被害者がいじめに対処す

る正当な行動を「●●●●」と処

断し、●●●●●を「●●●●●

●●●●」を認定することは絶対

に許されない。本提言案は、どこ

まで●●●●●●●●●●●●気

が済むのか知れない。謝罪すべき

である。 

１９  22頁において、「具体的な再発防止

策を検討するにあたっては、本件
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生徒がおかれたそのような状況を

前提に考えなければならない。」と

あるが、前提が根本的に誤ってい

る。前提とすべきは、●●●●●

が学校・教育委員会による●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●。学校・教育委員

会は、保身のためであれば、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●のであり、法を捻じ曲げ、平気

で嘘を吐き、●●●●●●●に

し、●●●●●●●にするのであ

る。学校・教育委員会は、存在そ

のものが害悪であり、学校・教育

委員会に対しては徹底した性悪説

を採用すべきである。それを前提

にすることを明記すべきである。 

１９  22頁において、「以上から、今後同

様の不公平な指導が行われないよ

うにするためには、①数名を指導

しようとしたにも関わらず、一部

の生徒しか指示に応じないという

指導困難なケースが生じた場合、

具体的な対応方法について教員間

で協議する体制があること、②さ

らに、本件のような、一部の生徒

のみを叱責するという不公平な指

導を行った場合にどのような影響

があるのかについて各教員が研修

などで知識をつけることが必要で

ある。」とあるが、その体制が、い

じめの効率化やいじめ隠蔽の技能

の伝達等に利用されることを禁止

するとともに、その体制をいじめ

の効率化やいじめ隠蔽の技能の伝

達等に利用した者を厳罰に処すこ

とを明記すべきである。また、こ

こでも研修という言葉が出てきた

が、研修の講師は、深刻ないじめ

の被害の当事者であるとか、いじ

めの被害の家族会や遺族会の役員

であるとか、それらの立場の人た
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ちから推薦を受けた有識者にする

ことを明記すべきである。いじめ

を隠蔽した教職員や隠蔽を助言し

た有識者等を講師にしてはならな

いことも明記すべきである。 

１９  22頁において、「その際、単に、抽

象的に上記のような内容を周知す

るのみでは、教員が実際に教室に

おいてすぐに当該教訓を生かすこ

とは困難である。そのため、研修

においては、本件の具体的な事実

経過及び不公平な指導が本件生徒

やクラスに与えた影響について、

調査報告書を活用して周知すると

ともに、具体的にどのような指導

があり得るのか（例えばその場で

は叱責せず、後で別の場所に来る

ように指示した上で、別の教員が

対応する等）、教員間で協議し、情

報を共有することが重要である。」

とあるが、その協議の場が上述の

ような場に堕したのであれば、い

じめ、いじめの助長、いじめの隠

蔽めために教員にとり極めて有効

な場にならざるを得ない。数々の

いじめ自殺事件の経験からして

も、そのような場に堕し、如何に

して●●●●●●、いじめをエス

カレートさせるか、いじめを隠蔽

するかの技能が発展する場に堕す

ることは日に見えている。まして

や、「調査報告書を活用して周知す

る」とあるが、これこそ、どうす

れば隠蔽できたかを知る絶好の機

会になってしまうであろう。それ

らを防止するためにも、全ての機

会における、深刻ないじめの被害

経験者の講師としての参加は必須

である。その旨を明記すべきであ

る。また、子どもの権利条約委員

会による国連勧告のうちいじめに

係る部分も研修に用いるべきであ
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る。 

１９  22頁において、「本件においては、

担任教諭は、他の教員と相談する

ことに心理的抵抗があった可能性

もあり、また、逆に、他の教員

は、担任教諭から情報がもたらさ

れない限り、指導の問題性につい

て認識することは困難であったと

考えられる。」とあるが、上述のと

おり、教員が●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●、過

失であるかのような表現をするこ

とは●●教員を庇い立てることに

他ならず、到底、再発防止策とは

言えない。他の教員と相談するこ

とに心理的抵抗があった可能性を

云々する以前に、●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、あなたのし

ていることはいじめであるだと

か、いじめを隠蔽してはならない

だとかを指摘しあうことは絶対に

ない。この箇所に限らず、本提言

案は、教員を擁護するために書か

れたものであり、このような御身

大事の提言は許されない。全て書

き直さなければならない。 

 Ｃ 

１９  22頁において、「教員が他の教員の

指導について常に確認するような

体制を整備するようなことは現実

的でなく、教職員からの不適切な

指導を含め、生徒が困っている状

況を把握するシステムが必要であ

る。そのため、課題②－再発防止

策4で提案した改善したアンケート

等の活用により生徒が困っている

ことについて教員が積極的に情報

を得るとともに、当該情報を共有

するための会議体（教育相談部会

等）及び教育相談主任を設置する

等、生徒の困りごとに対して組織

的に対応できるように教育相談部

 Ｃ 
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会システムを構築すべきである。」

とあるが、いじめやいじめ隠蔽を

撲滅するうえで、現実的かどうか

で判断してはならない。なぜな

ら、そもそも、学校・教育委員会

がいじめやいじめ隠蔽をしなくな

ること自体が非現実的だからであ

る。学校・教育委員会がいじめや

いじめ隠蔽をしなくなったら、そ

れはもはや学校・教育委員会とは

言わないのである。現実に、深刻

ないじめや徹底したいじめ隠蔽が

惹起されているのであるから、そ

の再発防止をするに当たって、今

の状況に照らして現実的ではない

という理由で再発防止策として排

除してはならない。適切な対処は

どれも現実的ではないとされてき

たからこそ、このような悲劇が惹

き起こされたのである。それで

も、現実的ではないとするのであ

れば、今の状況に照らして現実的

ではないとされるものを現実的に

するための状況を整えるために変

革すべきであり、その変革のため

の提言が本提言案である。その旨

を明記すべきである。教員が他の

教員の指導について常に確認する

ような体制を整備するのではな

く、深刻ないじめの被害経験者及

び市民による全面的な監視を行え

るように制度を整備する、ことを

明記すべきである。また、ここで

も、システムという言葉が出てき

たが、そのシステムの場が上述の

ような場に堕したのであれば、い

じめ、いじめの助長、いじめの隠

蔽のために教員にとり極めて有効

な場にならざるを得ない。数々の

いじめ自殺事件の経験からして

も、そのような場に堕し、如何に

して●●●●●●、いじめをエス
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カレートさせるか、いじめを隠蔽

するかの技能が発展する場に堕す

ることは目に見えている。それら

を防止するためにも、全てのシス

テムにおける、深刻ないじめの被

害経験者の参加は必須である。そ

の旨を明記すべきである。 

１９  23頁において、「担任教諭は、7月

中旬の席替えにおいて、本件生徒

の席を、最後列窓側の、問題行動

が見られたEの隣の席に配置し、本

件生徒にEへの指導を補完する役割

を担わせていた。また、10月中旬

の席替え（本件席替え）において

も、やはり本件生徒の席をEの隣に

配置した。本件席替えにより、本

件生徒に対するいじめが助長され

ることとなった。担任教諭は、本

件生徒に対し、何らかの配慮をす

るということはなかった。」とある

が、明らかに●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、まさに●

●●●●●●●●●●●であり、

●●●●である。教員がいじめ被

害生徒●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●ということをして

いる状況では、いじめ被害生徒●

●●●●●●●●●●●というの

は、●●●●●●●●●指導する

こともできないし、教師がそのよ

うな場合に●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●のであ

るから、●●●●●●●●●●●

●●ようにとの役割を課す行為

は、●●●●●●●●●●●●●

●●●●、また、本件被害生徒●

●●●●●●●●●●●●●、●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●のであるから、これは、●●●

●●●●●である。そして、生徒

によるいじめの被害者を●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●に他ならないの

みならず、表面上は、本件生徒を

●●●●●●●●●●●●●●●

●、その実、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●、●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●、●●●●●、●●であ

る。そして、●●教員は、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●、しか

も、それが後で指摘されても、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、それと同

時に、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

という●●教員の●●●●、●●

●●●●●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●であり、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●。この点がこの行為の

一番の問題であるのに、本提言案

は、その表現を巧妙に回避してい

ると言わざるを得ない。ゆえに、

「明らかに●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、まさに●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●いじめ被害生徒●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●をしている状況では、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●というのは、●●●●●●●●

●●●●●●●もできないし、●

●●そのような場合に●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●のであるから、●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

●●●●●であり、また、本件被

害生徒●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●されるのであるから、これ

は、●●●●●●●●である。そ

して、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●のみならず、表面上は、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●、その実、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●であるから、

●●●●●であり、●●であり、

●●である。そして、●●教員

は、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、しかも、それが後で指摘され

ても、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●、

それと同時に（●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●という●●教員の●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●。」に修正すべ

きである。 

１９ 経緯24 23頁において、「担任教諭が行った

席替えについては、クラス運営上

直ちに問題であるとは言えないか

もしれないが、問題行動を起こす

生徒の近くの席となった生徒に

は、生徒間トラブルに巻き込まれ

ご意見を踏まえ，「クラス運営上

直ちに問題であるとは言えない

かもしれないが，」を削除いたし

ました。 

Ａ 
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たり、学習に集中できる環境に弊

害が生じたりといったことで多か

れ少なかれ心理的負担が生じうる

ことは想像に難くない。」とある

が、これもまた、極めて残忍な表

現であり、本提言案が、●●教員

の擁護を裏の目的としていること

の証左である。担任教諭が行った

席替えについては、●●●●●●

●●●●●●●●。 

さらには、「問題行動を起こす生徒

の近くの席となった生徒には、生

徒間トラブルに巻き込まれたり、

学習に集中できる環境に弊害が生

じたりといったことで多かれ少な

かれ心理的負担が生じうることは

想像に難くない。」としているの

に、「担任教諭が行った席替えにつ

いては、クラス運営上直ちに問題

であるとは言えないかもしれな

い」というのは、明らかに矛盾し

ている。「問題行動を起こす生徒の

近くの席となった生徒には、生徒

間トラブルに巻き込まれたり、学

習に集中できる環境に弊害が生じ

たりといったことで多かれ少なか

れ心理的負担が生じうることは想

像に難くない」のであれば、「担任

教諭が行った席替えについては、

●●●●●●●●●●●●●●」

ことになる。このように、●●教

員を徹底的に擁護しいじめを隠蔽

し、いじめの隠蔽をさらに隠蔽す

る本提言案は、全部撤回すべきで

ある。 

１９  23頁において、「担任教諭として

は、問題行動を起こす生徒の周囲

の席に配置した生徒について経過

や様子の変化を注意深く見守り、

異変があったときには直ちに話を

聞くなど、きめ細やかな配慮をす

るべきであった」とあるが、●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●●●●●いじめ

の被害生徒の席にするというの

は、●●●●●●●●そのもので

あり、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●。●

●教員は、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●という●●

●●●●●●●のである。そもそ

も、席替え以前に、●●●●●対

しては●●●●●●●にすべきで

ある。その旨を明記すべきであ

る。 

１９ 経緯24 23頁において、「本件席替えにおい

ては、本件生徒らは最終学年で翌

年には受験も控えていたことを考

えると、一人の生徒に負担が集中

することが継続するような配置決

めはできる限り回避すべきであっ

たと言え、Eの隣には、別の生徒を

配置すべきであった。仮に、やむ

を得ない事情から本件生徒をEの隣

に配置したとしても、前述のとお

り、当該生徒の経過観察、周囲の

関係性へのきめ細やかな配慮は引

き続き必要である。」とあるが、上

述のとおり、そもそも、席替え以

前に、●●●●に対しては●●●

●の処分にすべきである。そし

て、何よりも、いじめを撲滅する

ためには、いじめの被害者の席を

●●●●●●●の席の近くにする

「やむを得ない事情」など存在し

ない。その旨を明記すべきであ

る。 

本件においては特に「やむを得

ない事情」については特に認め

られていないことから，ご意見

を踏まえ，「仮に，やむを得ない

事情から本件生徒をＥの隣に配

置したとしても，前述のとお

り，当該生徒の経過観察，周囲

の関係性へのきめ細やかな配慮

は引き続き必要である。」を削除

いたしました。 

Ａ 

１９ 経緯24 23頁において、「担任教諭が本件生

徒に対して気を配ることができて

いない場合には、他の教員が、席

の配置等にも十分気を配って、本

件生徒に対して話しかける等、き

め細やかに見るべきであった。」と

あるが、●●●●●●●●●●、

学校・教育委員会が一丸となって

ご意見を踏まえ，「きめ細やかに

見る」を「きめ細やかに対応す

る」と修正いたしました。 

Ａ 
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いじめといじめ隠蔽をする以上、

気を配るというのは、いじめやい

じめ隠徹ができているかを注視す

ることを意味する。また、きめ細

かに見るというのは、様子を見る

ということであるから、いじめの

放置、助長をするといういじめ行

為に他ならない。その旨を明記す

べきである。 

１９  23頁において、「上記のような対応

がされなかった理由として、担任

教諭は、Eの問題行動を抑えること

に気を取られてしまい、本件生徒

に対する配慮に思いが至らなかっ

たことや、問題行動を起こす生徒

の周囲の席に、指導を補完する役

割の生徒を配置することのリスク

を十分認識していなかったことが

考えられる。」とあるが、担任教諭

は、●●●●●●●被害生徒●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●のであるから、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●ではないし、被害生徒

に対する●●●●●●●●●●●

●のではなく、●●●被害生徒●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●のである

し、●●●●●●●●●●、指導

を補完する役割の●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●周囲の席にすること

は、リスクの十分な認識の問題で

はなく、●●●●●●●●●●、

被害生徒●●●●●●●●●●●

●●●●●にほかならず、●●●

●●●●●●。本提言案は、●●

●●擁護に終始しており、到底認

められるものではない。ゆえに

「担任教諭は、●●●●●●●被

害生徒●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

被害生徒●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●の

であるし、●●●●●●●●●●

●、指導を補完する役割の●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●の周囲の席にす

ることは、●●●●●●●●●

●、被害生徒●●●●●●●●●

●●●●●●●にほかならず、●

●●●●●●●●。」に修正すべき

である。 

１９  23頁において、「担任教諭が、Eに

対する指導のあり方について他の

教員とも協議していれば、席の配

置決めに関しても、本件生徒に過

剰な負担がかからないように配慮

すベきという助言が得られた可能

性もあるが、担任教諭が一人で抱

え込んでおり、他の教員も、その

状況を見過ごしてしまったために

そのような助言は得られなかっ

た。」とあるが、本件事案は、担任

の●●教員1人の問題だけではな

く、学校・教育委員会が組織的に

いじめ及びいじめ隠蔽をした問題

であり、この箇所はその前提を欠

いている。「本件生徒に過剰な負担

がかからないように配慮すべきと

いう助言が得られた可能性もあ

る」だの、「担任教諭が一人で抱え

込んでおり、他の教員も、その状

況を見過ごしてしまった」などと

いう以前の問題として、本件生徒

を●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●のであるか

ら、提言案のような助言が得られ

ることはない。そのような、いじ

め被害者に寄り添う教員は存在し

ない。●●教員が●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、本件生徒に過剰な負担

という表現に些少化することは絶

対に許されない。それでは、過剰

ではない負担というものが存在す

ることになるし、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●は如

何なる程度であっても絶対に許さ

れない。「担任教諭が一人で抱え込

んでおり、」というのも、組織的な

いじめといじめ隠蔽が行われた以

上、到底、「担任教諭が一人で抱え

込んで」いたものではない。「他の

教員も、その状況を見過ごしてし

まった」というのも、組織的ない

じめといじめ隠蔽が行われた以

上、見過ごしたのではなく、●●

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●。その旨を明

記すべきである。 

１９  23頁から24頁において、「上述のと

おり、担任教諭に本件席替えの際

の配慮が欠けていた原因として、

担任教諭が座席配置が生徒に与え

る影響を十分に認識していなかっ

たことが考えられる。そのため、

このような事態の再発を防ぐため

には、本件事例を題材に、以下の

事項についての研修を実施し、問

題のある生徒の周囲にあえて特定

の生徒を配置することの是非につ

いて、十分に教員間で議論し、そ

のリスクやあり方についての見識

を深めるべきである。 

・問題行動のある生徒の隣に生徒

を配置する場合のリスク 

・その場合の具体的なサポート方

法（担任教諭としての注意事項、

担任教諭以外の教員としての注意

事項）」とあるが、上述のとおり、

担任教諭に本件席替えの際の配慮

が欠けていたのではなく、担任教

 Ｄ 
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諭が座席配置が生徒に与える影響

を十分に認識していなかったので

もなく、●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●の

であり、担任教諭は座席配置が生

徒に与える影響を●●●●●●●

●●●●●●●●のである。その

旨を明記すべきである。また、こ

こでも研修とあるが、研修の講師

は、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者にすることを明記すべ

きである。いじめを隠蔽した教職

員や隠蔽を助言した有識者等を講

師にしてはならないことも明記す

べきである。そして、非常に問題

がある提言案であるが、問題のあ

る生徒の周囲にあえて特定の生徒

を配置することの是非について

は、そんなこと絶対に行なってい

ないことは明らかであるから、そ

の是非について十分に教員間で議

論するだとかいう問題ではない。

●●●●●●●●の周囲にあえて

いじめの被害生徒を近寄らせるこ

とがあってもよいという記載であ

る。そんなことは絶対に許されな

い。そのリスクやあり方について

の見識を深めるべきであるなどと

いうのは、極めて残忍である。全

面的に撤回すべきである。 

１９ 経緯25 24頁において、「他の本件生徒に関

わっていた教員」とあるが、本件

生徒が複数いるかのような表現に

なっていることから、「本件生徒に

関わっていた他の教員」に修正す

べきである。 

ご意見を踏まえ，「他の本件生徒

に関わっていた教員」を「，本

件生徒に関わっていた他の教

員」と修正いたしました。 

Ａ 

１９  24頁において、「担任教諭や他の本

件生徒に関わっていた教員は、Eの

横に配置された本件生徒の負担を

 Ｄ 
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十分に考えるべきだった。」とある

が、担任教諭や本件生徒に関わっ

ていた他の教員すなわち●●教員

は、座席配置が生徒に与える影響

を●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●。その旨を明記すべきであ

る。 

１９  24頁において、「誰か他の教員が本

件生徒の異変に気付き、教員同士

でその相談をすることができれ

ば、本件生徒が受けている苦痛の

原因を解明することができた可能

性がある。」とあるが、本提言案

は、ここでも、●●教員らを擁護

していると言わざるを得ない。担

任教諭や本件生徒に関わっていた

他の教員すなわち●●教員は、本

件生徒の●●●●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●。

ゆえに、学校・教育委員会の本質

を変革しない限り、いじめといじ

め隠蔽の再発防止をすることなど

できない。その旨を明記すべきで

ある。 

 Ｄ 

１９  24頁において、「課題⑥－再発防止

策2と同様に、課題⑦の再発防止の

ためにも、生徒の困りごとに対し

て組織的に対応できるように教育

相談部会システムを構築すべきで

ある。」とあるが、課題⑥－再発防

止策2について述べたことと同様で

ある。 

 Ｃ 

１９  24頁において、「2学期になって、  Ｄ 
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本件生徒の個別アルバムに、A及び

Hから、本件生徒に対する誹謗中傷

の書き込みがなされているとこ

ろ、個別アルバムは書き込みがな

された後、教員によって一旦回収

されることになっていた。したが

って、担任教諭が書き込みの内容

を確認していれば、本件生徒に対

する書き込みについても認識する

ことができたはずであるが、担任

教諭は書き込みの内容に気づくこ

とができなかった。」とあるが、担

任教師が本件生徒の個別アルバム

に●●●●から被害生徒に対する

誹謗中傷の書き込みがあることを

●●●●●●●●●のであるが、

これを気付くことができなかった

とするのは、●●教員を庇い立て

する行為に他ならない。その旨を

明記すべきである。 

１９  24頁において、「本件生徒が自死し

た後も、担任教諭は個別アルバム

の存在を教頭・校長等の管理職に

も報告せず、保有していた。そし

て、平成28年3月に行われた卒業式

において、各生徒及び保護者が回

収することができるように、卒業

式の会場の後方で全生徒の個別ア

ルバムを陳列したことから、本件

生徒の両親が個別アルバムの存在

を知るに至った。」とあるが、これ

こそ、上述で懸念すべきとしたも

のである。教員間の情報共有によ

り、いじめの隠蔽の技能が伝達さ

れ巧妙ないじめ手段が助言される

などしていたら、本件生徒に対す

る誹謗中傷の書き込みが●●●●

●●●●●●個別アルバムを被害

生徒の両親が知ることはなかった

のであり、学校・教育委員会によ

る隠蔽は完成されていた。このよ

うな隠蔽ミスを防ぐために、本提

 Ｃ 
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言案が作られたと言わざるを得な

い。担任教師が、被害生徒●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、「本件生徒が自死した後も、担

任教諭は個別アルバムの存在を教

頭・校長等の管理職にも報告せ

ず、保有していた。」●●●●●●

●●●●●、教員間の情報共有に

より、いじめの隠蔽の技能が伝達

され巧妙ないじめ手段が助言され

るなどしていたら、●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●。

その旨を謝罪するとともに、教員

間の情報共有により、いじめの隠

蔽の技能が伝達され巧妙ないじめ

手段が助言されるなどしようとし

ていることを全面撤回すべきであ

る。 

１９  24頁において、「「くさや」と呼ば

れても、苦笑いなどをしてその場

をやり過ごそうとしている本件生

徒」とあるが、これでは、被害生

徒があまり「くさや」と呼ばれた

ことを苦痛に感じていないという

ことにしていじめを隠蔽している

と言わざるを得ない。このよう

な、●●●の●●●●●●、いじ

めを隠蔽する記載は、絶対にして

はならない。 

 Ｃ 

１９  24頁において「「くさや」と呼ばれ

ても、苦笑いなどをしてその場を

やり過ごそうとしている本件生徒

を見た周囲の生徒は、本件生徒の

ことをかわいそうだと思いながら

も、Aらに対して、そういう呼び方

は良くないと注意して止めさせる

ことはしなかった。」とあるが、

「「くさや」と呼ばれても、苦笑い

などをしてその場をやり過ごそう

としている本件生徒を見た周囲の

 Ｃ 
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生徒」という時点で、それら生徒

は、本件生徒がいじめの危害を被

っているの●●●●●●●●傍観

者という●●●であるから、これ

ら●●●●●庇い立てる記載は、

いじめといじめ隠蔽を撲滅すると

いう本提言の目的に照らしても、

絶対にしてはならない。 

１９  25頁において、「担任教諭として

は、個別アルバムは長期的に残る

ものである以上、個別アルバムを

回収した際に、本件生徒のアルバ

ムの内容を確認し、本件生徒の人

格を誹謗中傷する書込みに気づ

き、A、Hに対してそのような人を

傷つける言葉を書かないように指

導すべきであった。」とあるが、●

●教員は、本件生徒のアルバムに

被害生徒の人格を誹謗中傷する書

込みがあることを●●●●●●●

●●●●、気付くべきであったの

ではなく、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●対し

て、そのような、人の●●●●●

●●●●を書かないように指導す

べきであったのである。その旨を

明記すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯26 25頁において、「担任教諭や本件生

徒と同じ学年の他のクラスの担任

は、遅くとも本件生徒が自死した

時点で、個別アルバムの内容を確

認し、その存在及び内容を教頭・

校長等の管理職にも報告すべきで

あった。」とあるが、その時点でも

遅きに失したと言わざるを得な

い。提言案は、本件いじめ自殺の

事案よりも早い段階で個別アルバ

ムの存在及び内容を教頭・校長等

の管理職に報告すべきであったと

して、巧妙な表現で●●教員の●

●●●●●●を擁護しているが、

どんなに遅くとも、●●教員は、

ご意見を踏まえ，「教頭・校長等

の管理職にも報告すべきであっ

た。」を「教頭・校長等の管理職

に報告すべきであった。」と修正

いたしました。 

Ａ 
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被害生徒の個別アルバムを回収し

た時点で、本件生徒の個別アルバ

ムに被害生徒の人格を誹謗中傷す

る書込みがあることを教頭・校長

等の管理職に報告すべきであった

のである。そして、「教頭・校長等

の管理職にも報告すべきであっ

た。」の「も」とあるが、これで

は、●●教員が本件生徒の自死し

た時点で、本件生徒の個別アルバ

ムに被害生徒の人格を誹謗中傷す

る書込みがあることを教頭・校長

等の管理職ではない者には報告し

ていたことになる。被害生徒の両

親にさえ報告していなかったので

あるから、この記載は、非常に不

可解な記載であり、組織的な隠蔽

を示唆するものである。その旨を

明記すべきである。 

１９  25頁において、「「くさや」発言、

耳打ち及び口パク仲間外しについ

ては、クラスの水面下で行われた

いじめであり、教員が覚知するの

は困難であったと考えられる一方

で、本件生徒の周囲にいた生徒は

認識しえたと考えられる。」とある

が、ここにきて、本提言案は、●

●教師を擁護するために、本件生

徒の周囲にいた生徒にあたる傍観

者という●●●を切り捨てている

が、●●教師も、本件生徒の周囲

にいた生徒にあたる傍観者という

●●●も、ともに、●●●であ

り、また、同頁の1行目から5行目

までに「本件席替えの後、A及びF

がHと一緒になって、本件生徒を椰

楡するような行動を毎日のように

とるようになった。例えば、本件

生徒に対してわざと視線を送りな

がら本件生徒がEと仲良くし合って

いることを耳打ちしたり、声に出

さずに視線や口パクで本件生徒の

 Ｃ 
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ことを非難したりするよう・な態

度をとった。このような仕草は授

業中にも見られていた。」とある以

上、担任教師を含む●●教師は、

本件生徒の周囲にいた生徒にあた

る傍観者という●●●と同様に、

覚知し、認識していたのである。

本提言案は、教員を教員ではない

●●●（傍観者の生徒）に●●●

●●●●●●●●●●がゆえに、

本件生徒の周囲にいた生徒にあた

る傍観者という●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●ように言

うが、そのようなことはない。●

●●全員がそれぞれに責任をとる

べきであり、傍観者という●●●

●は、傍観者ではない●●●●よ

りも責任は軽いが、●●教員は、

傍観者という●●●●●●●●●

●●●。その旨を明記すべきであ

る。 

１９  25頁において、「そのため、周囲の

生徒が教員に対し、本件生徒がい

じめを受けていることを相談して

いれば、担任教諭や他の教員もい

じめを認識し、対応できたと考え

られる。」とあるが、上述のとお

り、●●教員も周囲の生徒と同様

に●●●●●●●●●●のである

から、前提からして誤っている。

●●教員の庇い立ては、ここまで

徹底して行われているが、決して

行われるべきではない。 

 Ｄ 

１９ 経緯26 25頁において、「担任教諭が個別ア

ルバムを確認しなかったことが、

当該書込みに気付けなかった直接

的な原因である。しかし、担任教

諭が生徒問トラブルに何ら問題意

識を有していなければ、個別アル

バムを回収するごとに生徒間のメ

ッセージを全て確認しようと思わ

ないと考えられる。この点、担任

ご意見を踏まえ，「生徒間トラブ

ル」を「いじめ」と修正いたし

ました。 

Ａ 
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教諭は、携帯持ち込み事件（調査

報告書13頁参照）以降、本件生徒

とAらとの関係性の変化を見極める

ことに失敗していた。それゆえ、

本件生徒が所属するグループ内で

いじめが発生する可能性に思いが

至らなかったと考えらえられる。

また、そもそも、個別アルバムを

通じて生徒ごとの人間関係等の把

握をしようという認識がなかった

可能性がある。」とあるが、担当教

員が被害生徒の個別アルバムの●

●●●の記載を●●●●●●●は

上述のとおりであるし、●●●●

「●●●●●●●」●●●●●●

些少化することは、いじめ防止対

策推進法の趣旨にも違反するし、

再発防止という本提言の目的にも

反する。一般に、学校・教育委員

会は、いじめ被害者がいじめ被害

を訴えると我が儘や勘違いや精神

障害や理不尽なクレームだとの扱

いをして、いじめを隠蔽するが、

本提言案の起案者もその例外では

ないということである。全面的に

撤回すべきである。●●教員は、

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●●●●から、

いじめに問題意識など有するはず

がない。学校・教育委員会の教職

員には、いじめに対する問題意識

を有するべきではあるが、現在の

取手市を含めて全国的にいじめや

いじめ隠蔽が隠蔽されている惨状

に鑑みても、いじめに対する間題

意識を有することを前提とすべき

ではなく、学校・教育委員会の教

職員が法や事実を捻じ曲げあらゆ

る手段を用いて徹底的にいじめを

隠蔽してくるものとの前提に立っ

て、いじめといじめ隠蔽の問題に

対処すべきである。前提を見誤っ
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てはならない。いじめの隠蔽に長

けるということは、当然に、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、実際、●●教員は、

関係性の変化を●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●が

できていたのである。●●●●●

●●●●●●●●のであるから、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●というのも誤りであ

る。これでは、この時点ではまだ

●●●●●●●●●●●●●にな

ってしまい、本提言案もまたいじ

めを隠蔽したものとなっている。

いじめの定義を極めて限定的に解

釈した違法があるから、当然に謝

罪すべきである。●●教員は、い

じめが発生する可能性に思いが至

らなかったのではなく、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

ことは上述のとおりである。いじ

め防止対策推進法に基づいて、教

員は、いじめの防止やいじめの解

消に全力を挙げなければならない

のであるから、いじめの認識の有

無にかかわらず、個別アルバムを

回収するごとに生徒間のメッセー

ジを全て確認しなければならない

し、本件では、●●●●●●●●

●●●●●ものであり、なおのこ

と確認しなければならないうえ

に、●●教員は、被害生徒の個別

アルバムの●●●●の記述を●●

●●●●、それを●●●●●●●

●●●●●●●のであるから、個

別アルバムを通じて生徒ごとの人

間関係等の把握をしようという認

識がなかったのではなく、個別ア

ルバムを通じて生徒ごとの人間関

係等の把握を●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●。その旨
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を明記すべきである。 

１９  25頁において、「本件生徒の周囲の

生徒が、いじめを目撃し、それを

教員に相談できなかったことにつ

いては、複数の原因が考えられ

る。」とあるが、傍観者という●●

●は傍観以外のいじめ（傍観対象

のいじめ）を教員に相談していた

のであるから、この記載は、傍観

者という●●●全員が傍観以外の

いじめ（傍観対象のいじめ）を教

員に相談しなかったとするもので

あり、●●教員による●●●●●

●●●●●●●●に他ならない。

撤回すべきである。 

 Ｃ 

１９  25頁において、「まず、いじめを目

撃した生徒としては、それにどの

ように対処して良いか分からず、

見て見ぬふりをしたという可能性

が考えられる。」とあるが、「いじ

めを目撃した生徒」という表現

は、第三者の生徒であるとの表現

であり、傍観という●●●●●●

●●●●以上、「傍観者という●●

●●」に修正すべきである。「どの

ように対処して良いか分からず」

というのは、まるで傍観者という

●●●が被害者や第三者であるか

のように記載されているものであ

るが、傍観者という●●●は、傍

観以外のいじめ（傍観対象のいじ

め）について、傍観という●●●

●でいじめを隠蔽するという●●

●●をしたのであるから、対処法

がわからず見て見ぬふりをしたと

いう可能性はない。その旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 

１９  25頁から26頁において、「仮に対処

方法が分かったとしても、正義感

に従い、行動を起こすことで、自

分が次のいじめのターゲットとな

る等、何らかの不利益を恐れて見

 Ｄ 
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て見ぬふりをしたという可能性も

考えられる。」とあるが、そんなこ

とを言ったら、いじめの傍観者で

はない●●●が複数人だった場合

に、傍観者ではない●●●につい

てもそれが言えてしまうのである

から、傍観者という●●●のみな

らず、傍観者ではない●●●まで

も、次は自分がいじめのターゲッ

トとなる等、何らかの不利益を恐

れていじめを継続したとして擁護

されてしまう。本提言案は、いじ

めが勃発したらいじめの被害者以

外は●●●●●であるとの常識が

通用していない。いじめの●●●

に、正義感などそもそも存在しな

い。言い換えれば、いじめをする

ことが正義だというのがいじめの

●●●の正義感であり、いじめを

し、いじめを助長し、いじめを隠

蔽することが正義だというのが学

校・教育委員会の正義である。傍

観者という●●●は、傍観者では

ない●●●が傍観以外のいじめ

（傍観対象のいじめ）をすること

で●●●●●●、●●・●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、何らかの不利益を恐れて見

て見ぬふりをしたという可能性な

ど最初から存在しない。 

１９  26頁において、「担任教諭が、生徒

たちとの信頼関係を形成すること

ができず（調査報告書59頁）、AやF

に有効な指導をなし得ないことを

頻繁に目の当たりにする（調査報

告書63頁）状況下では、他の生徒

がいじめを止めさせたいと思って

 Ｄ 
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も、担任教諭では解決できないと

考え、結局、見て見ぬふりをする

ことになったという可能性もあ

る。」とあるが、上述のとおり、い

じめを止めさせたいと思う他の生

徒など、ドラマや小説の中にだけ

かろうじて登場することがあるに

とどまり、現実には、存在しな

い。●●●●●●●●●●●●●

●、●●教員が●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●。そのような●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●のである。その旨を明記

すべきである。 

１９  26頁において、「本件で、仮に担任

教諭等が、本件生徒とAらの関係性

に問題があることを認識していた

場合、個別アルバムの内容にいじ

めが疑われる不適切な記述等がな

いかを確認しておくべきであった

ことは言うまでもない。」とある

が、学校・教育委員会は、文言の

曖味さに付け込んで徹底的にいじ

めを隠蔽するのであるから、それ

を回避するために、担任教諭等の

等が何なのかを明確にすべきであ

る。●●教員たちは、仮にではな

く●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●のである

から、仮定の表現するのではな

く、断定の表現をすべきである。

その旨修正すべきである。 

 Ｃ 

１９ 経緯27 26頁において、「教員が特定の生徒

間トラブルを認識しない状態であ

ご意見を踏まえ，「潜在的な人間

関係のトラブルにより」を「い

Ａ 
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っても、生徒間でメッセージをや

りとりする本件の個別アルバムの

ような場面においては、潜在的な

人間関係のトラブルによりに誹謗

中傷が書き込まれる抽象的な可能

性を認識・留意し、クラスの全生

徒の個別アルバムを回収して定期

的に記述内容を確認するよう努め

るべきである。いじめが疑われる

書き込みを発見したときは迅速な

指導が可能となるだけでなく教員

が内容を確認していることを生徒

も認識することで、悪口等が書き

込まれることを抑止する効果も期

待できる。」とあるが、「潜在的な

人間関係のトラブルによりに」と

は誤字であり（文意が破綻してい

るから訂正すべきである。上述の

とおり、いじめを「人間関係のト

ラブル」と言い換えて些少化する

ことは、いじめ防止対策推進法の

趣旨にも違反するし、再発防止と

いう本提言の目的にも反する。ク

ラスの全生徒の個別アルバムを回

収して定期的に記述内容を確認す

ることは、努めるべきなのではな

く、いじめといじめ隠蔽を撲滅す

るために必要不可欠である。ま

た、教員は、この確認を日々のル

ーティーンとして形骸化すること

があってはならないし、ましてや

いじめが行われていることを確認

していじめやいじめ助長やいじめ

隠蔽に利用することもあってはな

らない。個別アルバムやその他の

もの●●●●●●●記述がないと

しても、いじめがなかったという

ことにしてはならない。その旨を

明記すべきである。 

じめや人間関係のトラブルによ

り」と修正いたしました。 

１９  26頁において（「研修を通じて、各

教員に対し、本件事例を題材に、

本件事案における本件生徒とAの関

 Ｃ 
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係性の中で、このような態様での

いじめも存在する可能性について

も周知徹底すべきである。」とある

が、研修の講師は、深刻ないじめ

の被害の当事者であるとか、いじ

めの被害の家族会や遺族会の役員

であるとか、それらの立場の人た

ちから推薦を受けた有識者にする

ことを明記すべきである。いじめ

を隠蔽した教職員や隠蔽を助言し

た有識者等を講師にしてはならな

いことも明記すべきである。 

１９  26頁において、「なお、個別アルバ

ムは、各個別の生徒にメッセージ

が記載されているものであり、生

徒の人間関係等を把握する上でも

役立つものである。そのため、た

だ単にいじめを発見するという趣

旨のみならず、普段は見えにくい

生徒同士の人間関係を把握する上

でも、個別アルバムの確認は重要

である点にも留意しなければなら

ない。」とあるが、個別アルバムを

いじめやいじめ隠蔽を撲滅するた

めに使用することが生徒にも伝わ

ることで、●●●●●●●がいじ

めを隠蔽するために個別アルバム

上ではいじめを行わなかったりま

してやいじめの被害者と仲良く見

えるようにしたりすることにも留

意すべきであり、たとえ本当に個

別アルバム上ではいじめを行わな

かったりましてやいじめの被害者

と仲良く見えるようであったりし

たとしても、いじめがなかったと

いうことにしてはならない。その

旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  26頁において、「いじめに関わった

生徒、目撃した生徒のいずれにつ

いても、人権感覚を養うことで、

自身や他者の言動によっていじめ

による人権侵害が発生したり深刻

 Ｃ 
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化することを防ぎ、或いはそれに

対して適切な対応をとることがで

きるよう、学校で「いじめと人

権」をテーマに取り上げた教育を

継続的に実施することが重要であ

る。生徒は、いじめを人権の視点

から繰り返し学習することで、自

身や他者の日常生活における言動

について、いじめにあたらない

か、人権感覚からみて問題がない

かなどを自然と留意できるように

なり、いじめの予防や早期発見と

対応にもつながりやすくなる。ま

た、このような教育が日常的に繰

り返し行われることで、教員も、

生徒向けの授業の実践や聴講を通

じて、いじめや人権に対して高い

意識・感覚を習得し、或いは維持

することもあわせて期待できる。」

とあるが、いじめやいじめ隠蔽を

してはならないという教育は、生

徒に対してだけではなく、学校・

教育委員会の教職員、教育長、教

育委員などに対しても当然に行う

べきである。いずれを対象に教育

する場合であっても、講師は、深

刻ないじめの被害の当事者である

とか、いじめの被害の家族会や遺

族会の役員であるとか、それらの

立場の人たちから推薦を受けた有

識者にすることを明記すべきであ

る。いじめを隠蔽した教職員や隠

蔽を助言した有識者等を講師にし

てはならないことも明記すべきで

ある。また、人権教育としてだけ

ではなく、法教育や道徳教育とし

ても実施すべきである。この教育

がいじめやいじめの助長やいじめ

の隠蔽に利用されることがないよ

うに、この教育をいじめやいじめ

の助長やいじめの隠蔽に利用した

者を処罰すべきである。その旨を
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明記すべきである。 

１９  26頁から27頁において、「あわせ

て、いじめ予防授業では、いじめ

に該当する他者の行為を目の当た

りにした際の具体的な対応方法等

について知識を共有することも必

要である。実際にそのような場面

で行動を起こすには、行動を起こ

すタイミングと方法を知っている

必要があるため、①具体的に、ど

のような場面で行動を起こすべき

なのか、②具体的な行動の方法に

ついて授業で取り扱うべきであ

る。」とあるが、「いじめに該当す

る他者の行為を目の当たりにした

際の具体的な対応方法等について

知識を共有すること」がいじめや

いじめの助長やいじめの隠蔽に利

用されることがないように、その

共有をいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用した者を処罰す

べきである。その旨を明記すべき

である。 

 Ｃ 

１９  27頁において、「本件においては、

本件生徒は「「くさや」と呼ばれて

も、苦笑いなどをしてその場をや

り過ごそうとしてい」たのであ

り、本人の苦痛は十分に回りの生

徒も感知することができたはずで

ある（調査報告書18頁）。このよう

な他人の苦痛を敏感に感じ取り、

具体的に行動を起こしていくこと

を教えることこそが、まさに「人

権」感覚の涵養であり、いじめ予

防授業はこのような観点から組み

立てられるべきである。」とある

が、上述したとおり、いじめを受

けて泣き出したわけではなく苦笑

いをしていたことを以て、いじめ

を過小評価してはならない旨を明

記すべきである。 

 Ｃ 

１９  27頁において、「いじめ予防授業に  Ｃ 
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おいて行動方法について話をする

場合には、生徒がすぐに実践する

ことができるように、具体的な行

動を示すべきである。例えば、傍

観者の立場の生徒ができることと

して、①仲裁者、②通報者、③シ

ェルター、④スイッチャー、⑤支

援者等が考えられる1。例えば、H

の意図に気付いたGが、自らパーを

出すことで、本件生徒が仲間外れ

にされることはなかった行為、Iの

「そういうことを言われても絶対

に従わないから」と述べている

が、このようなG及びIの行為は、

まさに、それぞれ④スイッチャ

ー、⑤支援者の役割を果たしてい

ると言える。その他、友人が「く

さや」と呼ばれて苦痛を感じてい

る場合の対応、また、友人が耳打

ちや口パクをされていて苦痛を感

じている場合の対応について、具

体的にどのように対応すべきか議

論し、授業をすべきである。」とあ

るが、この記載は、いじめを全く

理解せずに書かれたものであると

言わざるを得ない。いじめの傍観

者以外の●●●は、本提言案①な

いし⑤に示された役割を●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●のである。本提言案①

ないし⑤に示された役割を傍観者

という●●●が行っても、傍観者

が●●●●●●●●●●●●●●

●。そして、本提言案①ないし⑤

に示された役割をいじめの傍観者

以外の●●●が行ったとしても、

●●●が●●●●●●●●●●●

●●●。その旨を明記すべきであ

る。 

１９  27頁において、「法律や心理などの  Ｃ 
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専門家を外部講師として活用し、

多様な視点からいじめと人権の問

題にアプローチすることが、有用

と考えられる。」とあるが、現在で

も、首長、地方公共団体ないし教

育委員会の顧問弁護士であるとか

スタールカウンセラーやスーパー

ヴァイザーは●●●●●●●●●

●●●●●●●●であるのに、法

律や心理などの専門家を外部講師

として活用してしまったら法律家

や心理職による法や心理を用いた

いじめ及びいじめ隠蔽が加速して

しまう。それを防ぐには、講師

は、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者にすべきである。いじ

めを隠蔽した法律家や心理職等を

講師にしてはならない。その旨を

明記すべきである。 

１９  28頁において、「教員は、必ずいじ

めについて伝えてくれた生徒を学

校として守ることをあらゆる機会

に生徒に伝えるとともに、それを

実行していくことで、生徒の信頼

を得ていくほかない。そのために

も、「先生は生徒の相談に親切に応

じている」「いじめなどを心配しな

いで安心して生活している」等の

項目のアンケートで継続的に調査

を行っていき、学級の雰囲気につ

いて常に注意していく必要があ

る。」とあるが、これにより、アン

ケートで教員について消極的、否

定的な回答をした生徒が●●教員

によって監視下に置かれ、内申書

や部活動や生徒指導等のあらゆる

場において不利益を被ることのな

いように、アンケートで教員につ

いて消極的、否定的な回答をした

 Ｃ 



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

生徒に不利益を与えるなどしてい

じめやいじめの助長やいじめの隠

蔽に利用した者を処罰すべきであ

る。その旨を明記すべきである。 

１９  28頁において、「現在取手市で導入

しているアプリ「STOPit」でも一

定程度当該対応策としての機能を

果たすことができると考えられ

る。ただ、生徒にとって、具体的

にどのように相談に対応されるの

かを明確に認識できないと、当該

アプリによる通報のハードルも高

くなることは否定できない。ま

た、教育委員会が当該通知を踏ま

えて適切に対応できない限り、被

害が拡大するとともに、むしろ学

校や教育委員会に対する不信感が

強まってしまうことから、研修の

実施、ガイドラインの充実等によ

り対応者・教育委員会が適切な対

応をとれるような体制を整える必

要がある。」とあるが、導入してい

るアプリであれ今後も導入するア

プリであれ、アプリの構築や改善

や運用には、いじめやいじめ隠蔽

を撲滅するというアプリの目的に

鑑みても、深刻ないじめの被害の

当事者であるとか、いじめの被害

の家族会や遺族会の役員であると

か、それらの立場の人たちから推

薦を受けた有識者の意見を全面的

に反映すべきである。その旨を明

記すべきである。また、色々な自

治体が様々なアプリを導入してい

るが、いじめやいじめ隠蔽は変わ

らずに惹起されていることも明記

すべきである。根本的な解決は、

学校・教育委員会が今も続いてい

るいじめやいじめ隠蔽をただちに

やめて謝罪と反省と賠償を繰り返

すことである。 

 Ｃ 

１９  28頁において、「前述の通り、担任  Ｄ 
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教諭が自死の後にも遺族に対して

個別アルバムを返却しなかった理

由は明確でない。ただし、同様の

事態を防ぐためには、管理職等に

おいて担任や当該生徒を担当して

いた教員に対して、自死した生徒

に返却すべきものがないかを徹底

的に確認するほかないと考えられ

る。」とあるが、上述のとおり、

「担任教諭が自死の後にも遺族に

対して個別アルバムを返却しなか

った理由は●●●●●●。●●●

●●●●●●●●●●●である。

このように●●●●●●●を「明

確でない。」と処断することは●●

教員の擁護と隠蔽にほかならな

い。ただし書きについては、この

確認がいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用されることがな

いように、この確認をいじめやい

じめの助長やいじめの隠蔽に利用

した者を処罰すべきである。その

旨を明記すべきである。 

１９  28頁において、「便宜上図の中では

本件生徒をXと記載している」とあ

るが、不謹慎であるから、別の記

号に修正すべきである。 

Ｘを「本件生徒」と修正しまし

た。 

Ａ 

１９ 経緯32 28頁から30頁において、ガラス破

損の指導についての事実経過の図

の記載は、分かりにくく、①はAか

らのみ矢印が伸びているように見

えるし、⑥は、音楽室の前で学年

主任がガラスが割れたいきさつを

A、F、本件生徒に確認したのであ

るから、矢印は学年主任からA、

F、本件生徒に伸ばすべきである

し、本件生徒は何も言わなかった

ということを示すのには不適切で

あるし、⑨は、担任教諭が、A、F

及び本件生徒の3名を保健室に呼び

つけたのであるから、矢印は担任

教諭からA、F、本件生徒に伸ばす

ご意見を踏まえ，図を修正いた

しました。 

Ａ 
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べきであるし、⑩は、担任教諭

は、教頭に報告するために、A、F

及び本件生徒を職員室へ連れて行

ったことが図示できていない。④

は、本件生徒、F、Iがb教諭（Iが

所属する部活の顧問）に話すこと

としたことを図示しているようで

あるが、Iが「本件生徒はいなかっ

た」旨を伝えた旨を図示できてい

ない。⑦は、e教諭が本件生徒の

「いやだな、いやだな」と独り言

を言ったのを聞いたため、本件生

徒に声をかけたとされているので

あれば、矢印は、e教諭から本件生

徒にも伸ばすべきである。そもそ

も、この図式自体がわかりにくく

不適切である。その旨を修正すべ

きである。また、教頭が、3名に対

して、「社会に出ると自分がやった

行動の責任をきちんととらなけれ

ばならない」と指導したとある

が、そうであるなら、●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●。その旨を明記

すべきである 

１９  30頁において、「e教諭は、本件生

徒の独り言を聞き逃さずに察知

し、しっかりと本件生徒の言い分

を聞いた上で（⑦）、学年主任に報

告をしており（③）対応に問題は

ない。」とあるが、e教諭の対応に

は●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、対応に問題はないとす

る提言案の起案者にも問題がある

と言わざるを得ない。e教諭は、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●、何よ

りも、担任教員、d講師、b教諭に

●●●●●●●●●●●●、学年

主任にだけ報告して●●●●●●

 Ｃ 
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●●●●●●●●、d講師、b教諭

をして●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●、担任教員の理

不尽な●●●●●●●●●●●●

●●●●。これでもなお、対応に

問題がないとするのは、本提言案

により、学校・教育委員会がe教諭

を庇い立てしていると言わざるを

得ない。直ちに撤回すべきであ

る。 

１９ 経緯32 30頁において、「本件でまず課題だ

ったのは、d講師が事実を十分確認

せずに「逃げた」との判断したこ

とである（①、②）。ここで、d講

師は予断を持たずに、正確に自ら

が経験した事実を伝えるべきだっ

た。」とあるが、「d講師が事実を十

分確認せずに「逃げた」との判断

したこと」が「課題」というのは

国語として不自然であるし、まる

で●●●●●●●●●●●●●●

●記載になってしまっていること

も、本提言案により、学校・教育

委員会がd講師を庇い立てしている

と言わざるを得ない。直ちに撤回

すべきである。d講師の●●●●●

●、●●●●●、●●、●●●●

●●●●であるから、●●●●●

●●●●●●●、ここでは、いじ

めといじめ隠蔽を撲滅するという

目的に鑑みて、「●●●●」と明記

すべきである。d講師は、予断を以

て不注意で誤解したのではなく、

●●●●●●●●●●●●のであ

る。その旨を明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「課題」を「問

題」に修正いたしました。 

Ａ 

１９  30頁において、「d講師から報告を

受けたb教諭も、先入観を持たず

に、事実関係を確認、対応すべき

だった。このようなb教諭の印象・

心証がそのまま担任教諭にも伝わ

り、担任教諭の指導につながった

可能性も高い（⑤）。」とあるが、

 Ｃ 
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ここでも、本提言案は、d講師、b

教諭、担任教諭という●●教師ら

を擁護している。先入観を持って

いたなどと言うのは●●●●●●

●●●●●。「このようなb教諭の

印象・心証がそのまま担任教諭に

も伝わり」というのも●●●●●

●●●●●であるが、これぞ、学

校・教育委員会が一体となって●

●●●●●●●証左である。これ

ら●●教師は、いじめの被害者●

●●●●●●●●●●、●●●●

●、●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●●●。その旨

を明記すべきである。 

１９  30頁から31頁において、「担任教諭

は、いずれも他の教員からの不十

分な情報のみを根拠に本件生徒に

対して指導を行っており、本件生

徒、A、Fそれぞれ個別に事情を聴

くなどして、十分に事実の確認を

しなかった（③、⑨）」とあるが、

ここでも、本提言案は、一見、担

任教師の●●●●●●●●記載を

しているが、●●教員は●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●として些少化して記載したもの

であり、担任教員の●●●●●●

●●●●●●●●●ことが明らか

である。担任教員は、後続する学

年主任の●●●●●●●●●（●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

●●●●●●）についての記述も

考え合わせると、●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●、不注

意によるものではなく、●●●●

●●●●●●●●。その旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 
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１９  31頁において、「学年主任も、e教

諭、d講師、A・F・本件生徒から情

報を得ており、事実関係を確認す

る機会も十分にあった。そして、d

講師の見解と、e教論が述ベている

ことに齟齬があり、確認が必要と

認識することができていたにもか

かわらず、この点について担任教

諭と共有をせず、また、事実確認

をしなかった（②、⑥、⑧）」とあ

るが、上述のとおりである。 

 Ｃ 

１９  31頁において、「教育現場において

全てを厳密に事実認定をすること

は困難であると考えられるが、少

なくとも弁償等の法的に責任すら

生じる可能性のある重大な事態に

まで至った場合には、事実認定に

ついての慎重さが求められる。」と

あるが、この記載のまま提言とさ

れてしまったら、その記載を以て

「教育現場において全てを厳密に

事実認定をすることは困難である

と考えられる」から、「少なくとも

弁償等の法的に責任すら生じる可

能性のある重大な事態にまで至っ

た場合」以外の場合については

「事実認定についての慎重さが求

められ」ないということにされな

いように、この記載をいじめやい

じめの助長やいじめの隠蔽に利用

した者を処罰すべきである。その

旨を明記すべきである。また、冤

罪を防止するためにも、単に「求

められる。」のではなく、「厳密に

事実認定しなければならない。」に

修正すべきである。 

 Ｃ 

１９  31頁において、「担任教諭は、本件

生徒、A、F全員が悪いとするので

はなく、適切にA、Fのみを指導の

対象とすベきだった。」とあるが、

学校・教育委員会によるいじめと

いじめ隠蔽を撲滅するために、そ

 Ｃ 
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の後にでも、「●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●。」との記載を追加すべき

である。 

１９  31頁において、「本件の対応をして

いた際、d講師、b教論に本件生徒

も悪かったはずという先入観があ

ったと考えられる。なお、仮に先

入観があったとしても、十分に事

実調査を行い、それに基づき判断

していれば、本件生徒に対する指

導は不要だとの判断に至ることが

できる。その意味では、調査報告

書68頁で指摘されているとおり、

ガラス破損事件の指導の課題の本

質は、事実確認が不十分だったこ

とである。」とあるが、ここでも、

本提言案は、d講師とb教諭とを庇

い立てしているが、その●●●●

を先入観に帰着して、●●●●●

●●●●●●している。そもそ

も、「●●●●●●●●●●●とい

う先入観があった」のであれば、

その先入観が生成された原因を述

べることが合理的であるが、これ

も怠っている。それは、そのよう

な●●●●●●●●●●●、●●

教師らが、いじめの被害者を●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●ことで、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●からで

ある。そのような●●●●●●

●、本件生徒に対する指導は不要

だとの判断に●●●●●●●●

●。ここでも、「課題」という言葉

が使用されているが、「課題」とい

うのは国語として不自然である

し、責任を回避する記載になって

しまっていることも、本提言案に

より、学校・教育委員会が●●教

師を庇い立てしていると言わざる

を得ない。直ちに撤回すべきであ

 Ｄ 
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る。ガラス破損事件の指導におけ

る●●●●の本質は、●●・●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●。その旨を明記

すべきである。 

１９  31頁において、「事実調査として十

分かどうかは、適切な事実調査に

ついての知識がないと判断するこ

とはできない。その意味では、ま

ずは、前述の対応ができなかった

原因としては、事実調査について

の知識がなかったことが挙げられ

る。」とあるが、●●教師は、全員

が教師であるから、教師になるま

での間に、生徒指導の方法とし

て、適切な事実調査についての知

識を得ている。この記載は、前提

からして誤っている。●●教師

は、全員が、知識を有していなか

ったのではなく、●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

●●●●●●●●のである。これ

を故意ではないとする本提言案も

また、●●●●●●●●●隠蔽し

たものであり、絶対に許されな

い。その旨を明記すべきである。 

 Ｄ 

１９  31頁において、「本件生徒が様々な

場面で無実を訴えているにもかか

わらず、教員が誰も本件生徒の立

場にたって話をしていない点から

すれば、そのような行動の背景に

は、教員において生徒一人ひとり

に寄り添って対応をする、という

意識が欠けていると言わざるを得

ない。」とあるが、それだけではな

く、その意識が生成されたのは、

●●教員ら全員が児童生徒に●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●のであり、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●、●●●●●、●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

●●●●●のである。その旨を明

記すべきである。 

１９ 経緯33 31頁において、「本件においては、

学年主任、担任教諭、教頭が指導

方針を協議をしたとしても、各教

員が前提事実を誤って認識してい

る以上、同様の結果が防げた可能

性は低い。しかし、もし、ガラス

破損への対応について、外部の専

門家の意見等を聞くことができれ

ば、一度学校内部で指導方法につ

いても検討できた可能性は高い。」

とあるが、「外部の専門家の意見

等」の「等」が何を指示するのか

不明であるから、意見以外も例示

すべきである。また、外部の専門

家については、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にすること

を明記すべきである。いじめを隠

蔽した教職員や隠蔽を助言した有

識者等の意見を外部の専門家の意

見として聞くことをしてはならな

いことも明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「等」を削除し

ました。 

Ａ 

１９  31頁から32頁における、「課題⑨－

再発防止策1事実調査・連帯責任に

ついての研修の実施」であるが、

研修の講師は、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にすること

を明記すべきである。いじめを隠

蔽した教職員や隠蔽を助言した有

識者等を講師にしてはならないこ

とも明記すべきである。また、全

ての教員は教員であるがゆえに隠

蔽体質を有するから、その体質の

 Ｃ 
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まま、教員同士で議論を深めるこ

とは逆効果であり、害悪にしかな

らず、あってはならないことであ

る。本提言案は、前提を欠いてい

る。議論を深めるという表現が散

見されるが、議論を深めるのは、

隠蔽体質がなくなった後において

しか効果がない。教師に対して

は、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者がゼロトレランスで徹

底的に指導するしかないのであ

る。連帯責任にメリットがあるこ

とを広く認めているが、連帯責任

を教職員も負うのであれば、法の

下の平等にも反しないが、生徒だ

けがこれを負うというのは、法の

下の平等に反し違憲であるから、

連帯責任に基づく指導一切を斥け

るべきである。連帯責任というも

のによって、不公平が生じ、いじ

めが行われているからである。そ

の旨を明記すべきである。また、

なぜ、「学校現場においては、過去

の行為について責任追及を行うこ

とより、今後同様のことが生じな

いように対応することに重きを置

きがちである。」のか、なぜ、「そ

れが、連帯責任を許容する背景に

もなっていると考えられる。」のか

が全く明らかではない。そのよう

に考えるのであれば、その根拠を

明示すべきである。いじめを隠蔽

することは、●●●●に「寄り添

った対応」であるものの、被害生

徒に寄り添った対応ではないか

ら、いじめの隠蔽を「子どもに寄

り添った対応」と称して行っては

ならない。「子どもに寄り添った対

応」がいじめやいじめの助長やい
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じめの隠蔽に利用されることがな

いように、「子どもに寄り添った対

応」をいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用した者を処罰す

べきである。その旨を明記すべき

である。「教育現場において陥りが

ちな」というのも、不注意による

過失を前提とする表現であるが、

学校・教育委員会は、故意にいじ

め、いじめを助長し、いじめを隠

蔽するのであるから、「教育現場に

おいていじめ、いじめ助長、いじ

め隠蔽のために積極的に採用され

ている」に修正すべきである。32

頁において、「本件では、教員が、

十分にガラス破損事件の重大性に

ついて認識していないように思わ

れる。特に、弁償等の法的責任が

生じるような行為については、そ

の影響の重大性に鑑み、指導方針

を学年での協議を必ず行うように

するルールを策定し、周知徹底す

べきである。」とあるが、数々のい

じめ自殺事件の経験からしても、

その協議の場が、如何にして●●

●●●●、いじめをエスカレート

させるか、いじめを隠蔽するかの

技能が発展する場に堕することは

目に見えている。この協議の場が

上述のような場に堕したのであれ

ば、いじめ、いじめの助長、いじ

めの隠蔽のために教員にとり極め

て有効な場にならざるを得ない。

それらを防止するためにも、全て

の協議における、深刻ないじめの

被害経験者の参加は必須である。

そして、その協議は全て録音と反

訳をして永年保存とするととも

に、その録音と反訳を被害者や被

害者家族・遺族の個人情報開示請

求に対して全部開示することと

し、ルールについては全部を公表
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してすることをしなければならな

い。それを怠った教職員を処罰す

べきである。その旨を明記すべき

である。 

１９  32頁において、「ただし、本件のよ

うに、学校内部だけで対応方針を

検討すると不十分となる可能性も

あるので、事実の判断が困難な場

合は、外部の専門家に必ず相談で

きるような体制（スクールロイヤ

ーの設置等）を整えるべきであ

る。」とあるが、学校内部だけで対

応方針を検討すると不十分となる

可能性もあるのではなく、100パー

セント不十分になるし、その不十

分するというのも、故意にいじめ

をし、いじめを助長し、いじめを

隠蔽するために行われるのである

から、「不十分となる可能性もある

ので」ではなく、「いじめをされ、

いじめを助長され、いじめを隠蔽

されることは必至であるから」に

修正すべきである。「事実の判断が

困難な場合」や相談の必要性の判

断の主体が学校・教育委員会や教

職員とすることにされると、重大

事態を重大事態と判断しない全国

ないし取手市の現状に鑑みても、

「事実の判断が困難な場合」や相

談が必要であっても「事実の判断

が困難な場合」や相談の必要性が

ある場合に該当しないことにされ

るのは目に見えているから、如何

なる場合であっても、深刻ないじ

めの被害の当事者であるとか、い

じめの被害の家族会や遺族会の役

員であるとか、それらの立場の人

たちから推薦を受けた有識者とい

う外部の専門家が事実認定をする

体制を整えるべきである。その体

制は、スクールロイヤーの設置で

はないことは上述のとおりであ

 Ｃ 
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る。そもそも、いじめを徹底的に

隠蔽する者どもは、いじめをしな

いことやいじめを助長しないこと

やいじめを隠蔽しないことのため

に、外部の専門家に自発的に相談

することなど、絶対にあり得な

い。本提言案は、根本的に誤りが

ある。直ちに撤回すべきである。 

１９  33頁において、「本件においては、

本件生徒が2年時の学年主任は、計

画異動の対象だったことから、2年

時の学年主任を3年時の学年主任に

することができなかった。また、

そのため、別の教員を本件生徒の

学年の学年主任にしたが、当該教

員は、前年に1年生の担任していた

教員だった。そのため、学年主任

が3年生の生徒間の関係を詳細に把

握するのは難しい状況を生じてお

り、Aと本件生徒が、一緒にいるこ

との違和感の共有や、ガラス破損

の指導の際にも適切に対応するこ

とができなかったことの遠因にな

っていると考えられる。」とある

が、ここでも、本提言案は、徹底

的に、いじめといじめ隠蔽の原因

を別のことに帰着することで、い

じめといじめ隠蔽を隠蔽したがっ

ていると言わざるを得ない。●●

教師らは、「Aと本件生徒が一緒に

いること」には「違和感」など

「●●」●●、●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●のであるうえ、

ガラス破損の指導の際にも適切に

対応することができなかった原因

は、●●教師らが、●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●。その旨を明記すべきである。 

 Ｄ 

１９  33頁において、「特に、3年生の時  Ｃ 
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期の重要性に鑑み、異動対象とな

るような教員をそもそも2年時の学

年主任として配置すべきでなかっ

た。また、仮に、2年時の学年主任

がやむを得ず異動の対象となった

としても、3年時の学年主任は、前

年度の2年生担当教員にすべきだっ

た。そうすることにより、生徒の

背景にある人間関係や悩み等にも

寄り添った対応もできたと考えら

れる。」とあるが、ここでも、上述

のとおり、本提言案は、徹底的

に、いじめといじめ隠蔽の原因を

別のことに帰着することで、いじ

めといじめ隠蔽を隠蔽したがって

いると言わざるを得ない。いじめ

やいじめ隠蔽の本質を曲解しては

ならない。異動については、次に

詳述するとおりである。 

１９  33頁において、「校内の人事配置

は、校長の裁量である。確かに、

本件生徒が自死した当時の校長

は、中学校に赴任して2年目だった

ことから、本件生徒が2年生の際の

学年主任を決めることはできなか

った。しかし、3年次の人事につい

ては、校長の裁量で決めることが

できたにも関わらず、2年生時に当

該学年に関わっていた教員にでき

なかった点については、3年生にお

ける学年主任の重要性を十分認識

できていなかったことも原因と思

われる。」とあるが、●●●、●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●●。●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●、ある

いは、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●、のどちらかである。その旨

を明記すべきである。 

１９  33頁において、「各学校において、

人事上の制約があることは理解さ

れるが、中学3年生の学年主任につ

いては、特に2年生が3年生に進級

する際には、可能な限り同じ学年

主任にするか、少なくとも、前年

度の2年生担当教員等、当該学年の

状況をよく知る教員を学年主任と

する人事配置を徹底すべきであ

る。」とあるが、上述のとおり、本

提言案は、前提が誤っているか

ら、著しく相当性を欠いている

し、いじめやいじめ隠蔽を撲滅す

るためには、人事上の制約など一

切ない。人事の話をするのであれ

ば、いじめをし、いじめを助長

し、いじめを隠蔽する者を絶対に

教職員や教育長や教育委員や第三

者検証委員会の委員にしてはなら

ない。その旨を明記すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９  33頁において、「仮に、そのような

人事が困難となってしまった場合

には、生徒理解の観点から、学年

内の生徒集団の特徴や人間関係の

変遷、当該学年の課題を、必ず次

年度に引き継ぐことを徹底すると

ともに、当該学年のことをよく見

るように他の学年の教員にも依頼

する等、学年を超えた連携を図る

べきである。」とあるが、この引き

継ぎや連携がいじめやいじめの助

長やいじめの隠蔽に利用されるこ

とがないように、この引き継ぎや

連携をいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用した者を処罰す

べきである。その旨を明記すべき

 Ｃ 
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である。 

１９  34頁において、「学校及び市教委

は、すでに死亡理由が自殺である

ことを公表することについて両親

の了承を得ていたが、県南教育事

務所の提案により、自殺であるこ

とを公表せず、「思いがけない突然

の死」という内容で伝えることに

している。しかし、十分に両親と

も協議をすることができないまま

進めてしまったことで、その後の

保護者との間の信頼関係が構築で

きなかった可能性がある。」とある

が、●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●・●●●●●●●●●●●●

●●●●●●。学校・教育委員会

●、●●●●●●●、●●●、●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●●。そ

れをこのように表現するとは、隠

蔽に他ならない。ゆえに、「しか

し」の後の文言は、「●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●・●●●●●

●●●●●●●●●●●●●。学

校・教育委員会は、●●●●●●

●、●●●、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●。」に修正すべきであ

る。 

 Ｄ 

１９  34頁において、「本件生徒の自死が

起きた後、学校は、本件SCとの相

談の中で翌日以降の対応を決めて

 Ｃ 
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いる。しかし、本件において、本

件SCは普段から本件中学校に関わ

っており、学校内部の職員に準じ

た立場となっている以上、事案へ

の対処を冷静に検討するのは困難

である。そのため、市教委は、県

教委に対して、より客観的な立場

である追加のスクールカウンセラ

ーの派遣を検討すべきであった。

そのうえで、学校は、事実調査及

び生徒の心のケア、保護者への対

応の方針についても検討すべきで

あった。」とあるが、学校が、隠蔽

することなく、本当に、いじめに

向き合うのであれば、直ちに相談

するべきは、深刻ないじめ及びい

じめ隠蔽の被害経験者とその御家

族・御遺族のかたである。また、

「市教委は、県教委に対して、よ

り客観的な立場である追加のスク

ールカウンセラーの派遣を検討す

べきであった。」というのは、何重

にも間違っているが、同一の県教

委のスクールカウンセラーは「よ

り客観的な立場」ではない。同一

の教育委員会のスクールカウンセ

ラーは、第三者ではなく利害関係

者である。ここでも、本提言案

は、いじめ防止対策推進法に違反

しているし、学校・教育委員会を

擁護しているのである。その旨を

明記すべきである。 

１９  34頁において、「特に、自死直後に

重要なことは、生徒の命が喪われ

たことを、教職員と生徒一人ひと

りが受けとめていかねばならない

ことであり、教職員は生徒を支え

る役割を担うち本件SCは、教職員

も衝撃を受けていること、大きな

ショックを受けている生徒を支え

るために、教職員の援助をする役

割であることを言明し、学年や出

 Ｄ 
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来事に合わせた支援について具体

的に提案することが必要だった。」

とあるが、教職員も衝撃を受けて

いるというのは、如何なる意味で

の衝撃なのか明記されていない

が，教職員の受ける衝撃は、せい

ぜい、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●であるから、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●。●

●●●●●●●●●●のように記

載することは絶対にあってはなら

ない。その旨を明記すべきであ

る。実際に、●●●では、立て続

けにいじめ自殺や重大事態の事案

があったが、●●●は、同様の立

場の者からの、大変でしょうねと

の趣旨の言葉に対して、あんなの

全然大変じゃあありませんよと言

って嗤っていたから、●●●●●

●●●●●●●●●。 

１９  34頁において、「学校が、本件生徒

の自死後に冷静に対応できていれ

ば、当初より、具体的・な対応ば

かりに気を取られることなく、し

っかりと丁寧に両親とも協議を

し、両親に寄り添った対応をする

ことが可能であったと考えられ

る。」とあるが、ここでも、本提言

案は、不注意で、しっかりと丁寧

に両親とも協議をすることができ

ず、両親に寄り添った対応をする

ことができなかったというように

記載して、学校を擁護している

が、●●●●●●●●●●●●●

●のであり、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●であっ

た。しっかりと丁寧に両親とも協

議をし、両親に寄り添った対応を

することがなかったのは、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

 Ｄ 
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●●●●●●●●●●、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●からである。そして、寄り

添うべきなのは、第一義的には、

両親に対してではなく、被害生徒

に対してである。ゆえに、「学校

が、本件生徒の自死後に、改心し

て、いじめやいじめを隠蔽するこ

とをやめる対応ができていれば、

しっかりと丁寧に両親とも協議を

し、両親に寄り添った対応をする

ことが可能であったと考えられる

し、必ず、しっかりと丁寧に両親

とも協議をし、両親や亡き被害生

徒に寄り添った対応をしなければ

ならなかった。」に修正すべきであ

る。 

１９  34頁において、「学校及び市教委が

適切な対応ができなかったのは、

普段本件中学校を対応しているス

クールカウンセラーの判断のみに

依拠してしまったことが一つの原

因と考えられる。」とあるが、普段

本件中学校を対応しているスクー

ルカウンセラーに相談したのは、

いじめを隠蔽するために学校・教

育委員会の判断で行なったのであ

るから、普段本件中学校を対応し

ているスクールカウンセラーをい

わゆるトカゲのしっぽ切りのよう

に利用すべきではない。その旨を

明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  34頁において、「市教委が県教委に

対してスクールカウンセラーの派

遣を要請しなかったのは、市教委

が普段の生徒の様子をよく知って

いるスクールカウンセラーが対応

するのが望ましく、追加のスクー

ルカウンセラーの派遣は不要と判

断したからである。さらに、その

背景には、市教委が、自死事案に

ついて、市教委だけで対応できる

 Ｄ 
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という認識を有していたことがあ

ったと考えられる。」とあるが、あ

まりにも表現が相当性を欠き、肝

心の点の記載を巧妙に回避して隠

蔽していると言わざるを得ない。

「市教委が普段の生徒の様子をよ

く知っているスクールカウンセラ

ーが対応するのが望まし」いとい

うのは、いじめを隠蔽するうえ

で、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

らであり、追加のスクールカウン

セラーの派遣は不要と判断したの

も、●●●●●●●●●●●●●

であり、県教委に対してスクール

カウンセラーの派遣を要請せずと

も●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●。ゆえに、

「市教委が県教委に対してスクー

ルカウンセラーの派遣を要請しな

かったのは、いじめを隠蔽するう

えで、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、追加のスクールカウ

ンセラーの派遣は不要と判断した

のも、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●。さら

に、その背景には、市教委が、自

死事案の隠蔽について、市教委だ

けで隠蔽をすることができるとい

う認識を有していたことがあった

と考えられる。」に修正すべきであ

る。 

１９ 経緯36 34頁において、「市教委が十分市教

委だけで対応できると考えていた

としても、自死事案が起きれば、

第三者的でその家族をはじめ学校

全体に及ぶ影響への支援について

助言するため、県教委から、県教

委職員のみならず、追加のスクー

ルカウンセラーを派遣することを

原則とすべきである。」とあるが、

ご意見を踏まえ，「第三者的でそ

の家族をはじめ学校全体に及ぶ

影響への支援について助言する

ため」を「その家族をはじめ学

校全体に及ぶ影響への支援につ

いて第三者的な立場から助言を

得ることが必要である。そのた

め，自死事案が起きた場合は，」

と修正いたしました。 

Ａ 
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「市教委が十分市教委だけで対応

できると考えていた」というの

は、肝心の点の記載を巧妙に回避

して隠蔽していると言わざるを得

ない。「第三者的で」というと、第

三者ではなくとも、利害関係者

（たとえば、課題⑪－理想に言う

「より客観的な立場」など）であ

れば可能となるとの誤解ないし曲

解をすることが起こりかねない。

県教委もまた、徹底的に学校・市

教委と一体となっていじめを隠蔽

するのであるから、県教委から

は、第三者を派遣することは不可

能である。県教委職員や県教委の

追加のスクールカウンセラーを派

遣することは、隠蔽目的であると

言わざるを得ない。派遣すべき

は、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者である。そして、その

派遣は、原則ではなく、全く例外

を認めず、全面的なものでなけれ

ばならない。ゆえに、「市教委が十

分に市教委だけでいじめを隠蔽す

ることができると考えていたとし

ても、いじめを隠蔽してはならな

いし、自死事案が起きれば、第三

者としてその家族をはじめ学校全

体に及ぶ影響への支援について助

言するため、深刻ないじめの被害

の当事者であるとか、いじめの被

害の家族会や遺族会の役員である

とか、それらの立場の人たちから

推薦を受けた有識者の派遣を受け

ることを一切の例外なく行わなけ

ればならない。」に修正すべきであ

る。 

１９  34頁から35頁において、「また、

「自死」が起こった時は、「デマ防

 Ｄ 
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止」や「安全・安心を取り戻す」

ことを過度に強調するのではな

く、「大切な命がうしなわれたこ

と」を真摯に受けとめたうえで、

遺族と丁寧に協議するとともに、

他の生徒のケアを進めていかなけ

ればならない。」とあるが、ここで

も、本提言案は、●●教員や●●

スクールカウンセラーを庇い立て

て隠蔽していると言わざるを得な

い。本件いじめ自殺では、学校教

育委員会がいじめ自殺を惹き起こ

した時に、「デマ防止」や「安全・

安心を取り戻す」ことを過度に強

調したことで、「大切な命がうしな

われたこと」を●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●。●●教

員や●●スクールカウンセラー

は、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●から、「デマ防止」や

「安全・安心を取り戻す」ことで

●●●●●●●●●●●●、「デマ

防止」や「安全・安心を取り戻

す」ことを過度に強調することが

なかったとしても、「大切な命がう

しなわれたこと」を●●●●●●

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●。そし

て、他の生徒のケアを進めると

は、ケアの必要がある生徒には、

●●●●●●●●は含まれないか

ら、これが含まれるかのように記

載している表現には問題がある。

●●●●●●●●●、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●のであるから、

ケアが必要な心の傷など発生しな

い。当然に、●●●には、傍観者

も含まれる。すなわち、ケアが必
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要な生徒とは、被害生徒のみであ

る。一般に、いじめの被害生徒が1

人とは限らないし、●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●、心の癒しを提供する対象にな

る。ゆえに、「また、「自死」が起

こった時は、●●教員や●●スク

ールカウンセラーは、●●●●●

●●●●●●●●●●、「デマ防

止」や「安全・安心を取り戻す」

ことで●●●●●●●などをして

はならないし、何よりも、●●●

●●●●●●●●●●により、生

徒の「大切な命がうしなわれたこ

と」を真摯に受けとめなければな

らず、遺族と丁寧に協議しなけれ

ばならないとともに、他のいじめ

被害生徒のケアを進めていかなけ

ればならない。このケアを●●●

●●●●●●●●いじめの隠蔽に

利用してはならない。これに反し

た学校・教育委員会の者は処罰す

る。また、他の被害生徒の心のケ

アについては、●●●●●●●

●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、ケアが必要な心の傷

など発生しない。当然に、●●●

には、傍観者も含まれる。すなわ

ち、ケアが必要な生徒とは、被害

生徒のみである。一般に、いじめ

の被害生徒が1人とは限らないし、

いじめの被害生徒全員が自死した

わけでないならば、生存している

被害生徒のみが、心の癒しを提供

する対象になる。」に修正すべきで

ある。 

１９  35頁において、「12月18日20時から

本件中学校において第1回目の4者

 Ｃ 
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会談が行われた。出席者は、両

親、市教委（教育参事、指導課

長）、学校（校長、教頭、教務主

任、学年主任、担任教諭）、PTA関

係者であった。」とあるが、説明責

任の観点から、「市教委（教育参

事、指導課長）、学校（校長、教

頭、教務主任、学年主任、担任教

諭）」の氏名は公務員の訟務遂行中

のものであるから明記すべきであ

るし、PTA関係者というのも曖味で

あるから、少なくとも、PTAの具体

的にどのような関係者なのか、可

能であれば氏名まで明記すべきで

ある。 

１９  35頁において、「本件事案につい

て、校長は、日記や両親がいじめ

の調査を希望していることに鑑

み、いじめ防止対策推進法上の

「重大事態」に該当することの認

識はある状況であったが、その点

について、市教委の職員に対して

伝えられることはなかった。」とあ

るが、「校長は……（中略）……市

教委の職員に対して伝えられるこ

とはなかった。」との表現は、国語

として不自然であるから、「伝えら

れる」を「伝える」に修正すべき

である。 

 Ｃ 

１９ 経緯38 35頁において、「市教委が本来とる

べきだった対応については、調査

報告書78頁に的確に示されている

ので、これを引用する。」とある

が、本提言案のこの箇所自体に引

用対象の文章が記載されていない

ので、引用対象である調査報告書7

8頁を全て明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「以下の通り，

調査報告書に的確に示されてい

る」と修正した上，引用箇所の

直後に「調査報告書７８頁」と

追記しました。 

Ａ 

１９  35頁から36頁において、「課題⑫－

理想1 11月18日の段階11月18日の

段階で「父親からは「公平な第三

者」に調査を依頼したいとの意向

が示されていたこと、本件生徒が

 Ｄ 
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自殺行為を行った当日には、ガラ

ス破損事件に関する教員の指導が

あり、当該事件が本件生徒の自殺

に影響を与えていた可能性があ

り、学校内には利害関係を有する

教員が複数存在していたこと、調

査対象となる生徒は高校受験を目

前に控えた難しい時期にあり、教

員を中心とする学校内調査組織が

（たとえ第三者が組織に加入した

としても）被害者側の視点と関係

生徒側の視点を同時に持ちつつ対

応することは極めて困難であると

考えられること等を踏まえると、

学校内組織では公平性を確保した

調査を期待できない状態にあった

といえるから、市教委は、速やか

に、市教委のもとに第三者委員会

を設置し、同委員会にその後の調

査を委ねるべきであった」。課題⑫

－理想2 12月18日の段階12月1日に

は本件生徒の母親が市教委宛に

「娘はいじめられて悩み、自殺し

たと思う」とも電話で述べてお

り、さらに、12月7日の午前、母親

から指導課長に対し、本件生徒の

制服のポケット内に「くさや」と

書かれた付箋が発見されたとの連

絡もしている。そして、「12月18日

に行われた第1回日の4者会談にお

いては、父親が、「いじめ防止法に

おける重大事態ではないのか。日

記がある。苦しんでいた記述があ

る。死んでいる。」と訴えたのに対

し、指導課長が、市教委の回答と

して、「調査から判断させていただ

くといじめによる自殺であったと

は判断できない、ということで

す。」などと述べるなど、両親と市

教委の認識の対立が先鋭化してい

るのであるから、遅くとも、この

時点で調査組織を立ち上げる必要
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があ」った。また、校長は、指導

課長に対して、法律に基づいて判

断すれば重大事態であるとのこと

を伝えるべきだった。」とあるが、

いじめ防止対策推進法では、児童

生徒かその保護者のいずれかが求

めれば、重大事態として第三者検

証委員会の調査審議を開始しなけ

ればならないのであるから、遅く

とも調査組織を立ち上げる必要が

あった時点は、父親から公平な第

三者に調査を依頼したいとの意向

が示された11月18日の時点であ

る。また、ここでも、本提言案

は、●●●●を庇い立てして保身

と自己正当化に躍起になっている

が、これも、●●●●●●●●が

●●●●●●●●●●●●である

ことと無関係であるとは言い切れ

ないし、調査対象となる生徒は高

校受験を日前に控えた難しい時期

にあるとはいじめ被害者の尊厳よ

りもお受験が大事だということで

あり、いじめ防止対策推進法に違

反し、到底許されない。これは、

本提言案によるいじめ被害者に対

する●●●●●に他ならない。謝

罪すべきである。調査対象となる

生徒が高校受験を目前に控えてい

れば重大事態ではないことになど

ならない。調査対象となる生徒が

高校受験を目前に控えていればい

じめがなかったということになど

ならない。調査対象となる生徒が

高校受験を日前に控えていればい

じめやいじめの助長やいじめの隠

蔽をしてもいいということになど

ならない。調査対象となる生徒が

高校受験を目前に控えていれば第

三者検証委員会による調査・検証

をしなくてもよいだとか第三者検

証委員会による調査・検証を遅ら



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

せてもよいということになどなら

ない。調査対象となる生徒が高校

受験を目前に控えていれば教職員

が第三者ではなくなることになど

ならない。調査対象となる生徒が

高校受験を目前に控えていればい

じめ防止対策推進法や同法に基づ

く条例その他関連法規が適用され

なくなるということになどならな

い。この点も、謝罪すべきであ

る。また、本提言案は、取手市が

調査組織を立ち上げる必要があっ

た時期を、できるだけ、遅い方に

遅い方に誘導していこうとしてい

るが、そのようなことは、いじめ

といじめ隠蔽を撲滅するために、

絶対にあってはならないものであ

る。また、「校長は、指導課長に対

して、法律に基づいて判断すれば

重大事態であるとのことを伝える

べきだった。」というように、校長

についてだけ、指導課長に対し

て、法律に基づいて判断すれば重

大事態であるとのことを伝えるべ

きだったと記載しているが、校長

以外の●●教職員全員について言

えることであるし、そもそも、指

導課長を含む市教委のこれにかか

わる部署の職員全員が法律に基づ

いて判断すれば重大事態であると

の判断に至っていなければならな

かったし、学校・教育委員会が重

大事態ではないとの判断をしたの

であれば、学校・教育委員会の全

職員が法律に基づいて判断すれば

重大事態であるとの判断を伝えて

重大事態だという判断に訂正しな

ければならなかった。その旨を明

記すべきである。 

１９  36頁において、「法令に基づいて重

大事態として対応できなかったの

は、市教委内部の問題である。」と
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であるが、これは、一見、市教委

を批判しているかのようである

が、その実、以下の理由により、

本提言案は、市教委を擁護してい

るのである。これは、法的知識の

浅い者の目を掻い潜って少しでも

●●●に有利になるように再発防

止策を形骸化ないし利用しようと

していると言わざるを得ない。重

大事態に該当するとの判断をしな

いことの違法性を行政訴訟や国家

賠償請求訴訟で追及された時に、

行政内部の手続きであるとして、

請求を却下ないし棄却させるため

の伏線であると言わざるを得な

い。いじめ防止対策推進法の規定

や趣旨からして行政の内部行為に

すぎないということはできない。

その旨を明記すべきである。 

１９  36頁において、「特に、市教委の職

員が、文部科学省の基本方針にお

いて、「児童生徒や保護者から、い

じめにより重大な被害が生じたと

いう申立てがあったときは、その

時点で学校が「いじめの結果では

ない」あるいは「重大事態とはい

えない」と考えたとしても、重大

事態が発生したものとして報告・

調査に当たる。児童生徒又は保護

者からの申立ては、学校が把握し

ていない極めて重大な情報である

可能性があることから、調査をし

ないまま、いじめの重大事態では

ないと断言できないことに留意す

る。」とされている点について認識

がなかった点が問題と考えられ

る。」とあるが、学校・教育委員会

が徹底的に、いじめをし、いじめ

を助長し、いじめを隠蔽した以

上、その徹底的な、いじめ、いじ

めの助長、いじめの隠蔽をするに

際して、市教委の職員は、文部科

 Ｄ 
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学省の基本方針において、「児童生

徒や保護者から、いじめにより重

大な被害が生じたという申立てが

あったときは、その時点で学校が

「いじめの結果ではない」あるい

は「重大事態とはいえない」と考

えたとしても、重大事態が発生し

たものとして報告・調査に当た

る。児童生徒又は保護者からの申

立ては、学校が把握していない極

めて重大な情報である可能性があ

ることから、調査をしないまま、

いじめの重大事態ではないと断言

できないことに留意する。」とされ

ている点について熟知していたの

であって、認識がなかったとする

のは、市教委の職員を庇い立てる

意図があると言わざるを得ない。

このようなことは絶対に許されな

い。その旨を明記すべきである。 

１９  36頁において、「市教委職員がその

ような知見を持っていなかった原

因については、事実関係の調査に

おいて明らかにされていないし。

しかし、もしその時点で適切な知

識を持ち合わせていない場合、方

法としては、研修等により自ら知

見を獲得するか、また、外部の組

織（県南事務所）と専門家（弁護

士等）と連携して対応することで

当該知識を補うかどちらかであ

る。本件においては、いずれの方

法についても、十分に機能が果た

されなかったと考えられる。」とあ

るが、上述のとおり、市教委職員

は●●●●●●●●●●●●●

●、その原因は、上述のとおり、

徹底的に、いじめをし、いじめを

助長し、いじめを隠蔽するに当た

って必要だったからである。万が

一、市教委の職員がいじめ防止対

策推進法に適合した目的で適切な

 Ｄ 
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知識を持ち合わせていない場合、

懲戒免職にすべきである。その旨

を明記すべきである。また、「その

時点」がどの時点なのかが曖味で

あり、曖味なものは、学校・教育

委員会により、曖味ではないもの

よりもずっと高い頻度でいじめ隠

蔽に利用されてしまうから、それ

を防止するために、「児童生徒や保

護者から、いじめにより重大な被

害が生じたという申立てがあった

とき」に修正すべきである。「研修

等により自ら知見を獲得する」と

いうのは、研修を受けるのは、自

ら知見を獲得するとは言えない

し、あまりにも遅きに失してい

る。その旨を明記すべきである。

研修の講師は、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にすること

を明記すべきである。いじめを隠

蔽した教職員や隠蔽を助言した有

識者等を講師にしてはならないこ

とも明記すべきである。また、外

部の組織（県南事務所）と専門家

（弁護士等）と連携して対応する

ことで当該知識を補うというの

は、県南事務所が県教委の組織で

あること、顧問弁護士は●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●、いじめを隠蔽するう

えで有効な連携ではあるが、いじ

め被害者の尊厳を守り、回復する

ためには百害あって一利なしであ

る。深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者と連携して対応すべき

である。その旨を明記すべきであ
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る。 

１９ 経緯39 37頁において、「少なくとも12月18

日の段階で相当対立が先鋭化して

いる状況である状況においてす

ら、市教委はガイドラインに則っ

た対応を検討していない。そのよ

うな対応に鑑みれば、市教委の中

で、法令等に基づいた行政の運営

についての認識が薄かった可能性

が高い。」とあるが、「状況である

状況」とは国語として不自然であ

るから単に「状況」に修正すべき

である。また、ここでも、本提言

案は、市教委がガイドラインに則

った対応を検討していないことを

以て、市教委の中で、法令等に基

づいた行政の運営についての認識

が薄かった可能性が高いとして、

故意ではなく不注意による過失に

として処理することで市教委を擁

護しようとしているが、学校・教

育委員会は、徹底的に、いじめを

し、いじめを助長し、いじめを隠

蔽するに当たって、法令等に基づ

いた行政の運営を怠ることが必要

だったから、市教委がガイドライ

ンに則った対応を検討していない

のである。検討するまでもないの

である。市教委がガイドラインに

則った対応をしたら、いじめが隠

蔽できなくなるからである。いじ

めを隠蔽するためであれば、法を

捻じ曲げたり、法の支配を受けな

くなったりしてもいいというの

が、学校・教育委員会であるもそ

の旨を明記すべきである。 

ご意見を踏まえ，「状況である状

況」を「状況」に修正いたしま

した。 

Ａ 

１９ 経緯39 37頁において、「そのような認識は

一朝一夕には形成されることはな

いことに鑑みれば、行政において

法令等を遵守することの意識が組

織として希薄であった可能性があ

る。」とあるが、可能性があるとい

ご意見を踏まえ，「行政において

法令等を遵守することの意識が

組織として希薄であった可能性

がある」を「行政において法令

等を遵守することの意識が組織

として希薄であったといえる」

Ａ 
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うそうではない余地がある表現で

はなく、断言すべきである。ま

た、いじめ隠蔽という本件事案の

本質に鑑み、単にそうした認識と

いうのではなく、認識ないし隠蔽

体質と記載すべきである。さら

に、認識ないし隠蔽体質が形成さ

れたのは、教職員が児童生徒に優

越する者という意識が顕著である

こと、お上意識が強烈であること

が一因となっているということが

できる。その旨を明記すべきであ

る。37頁において、「本件において

は、市教委は「文部科学省の基本

方針に対する正確な理解が欠如し

ていたとの回答が異口同音に返っ

てくるだけであった。」と述べてい

るとのことである（調査報告書81

頁）。確かに、このような法令等を

正しく理解をしていれば、日記や

「くさや」と書かれた付箋につい

ても、それらをいじめ発見のため

の端緒としてとらえ、遺族に寄り

添った対応をすることができた可

能性がある点についても、十分に

留意する必要がある。しかし、本

件生徒が自死前にいじめにより苦

しんでいることは日記の記載から

見ても明らかであり、また、「くさ

や」と書かれた付箋が実際に本件

生徒の制服のポケット内から出て

きている。これらの資料を踏まえ

れば、法令を踏まえなくても、学

校において「いじめ」が起きてお

り、それに苦痛を感じていた可能

性は極めて高いといえる状況であ

る。そもそも、このような痛まし

い事件が起こってしまったとき

に、本件生徒のために何が起きた

のか考え、ささいな事実でもそれ

を端緒として背景事実を解明しよ

うとする意識があれば、事実調査

に，「ささいな事実」を「ささい

に感じられる事実」に修正いた

しました。 
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等も含めて市教委の対応は異なる

ものになったものと考えられる。

しかし、市教委は、いじめはなか

ったとの見解に固執してしまい、

本件生徒・遺族に寄り添う意識が

希薄になってしまったと言わざる

を得ない。」とあるが、「日記や

「くさや」と書かれた付箋につい

て」は、決して「ささいな事実」

ではない。いじめにおいて些細な

ことなど存在しない。本提言案の

起案者は、これを全く理解してい

ないか理解したうえであえてこの

ような記載をしたのであるから、

いじめといじめ隠蔽を撲滅する再

発防止策を講じる資格はない。一

見、学校・教育委員会に批判的な

ことを記載しているようにして、

その実、重要な事実を「ささいな

事実」として提言しようとしてい

るのであるから、この「ささいな

事実」との記載を基に、今もなお

行われているいじめや今後行われ

ることになるいじめを隠蔽するこ

とを正当化しようとしていること

は明らかである。その旨を明記す

べきであるとともに、謝罪の上、

「ささいな事実」を「学校・教育

委員会が些細な事実と称して軽視

や無視してきた重大な事実」に修

正すべきである。「遺族に寄り添っ

た対応をすることができた可能性

がある」というのも、できた可能

性があるとかないとかいう問題で

はなく、如何なる場合であって

も、一切の例外なく、遺族に寄り

添った対応をしなければならない

し、被害生徒にも寄り添った対応

をしなければならないのであるか

ら、「なき被害生徒と遺族に寄り添

った対応をしなければならなかっ

た」に修正すべきである。「本件生
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徒・遺族に寄り添う意識が希薄に

なってしまったと言わざるを得な

い。」というのも、希薄という言葉

からして、ほんの僅かばかりは学

校教育委員会において本件生徒・

遺族に寄り添う意識があったとい

うことになってしまう。この点で

も、本提言案は、一見、学校・教

育委員会に批判的なことを記載し

ているようにして、その実、学

校・教育委員会をできるかぎり擁

護しようとしているのである。そ

して、途中で重大事態として認め

たのも、被害生徒と遺族に寄り添

う意識が萌芽したわけでは決して

なく、文科省の指導があったから

であるから、●●●●●●●●

●。ゆえに、「●●●●・●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●。」に修正すべきである。 

１９  37頁において、「本件中学校におい

ては、本件事案を重大事態として

認識していた。しかし、調査を市

教委が担当しており、事実関係の

情報は市教委が持っていたことか

ら、学校としては、市教委が何か

考えがあるものと思い、重大事態

であることを指摘することができ

なかった。ここで、本件中学校と

市教委が十分に協議をしていれ

ば、市教委は、適切に重大事態と

判断することができたと考えられ

る。」とあるが、ここでも、本提言

案は、重大事態であることを指摘

することができなかったことを正

当化しようとして、再発防止の趣

旨に反して学校を擁護している。

学校も調査を行っているし、事実

関係の情報は学校以外の市教委だ

けではなく学校という市教委も持

っていた。市教委が何か考えがあ

 Ｃ 
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るものと思ったというのは、あま

りにも曖味模糊で不合理であり、

こんなことで、重大事態であるこ

とを指摘しないことが適法とされ

てしまったら。法の支配は否定さ

れてしまう。その「何か考えがあ

るもの」の「何か」とは、いじめ

を隠蔽するという考えであるか

ら、重大事態であることを指摘し

ない根拠足り得ず、むしろ、重大

事態であることを指摘しなければ

ならない根拠である。そして、こ

こで、本件中学校と市教委が十分

にいじめ隠蔽のための協議をして

いたからこそ、いじめが隠蔽され

たのである。市教委は、その存在

や意識や隠蔽体質からして、適切

に重大事態と判断することができ

たと考えられない。その旨を明記

すべきである。 

１９ 経緯39 37頁において、「そもそも、本件に

おいては、常に、市教委の指導課

長は県南教育事務所生徒指導班長

と緊密に連携をとりながら対応を

していた。しかし、県南教育事務

所生徒指導班長において、重大事

態として扱うべきとの指導をしな

かった。もし、県南教育事務所生

徒指導班長においても、重大事態

として扱うべきとの指導ができて

いれば、市教委においても重大事

態として判断することができたと

考えられる。」とあるが、ここで

も、本提言案は、市教委の指導課

長と県南教育事務所生徒指導班長

とを擁護して、市教委と県教委と

を庇い立てている。「そもそも、本

件においては、常に、市教委の指

導課長は県南教育事務所生徒指導

班長と緊密に連携をとりながら対

応をしていた。」にもかかわらず、

このような悲劇に至った以上、市

ご意見を踏まえ，「常に，市教委

の指導課長は県南教育事務所生

徒指導班長と緊密に連携をとり

ながら対応していた」を「市教

委の指導課長は県南教育事務所

生徒指導班長と一定の連絡をと

りながら対応していた」に修正

いたしました。 

Ａ 
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教委の指導課長と県南教育事務所

生徒指導班長とが緊密に連携をと

っていじめを隠蔽したということ

である。その「対応」とは、隠蔽

のことであるから、きちんと「隠

蔽」と明記すべきである。県教委

は、市教委同様に、いじめの隠蔽

のために存在する組織であり、市

教委と県教委は人事交流もあるう

え、本件では、●●●●●●●●

●●●●が●●●●●●●●であ

るから、県教委が、市教委に重大

事態として扱うべきとの指導をす

ることなど一切しないし、市教委

においても重大事態として判断す

ることはしない。その旨を明記す

べきである。 

１９ 経緯40 38頁において、「市教委が本件にお

いて重大事態として判断できなか

ったこと、そして県教委が重大事

態として扱うべきとの指導ができ

なかったことは、市教委職員にお

いて、ガイドラインについて十分

に認識することができていなかっ

たことが原因である。そのため、

全職員、特に管理職において、い

じめ防止対策推進法及びいじめの

防止等のための基本的な方針をは

じめとした各ガイドラインの内容

について研修等により周知徹底す

ることが必要である。特に、「重大

事態」として扱うべき場合につい

ての定め、具体的な事例を参考に

その具体的な対応、さらに、生徒

や遺族に寄り添った対応のあり方

について周知する必要がある。」と

あるが、ここでも、本提言案は、

市教委と特に県教委を庇い立てる

が、まず、市教委と県教委が本件

いじめ自殺を故意に隠蔽したもの

であることは上述のとおりである

が、万一、不注意であることを前

ご意見を踏まえ，「，そして県教

委が重大事態として扱うべきと

の指導ができなかったことは，」

を削除いたしました。 

Ａ 
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提にしたとしても、「市教委が本件

において重大事態として判断でき

なかったこと」の原因が、「市教委

職員において、ガイドラインにつ

いて十分に認識することができて

いなかったこと」であうというの

ならばともかく、「県教委が重大事

態として扱うべきとの指導ができ

なかったこと」の原因までもが、

「市教委が本件において重大事態

として判断できなかったこと」で

あるとは県教委の責任を市教委に

転嫁して県教委を擁護しようとす

るものであると言わざるを得な

い。その旨を明記すべきである。

研修の講師は、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にすること

を明記すべきである。いじめを隠

蔽した教職員や隠蔽を助言した有

識者等を講師にしてはならないこ

とも明記すべきである。具体的な

事例を参考にするというのも、こ

れが、いじめ、いじめの助長、い

じめの隠蔽のために教員にとり極

めて有効な場にならざるを得な

い。数々のいじめ自殺事件の経験

からしても、そのような場に堕

し、如何にして●●●●●●、い

じめをエスカレートさせるか、い

じめを隠蔽するかの技能が発展す

る場に堕することは日に見えてい

る。ましてや、具体的な事例を参

考にするとあるが、これこそ、ど

うすれば隠蔽できたかを知る絶好

の機会になってしまうであろう。

それらを防止するためにも、全て

の機会における、深刻ないじめの

被害経験者の講師としての参加は

必須である。その旨を明記すべき



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

である。また、子どもの権利条約

委員会による国連勧告のうちいじ

めに係る部分も研修に用いるべき

である。 

１９  38頁において、「本件において、平

成27年11月18日及び12月18日の時

点で、市教委が適切に「重大事

態」として判断するためには、市

教委から直接相談することができ

る弁護士（スクールロイヤー）の

設置、又は、弁護士の職員の採用

が有効である。ただし、教育分野

においては、様々なガイドライン

や事例等も日々発生していること

から、教育分野に詳しい弁護士が

スクールロイヤーを担当する必要

がある。」とあるが、スクールロイ

ヤーの設置についてはすでに述べ

たとおりであるが、弁護士の職員

の採用についても、同様のことが

言えるし、弁護士の能力を駆使し

ていじめを隠蔽するのであるか

ら、いじめ被害者側にとって脅威

であると言わざるを得ない。スク

ールロイヤーや弁護士の職員は、

いじめの加害者・隠蔽者側なので

あるから、到底、被害者側に立つ

こと等想定できないし、仮に被害

者側に立ったら弁護士法違反とな

る。実際、市教委からは現在で

も、顧問弁護士に直接相談するこ

とができるのであるから、新た

に、スクールロイヤーの設置で、

市教委から何重にも法律相談する

制度を整える必要はないばかり

か、隠蔽体質が強固なものになる

と言わざるを得ない。弁護士の職

員を採用することで、いじめやい

じめ隠蔽が阻止できるものではな

いし、かえっていじめやいじめ隠

蔽が加速する。全面的に撤回すべ

きである。教育分野に詳しい弁護

 Ｃ 
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士をスクールロイヤーにするとい

うのも、教育分野に詳しいという

のも、いじめの隠蔽に長けている

という意味であるから、断じて許

されない。その旨を明記すべきで

ある。 

１９  38頁において、「市教委の各職員に

法令順守の意識を浸透させるため

には、ただ単に、法令順守の徹底

を呼び掛けるだけでは不十分であ

る。各職員のレベルにもこの意識

を浸透させるためには、定期的

に、法令順守がされているかどう

かの確認を外部専門家により行う

必要がある。」とあるが、市教委の

職員は、取手市の他部局とも人事

異動されるのであるから、市教委

職員にだけ法令順守の意識を浸透

させるだけでは甚だ不十分であ

る。現状において、市長部局で

も、法令に違反しているという指

摘をしても、法令を全く遵守せず

に、指摘を鼻で嗤い取り合わない

職員しかいない。一例を挙げれ

ば、いじめに関して情報公開請求

したところ、市長部局の●●●●

●の●●●は、憲法やいじめ防止

対策推進法などに取手市の●●●

●●がこれっこれこういうことを

しなければならないとかしてはい

けないとか書いてあるんですか、

第何条に書いてあるか言ってみ

て？、そんなこと言える？書いて

ないでしょ、などと述べたうえ鼻

で嗤い続けたり、高笑いしたりし

た。茫然とした次第である。これ

が顕著な例であるが、このような

ことは、認識不足ではなく、認識

したうえであえてそのような対応

をしているというべきである。実

際に、外部の者、この例では、私

というオンブズマンが外部から

 Ｃ 
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種々指摘してもなお、正されない

のであるから、外部専門家による

確認では到底、改善が見込めず、

外部専門家により監視すべきであ

るし、外部専門家による監視は定

期的では不十分で、常時、行うべ

きである。その旨を明記すべきで

ある。 

１９  38頁において、「そのため、前述の

スクールロイヤーの設置ととも

に、定期的に本委員会においてい

じめ防止対策推進法等の法令に基

づく対応について確認する機会を

設けるべきである。そして、さら

に、弁護士との意見交換の機会も

定期的に設けることで、職員の法

令順守の意識、人権意識を高める

必要がある、この場合において

も、教育現場に即した実効的な対

応を行うため、教員や市教委の立

場からもその見解を積極的に提示

していくことが求められる。」とあ

るが、その目的にために、前述の

スクールロイヤーの設置は違法で

あることは上述したとおりである

し、取手市いじめ問題専門委員会

が第三者とは言えず、市教委の擁

護機関であることは上述のとおり

であるから外部とは言えない。弁

護士との意見交換の機会も定期的

に設けることというのも、その弁

護士を選ぶのが学校・教育委員会

であれば、いじめを効果的、効率

的に隠蔽してくれている弁護士を

選ぶことになるのは必至である。

それを防止するためには、その弁

護士を選ぶのは、深刻ないじめの

被害の当事者であるとか、いじめ

の被害の家族会や遺族会に全面的

に委ねることを明記すべきであ

る。いじめを隠蔽した弁護士や隠

蔽を助言した弁護士を選んではな

 Ｄ 
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らないことも明記すべきである。 

１９ 経緯40 38頁において、「ただし、前述のと

おり、法律に基づき行政を運営す

ることの希薄さが市教委の組織に

浸透している可能性があることに

鑑み、内部の力のみで変更をして

いくことは困難である。」とある

が、法律だけではなく、条例や憲

法や条約等に基づいても、行政は

運営するものであることから、条

例や憲法や条約を加えるべきであ

る。 

ご意見を踏まえ，行政が法律以

外に，条例等も遵守すべきであ

ることを明確にするため，「法

律」を「法令」と修正いたしま

した。 

Ａ 

１９  39頁において、「外部人材は、取手

市の教育文化に染まっておらず、

適切にいじめ等の問題に対応した

実績のある人材でなければならな

いことから、具体的には、文部科

学省や、茨城県外の自治体でいじ

め防止体制が充実した自治体から

の出向や人事交流をすべきであ

る。」とあるが、取手市がいじめを

隠蔽するという取手市に特異の、

「教育文化」を有するのではな

く、役所がいじめを隠蔽するのは

普遍であるし、文部科学省も例外

ではないうえ、いじめ防止体制が

充実した自治体など存在しない。

存在しないところとの人事交流や

そこからの出向など論理則上、あ

り得ない。適切にいじめ等の問題

について判断できるのは、深刻な

いじめ被害経験者や我が子に寄り

添った家族・遺族やその人たちの

訴訟代理人となって学校・教育委

員会や●●●●やその保護者達と

争った弁護士等の有識者たちであ

る、ゆえに、外部人材は（深刻な

いじめの被害の当事者であると

か、いじめの被害の家族会や遺族

会の役員であるとか、それらの立

場の人たちから推薦を受けた有識

者にすることを明記すべきであ

 Ｃ 



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

る。いじめを隠蔽した教職員や隠

蔽を助言した有識者を外部人材と

して登用してはならないことも明

記すべきである。いじめを隠蔽し

た教職員や隠蔽を助言した有識者

を外部人材として登用した者を罰

するべきである。その旨を明記す

べきである。 

１９  39頁において、「市教委は、学校現

場で起きたことである以上、学校

からの意見についても聞いた上で

最終的な判断をすべきであった。

今後、市教委が、重大事態につい

て判断する場合においても、学校

と協議の上慎重に判断することを

徹底すべきである。」とあるが、今

回のいじめ自殺については、学校

が重大事態と判断していたもの

の、殆どの重大事態は、学校によ

っても重大事態であると判断され

ないのであるから、その場合、市

教委が、重大事態であるとの判断

をしない学校と協議したとして

も、いじめ防止対策推進法の趣

旨、目的、理念に基づく適法な判

断をすることができるようになる

わけではない。その旨を明記すべ

きである。 

 Ｃ 

１９ 経緯41 39頁において、「市教委及び県教委

は、当事者同士で見解の対立があ

る場合には、事案ついての内容を

説明する際、何よりもまず、学

校・市教委の認識のみならず、保

護者・遺族の意向も共有するよう

徹底すべきである。」とあるが、

「当事者同士で見解の対立がある

場合」に言う「当事者」の範囲が

不明確であるから、「被害生徒、そ

の家族、それらの代理人と、傍観

者を含む●●●●、その家族、そ

れらの代理人、学校・教育委員会

の教職員（教育長や教育委員も含

ご意見を踏まえ，趣旨を明確に

するため，「当事者同士」を「学

校や教育委員会と，保護者・遺

族との間」と修正いたしまし

た。 

Ａ 
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む）等とで見解の対立がある場合

（当然に、これら全てが見解の対

立をしている場合だけではなく、

これらの一者同士であっても見解

が対立している場合も含まれ

る。）」と明確にすべきである。そ

して、見解の対立がある場合とい

う判断は、学校・教育委員会が行

うのではなく、第一に、被害生

徒、次いでその家族が判断する主

体であることを明記すべきであ

る。すなわち、被害生徒がいじめ

を訴えたのに、たとえ被害生徒の

家族が、お前はいじめられていな

い！なまけずに学校に行け！など

と一般的な保護者が言うようなこ

とを言った場合であっても、重大

事態と認定すべきであることは言

うまでもない。その旨を明記すべ

きである。また、何よりもまず、

共有すべきなのは、被害生徒本人

の意向であり、その意向に対立し

ない限り、次いで、被害生徒の家

族・遺族の意向である。被害生徒

本人の意向に対立する被害生徒の

家族・遺族の意向は一切採用して

はならない。その旨を明記すべき

である。 

１９  39頁において、「本件において、学

校及び市教委の調査において、本

件生徒へのいじめを発見すること

ができなかった。」とあるが、学

校・教育委員会がその調査におい

て「本件生徒へのいじめを発見す

ることができなかった」のではな

く、●●●●●、学校・教育委員

会の教職員そのものも含めて、●

●●●●●●、●●●●●●●、

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●のであるか

ら、●●●●●●●●●●●、●

●●●●●●●●●●●●のであ
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る。●●●●●●●●●●●を発

見したというのは、国語として不

自然であるし、この記載は、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

●●●●、絶対に許されない。ゆ

えに、「本件において、学校及び市

教委は、その調査において、学

校・教育委員会の教職員そのもの

も含めて、●●●●●●●●●●

●●●、●●●●●●●、●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●のであるから、●●

●●●●のであって、●●●●●

●●●●●●●●。」に修正すべき

である。 

１９  40頁において、「（Eは未実施）」と

あるが、なぜEは未実施なのかを明

記すべきである。 

 Ｃ 

１９  40頁において、「B、C、Dを含む4

名」とあるが、残る1名がどのよう

な性質を有する立場の生徒なのか

を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  40頁において、「12月18日、指導課

長及びi指導主事らが、午前中に1

組、2組の生徒、4組の生徒数名か

ら聴き取りを行った（4組の残りの

生徒は21日に実施）」とあるが、実

施日が12月18日と同月21日とで間

が開いてしまったのは、19日と20

日が土日であることが理由であろ

うが、このような事態が起こって

いることに鑑みれば、土日や祝日

等の休日であっても、実施すべき

である旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  40頁において、「本件SCは、生徒に

対して、守秘義務があると伝えて

カウンセリングを実施している以

上、当該面談の結果を本人の同意

をなく担任教諭、学年職員、市教

委i指導主事との間で情報を共有す

べきではなかった。」とあるが、取

 Ｄ 
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手市及び茨城県の個人情報保護条

例に基づけば、本人の同意がなく

とも、当該面談の結果という個人

情報を本人の同意なく担任教諭、

学年職員、市教委i指導主事との間

で情報を共有することができる場

合はありうるとは言えるが、これ

は、取手市及び茨城県の個人情報

保護条例の定めによればあくまで

も例外であって、本件は、いじめ

被害者の尊厳を守り真実を明らか

にするためではなく、●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●、明らかに、そ

の用途が●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●、取手市及

び茨城県に対して●●●●を形成

するものというべきである。その

旨を明記すべきである。 

１９  40頁において、「学校は、各生徒の

担任教諭や本件SCとのカウンセリ

ングを実施していることは認めら

れるが、事実調査のための面談は

実施していない。遺族の立場で

は、教育委員会による調査を求め

ていたことから、学校として事実

の調査を行わなかったこと自体は

やむを得なかったと考えられる。」

とあるが、「各生徒の担任教諭や本

件SCとのカウンセリングを実施し

ている」という記載では、誰が誰

に何を実施したのかがわからな

い。本件SCが各生徒の担任教諭に

対してカウンセリングを実施した

のであろうか、各生徒の担任教諭

でもなければ本件SCでもない学校

職員が、各生徒の担任教諭や本件S

Cに対してカウンセリングを実施し

たのであろうか、またそれなら

ば、カウンセリングではなく●●

●●●ではないか。その旨を修正

 Ｃ 
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すべきである。また、遺族が、教

育委員会による調査を求めつつ、

学校による調査をしないように求

めていたのならば、学校による調

査をすべきではない。しかし、遺

族が教育委員会による調査を求め

る以前に、いじめ防止対策推進法

に基づいて学校による調査を行わ

なければならないのであるから、

学校が事実調査のための面談を実

施していないことを正当化するこ

とはできないから、「学校として事

実の調査を行わなかったこと自体

はやむを得なかったと考えられ

る」との記載は、いじめの隠蔽に

当たる。その旨を明記すべきであ

る。 

１９  40頁から41頁において、「12月2

日、本件生徒の父親が、教育参事

及び指導課長に対して、「アンケー

トには娘へのいじめ項目を具体的

に含めたい」と要望した。しか

し、教育参事及び指導課長は、（そ

れは）「難しい」、「アンケートはこ

の形が妥当」、（持ち帰り記述式な

ので）「書く生徒は書ける」等と答

えている。しかし、教育参事及び

指導課長は、父親がどのような質

問を想定しているのか、さらに踏

み込んで確認すべきであった。」と

あるが、「教育参事及び指導課長

は、父親がどのような質問を想定

しているのか、さらに踏み込んで

確認すべきであった。」というので

は、十分に被害者の遺族に寄り添

った対応であるとは言えない。遺

族が、我が子のいじめ被害を隠蔽

することなく、「アンケートには娘

へのいじめ項目を具体的に含めた

い」と要望した以上、被害者遺族

の要望したいじめ項目を全面的に

反映して具体的にアンケート項目

 Ｃ 
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として採用しなければならなかっ

た。そこまで明記すべきである。

そして、それをせずに、教育委員

会で、遺族の思いを踏み躙り、い

じめ防止対策推進法に違反して、

アンケート項目を学校・教育委員

会に●●●●●●●●●●●●●

●。その旨を明記すべきである。 

１９  41頁において、「調査報告書におい

ては、市教委の質問及びこれに対

する生徒の回答は、「クラス内でぽ

つんとひとりぼっちでいたか否か

という外形的な側面のみに着目し

た質問及び回答である」可能性で

あることが指摘されている。ま

た、市教委が外形的の側面のみに

着目している点は、平成28年3月16

日の市教委臨時会における「後の

日記に書かれていることについて

の面接を通しても1人ぼっちではな

かった」という発言からも看取す

ることができる。そうだとする

と、市教委は、ただ単に本件生徒

の外形的な側面のみに着目するの

ではなく、孤独を感じている心理

状況を生じさせている背景に着目

して聴き取りをすべきであった。」

とあるが、まず、いじめがあった

場合でも、「市教委における聴き取

りのなかで、「ぼっち」であったか

否かについて、これを肯定する回

答をした生徒は一人もいなかっ

た」としても、聴き取り対象の生

徒は、傍観者を含むいじめの●●

●であるから、そのいじめがなか

ったという方向での回答を俄かに

は措信することができないし、予

備的に、いじめが日常の風景とし

て後退し、いじめをいじめとして

感じ取ることができないという点

があることも指摘しておく（中井

久夫の「いじめの政治学」参照）。

 Ｃ 
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後者（予備的なもの）の場合であ

れば、むしろ、いじめがあったこ

との証左である。その旨を明記す

べきである。 

１９  41頁における、「課題⑬－原因1ス

クールカウンセラーの面談につい

て（初期対応）」であるが、「上述

のとおり、スクールカウンセラ

ー、担任教諭、学年職員、市教委i

指導主事による●●●●●●●●

●●、スクールカウンセラーの●

●●●●●による●●●●につい

ての言及がなく、ここでも、本提

言案は、学校・教育委員会を庇い

立てている。いじめを隠蔽するた

めに面談の結果を本人の同意なく

共有したことが、スクールカウン

セラー、担任教諭、学年職員、市

教委i指導主事による●●●●●●

●●●●、スクールカウンセラー

の●●●●●●であり、それによ

る●●●●があったことを明記す

べきである。また、日記に基づい

て生徒から聴き取りすることがス

クールカウンセラーの専門の範囲

を超えているという判断の根拠を

明示すべきである。本提言案では

結論だけ示されていてその根拠が

何ら示されていない。 

 Ｄ 

１９  41頁から42頁において、「教育参事

及び指導課長は、父親の要望に反

して、本件生徒に対するいじめに

ついての具体的な質問をアンケー

トに入れることを避けた。市教委

の立場としては、生徒全体からい

じめの有無についての情報を得る

ためにアンケートを行い、そし

て、本件生徒に特化した内容につ

いては、面談で確認をする意向だ

ったとのことである。確かに、前

述の役割分担自体は、不適切とは

言えないと考えられる。しかし、

 Ｄ 
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もし、保護者・遺族がアンケート

に本件生徒に特化した質問を追記

することを強く希望するのであれ

ば、本件生徒に関する質問をアン

ケートの中に追加したとしても、

本件生徒以外に関するいじめにつ

いての質問も追記することで、生

徒全体についての情報を得ること

はできたはずである。」とあるが、

市教委の立場としては、いじめを

徹底的に隠蔽したかったのである

から、本件生徒に特化した内容に

ついては、面談で確認をする意向

だったか否かは関係がない。ここ

でも、本提言案は、「確かに、前述

の役割分担自体は、不適切とは言

えないと考えられる。」と述べて、

学校・教育委員会を擁護してい

る。しかし、「本件生徒に対するい

じめについての具体的な質問をア

ンケートに入れる」と、「本件生徒

に特化した内容については、面談

で確認をする」ことができなくな

るわけではない。いずれか一方を

すれば他方ができなくなるわけで

はない以上、十分な調査を行うた

めには、両方を行うべきであっ

た。それは、保護者が●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

も言えることである。本提言案

は、保護者が●●●●●●●●●

●、「本件生徒に対するいじめにつ

いての具体的な質問をアンケート

に入れ」ばいいとの趣旨の記載を

しているが、いじめ被害者の保護

者の殆どは、学校・教育委員会と

一体になっていじめを隠蔽するの

であるし、気の弱い親で強く希望

していないようで心の中では強く

希望している人もいるのであるか

ら、保護者が強く望んだ場合だけ

に限定してはならないし、保護者
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が強く望んだと判断する主体が、

学校・教育委員会であってはなら

ないのも上述のとおりである。前

述の役割分担自体が不適切である

というにとどまらず、違法であ

る。「本件生徒に対するいじめにつ

いての具体的な質問をアンケート

に入れる」となると、具体的にい

じめがあったとの評価をしなけれ

ばならなくなる記載があれば、学

校・教育委員会としてはそれを隠

蔽しなければならなくなり、公用

文書毀棄罪を構成することになる

が、面談で、具体的にいじめがあ

ったとの評価をしなければならな

くなる回答が生徒の口から出そう

になったら会話を別の話題に誘導

するなどして、回答を誘導するこ

ともできるし、どんなにいじめが

あったことを訴えようとも、聴取

記録に書かなければ十分にいじめ

が隠蔽できるからである。このこ

と自体は公用文書毀棄罪を構成し

ないし、アンケートの隠蔽より

も、教職員という優越的な地位に

あることを利用して容易に隠蔽を

することができるのである。さら

に、アンケートで「本件生徒に対

するいじめについての具体的な質

問を」するのと、面談で「本件生

徒に特化した内容について」「確認

をする」のとでは、いじめの隠蔽

が二重となり手間であったのであ

る。●●に限らず、●●●●●●

や●●●●など被害者本人やその

保護者が訴えれば、その訴えどお

りのアンケートを実施しなければ

ならないし、被害者本人やその保

護者が訴えれば、被害者本人やそ

の保護者が直接、面談を実施する

ことができるようにしなければな

らない。その旨を明記すべきであ
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る。 

１９  42頁において、「そもそも、市教委

のヒアリングについて、市教委の

職員において、十分聴き取りの方

法等について学ぶ機会がなかった

ことも一つの原因と思われる。ま

た、実際にどこまで調査を行え

ば、事実の調査として十分なの

か、市教委のみでの判断は困難で

あるし本件においても、そのよう

な確認を専門家にすることができ

れば、聴き取りの方法、追加の調

査の必要性等も検討することがで

きたと考えられる。」とあるが、本

提言案は、徹底的に、学校・教育

委員会の教職員の能力不足や不注

意による過失で処理したくてたま

らないのであるが、これこそ、い

じめの隠蔽の隠蔽である。謝罪す

べきである。市教委のヒアリング

について、市教委の職員は、●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●。また、実際にどこまで調査を

行えば事実の調査として十分なの

かは、被害者が決めることである

から、市教委が決めることではな

い。専門家に確認するのではな

く、被害者本人が生存していたら

被害者本人とその家族（家族を含

めるのは家族がいじめを隠蔽して

いない場合に限る）、被害者本人が

死亡ないし意識不明なら被害者本

人の生前の意思とその家族（家族

を含めるのは家族がいじめを隠蔽

していない場合に限る。隠蔽して

いた場合は、家族の意思を採用し

てはならず、深刻ないじめの被害

の当事者であるとか、いじめの被

 Ｄ 
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害の家族会や遺族会の役員である

とか、それらの立場の人たちから

推薦を受けた有識者）が判断する

ことにしなければならない。その

旨を明記すべきである。 

１９  42頁において、「前述のとおり、

「ぼっち」だったか、という表面

的な聞き方をしている。また、教

員や市教委が、資料に基づいて事

実を調査することについて専門性

を有している訳ではない上、当

時、市教委の立場で、事実調査の

方法について相談できる手段がな

かったことは、市教委が適切な調

査をできなかった背景と考えられ

る。」とあるが、いじめ防止対策推

進法に基づけば、教員や市教委

が、資料に基づいて事実を調査す

ることについて専門性を有してい

なければならないのであるから、

教員や市教委が、資料に基づいて

事実を調査することについて専門

性を有していない時点でいじめ防

止対策推進法に反し違法である。

本提言案は、市教委を守り通した

いのであるが、市教委が適切な調

査をできなかったのではなく、市

教委が適切な調査をしようとすれ

ばできたのに、いじめを隠蔽する

ためにあえて適切な調査を怠った

のであるから（本提言案は、市教

委を擁護することをやめるべきで

ある。その旨を明記すべきであ

る。 

 Ｄ 

１９  42頁において、「本件においては、

情報共有の要請と守秘義務のバラ

ンスについて十分理解できていな

かったのは、学校現場のみなら

ず、市教委も同様である。そのた

め、学校及び市教委の職員に対し

て、以下の内容の研修を実施すべ

きである。 

 Ｃ 
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・カウンセラーの守秘義務及び本

件における事例を通じたカウンセ

ラーと教員の適切な連携について

の検討 

・いじめの調査方法、調査範囲 

※本件の事実関係をそのまま共有

し、適切なヒアリング方法につき

ロールプレイ等を用いて具体的に

実施してみることが必要である。

特に、「ぼっち」と記載された本件

の日記に基づいた聴き取り方法に

ついて共有すべきである。 

※さらに、聴き取り調査において

は、追加で聞取りも必要となる場

合もあること、どのような場合に

追加の聞取りが必要かについて明

確にする。」とあるが、研修の講師

は、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者にすることを明記すべ

きである。いじめを隠蔽した教職

員や隠蔽を助言した有識者等を講

師にしてはならないことも明記す

べきである。数々のいじめ自殺事

件の経験からしても、そのような

場に堕し、如何にして●●●●●

●、いじめをエスカレートさせる

か、いじめを隠蔽するかの技能が

発展する場に堕することは目に見

えている。そうなれば、いじめ、

いじめの助長、いじめの隠蔽のた

めに教員にとり極めて有効な場に

ならざるを得ない。ましてや、「本

件の事実関係をそのまま共有し、

適切なヒアリング方法につきロー

ルプレイ等を用い」るとあるが、

これこそ、どうすれば隠蔽できた

かを知る絶好の機会になってしま

うであろう。それらを防止するた

めにも、全ての機会における、深
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刻ないじめの被害経験者の講師と

しての参加は必須である。その旨

を明記すべきである。また、子ど

もの権利条約委員会による国連勧

告のうちいじめに係る部分も研修

に用いるべきである。「追加の聞取

りが必要」な場合とは、被害者側

がそれを求めた場合は全て「追加

の聞取りが必要」な場合に含まれ

る。その旨を明記すべきである。 

１９  42頁から43頁において、「本件にお

いては、調査の方法、範囲等につ

いて、専門家ヘの相談ができてい

れば、追加調査の要否も含めて適

切に判断することができたと思わ

れる。そのため、学校や市教委が

適時に相談できる「スクールロイ

ヤー」の設置を行うことで、アン

ケートの修正、面談の方法、資料

に基づいた事実調査等を適切に行

うことができると考えられる。」と

あるが、上述のとおり、改革すべ

きは、被害者の意見・意向の反映

についてであって、すでに行われ

ている顧問弁護士等による法的な

助言に加えてさらにスクールロイ

ヤーを設置することではない。ス

クールロイヤーは、いじめの被害

者側に立って損害賠償請求訴訟や

住民訴訟等を行なってきた弁護士

ではなく、行政や私学の顧問弁護

士として、いじめを隠蔽してきた

者たちである。学校や市教委が適

時に相談できるとあるように、被

害者側が相談する者ではない。そ

のような者を絶対に設置してはな

らない。ましてやこれをいじめや

いじめ隠蔽を撲滅するための再発

防止策として提言することなど決

して許されない。謝罪すべきであ

る。全面的に撤回すべきである。 

 Ｃ 

１９  43頁において、「市教委事務局から  Ｄ 
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以下のような発言があり、市教委

の決定をミスリードしたことが、

まずは、市教委が違法な議決をし

た原因の一つとして考えられる。 

・指導課長は、「いじめがなかった

と結論づけた理由は何か」との教

育委員の質問に対し、全生徒への

アンケート結果、3年生全生徒との

面接の結果から、本件生徒に対す

るいじめについて他の生徒の発言

がなかったことを根拠に挙げた。 

・保護者と学校側の聴き取りの食

い違いを質問されると、「保護者は

…明らかに事故者がいじめられて

いたという前提のもとに」聞いて

いるとして、第三者性に欠け、信

用性が乏しいものであるかのよう

な回答をし、学校側の聴き取りに

おいても基本的には保護者が聴き

取りを行った事実と同様の事実関

係が明らかになっていることを報

告しなかった。」とあるが、市教委

事務局が「市教委の決定をミスリ

ードした」などとして教育委員の

擁護しようとしているが、市教委

事務局と教育委員とは一体となっ

て故意にいじめを隠蔽したのであ

るから、教育委員が●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●、●●●●●●●●●●●

ものでもない。また、全生徒への

アンケート結果、3年生全生徒との

面接の結果から、本件生徒に対す

るいじめについて他の生徒の発言

がなかったとしても、それは隠蔽

によって仮構された結果である

し、たとえ本当に本件生徒に対す

るいじめについて他の生徒の発言

がない場合でも、他にいじめがあ

ると言える遺書や日記等があれば

いじめがあったというべきであ
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る。さらに、市教委の言うよう

に、仮に「「保護者は…明らかに事

故者がいじめられていたという前

提のもとに」聞いているとして、

第三者性に欠け、信用性が乏しい

ものである」のであれば、市教委

は、明らかに被害生徒がいじめら

れていなかったという前提のもと

に聞いているとして、第三者性に

欠け、信用性が乏しいものである

ということになるのに、「保護者は

…明らかに事故者がいじめられて

いたという前提のもとに」聞いて

いるとして、第三者性に欠け、信

用性が乏しいものである」としな

がら、市教委は第三者性を満た

し、信用性もあるというのは著し

く不合理である。そもそも、保護

者の調査に第三者性がないという

回答は、いじめ防止対策推進法の

趣旨、目的、理念にも違反し、違

法である。その旨を明記すべきで

ある。 

１９  43頁において、「本件では遺族との

対立も先鋭化しており、この議決

においても慎重に行う必要があっ

た。しかし、市教委から直接相談

できる弁護士の窓口はなかった。

もし仮に弁護士等に相談すること

ができれば、あえて、市教委にお

いて、「重大事態でない」との決議

をすることも避けられたものと考

えられる。」とあるが、重大事態で

はないとの議決を慎重に行う必要

があったのではなく、重大事態で

あるという議決を行うべきだった

のである。市教委から直接相談で

きる弁護士の窓口は市の顧問弁護

士がいた。全国で現在でも、首

長、地方公共団体ないし教育委員

会の顧問弁護士は●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●
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●、「仮に弁護士等に相談すること

ができれば、あえて、市教委にお

いて、「重大事態でない」との決議

をすることも避けられた」とは到

底、言えない。もっと、●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、本件では最終的には隠

蔽しきれなかったために、今後の

いじめは隠蔽することができるよ

うに、スクールロイヤーの設置だ

の弁護士資格を有する職員を採用

するだのと言っていることは一見

して明らかである。取手市が、今

回のいじめ自殺事件を全く反省し

ていないことは明らかである。 

１９  43頁において、「課題⑭－原因3教

育委員の不注意 

ただし、市教委の会議において

は、委員会事務局より、本件生徒

の日記が「資料8」として提出され

ており、また、保護者による調査

結果についても、指導課長に対し

て質問をしている。そのため、教

育委員においても、重大事態ガイ

ドラインを正しく認識していれ

ば、「重大事態に該当する」との判

断が十分に可能だった。さらに、

教育委員が、重大事態の該当性に

ついて法的な根拠について確認を

しなかった点は、やはり、議決機

関としての市教委が形骸化してお

り、実質的な審議ができていなか

った可能性がある。」とあるが、こ

こでも、本提言案は、教育委員の

不注意として、教育委員の●●●

●●●●●、過失の問題として処

理して、教育委員を庇い立て、教

育委員の●●●●●●●●●●●

●●●●●。上述のとおり、教育

委員は、市教委事務局と一体とな

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●、●●●●●●●。その

 Ｄ 
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旨を明記すべきである。このよう

な提言案を出した取手市いじめ問

題専門委員会は一旦、解散すべき

である。「議決機関としての市教委

が形骸化しており、実質的な審議

ができていなかった可能性があ

る。」のではなく、「議決機関とし

ての市教委が形骸化しており、実

質的な審議ができていなかった」

と断言すべきである。御用機関に

なり果てているとも断言すべきで

ある。教育委員のことと組織とし

ての教育委員会とのことを両方と

も市教委と述べることは混同にな

ってしまうから、修正すべきであ

る。 

１９  44頁において、「また、調査委員会

によれば、市教委に本件の議決の

原因について確認しても、「文部科

学省の基本方針に対する正確な理

解が欠如していたと異口同音に帰

ってくるだけであった」（調査報告

書81頁）とのことである。しか

し、そもそも、法令の理解の欠如

以前に、以下の通り市教委が「本

件生徒・遺族に寄り添って、事実

を解明しよう」とする姿勢が欠如

していたと考えられる。」とある

が、「文部科学省の基本方針に対す

る正確な理解が欠如していたと異

口同音に帰ってくるだけであっ

た」のは、他の官僚答弁と同様

に、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●というべきであり、

そのような対応もまた、本件生

徒・遺族に寄り添って、事実を解

明しようとする姿勢が欠如してい

ると言わざるを得ない。さらに、

「そもそも、法令の理解の欠如以

前に、以下の通り市教委が「本件

生徒・遺族に寄り添って、事実を

 Ｄ 
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解明しよう」とする姿勢が欠如し

ていた」だけではなく、いじめを

隠蔽することを目的にしていた。

その旨を明記すべきである。 

１９  44頁において、「すなわち、市教委

は、本件生徒の自死後のいじめの

事実関係の調査においても、積極

的に事実を解明するのではなく、

表面的に、かつ、短時間で調査し

ている。そして、途中で得られた

重要な供述についても、追加での

調査を行わなかった。」とあるが、

これすなわち、いじめの隠蔽であ

る。本提言案は、学校・教育委員

会がいじめを隠蔽したことを全く

指摘していない。このこともま

た、本提言案がいじめの隠蔽をさ

らに隠蔽したというべきである。

その旨を明記すべきである。 

 Ｃ 

１９  44頁において、「また、本件生徒の

両親から学校及び市教委に渡され

た本件生徒の日記や「くさや」の

付箋については、信用性の観点に

おいても無視することができない

資料である。通常一般人であれ

ば、当然当該日記や付箋からすれ

ば、その背景には深刻ないじめが

あることを容易に推認できる。そ

れにもかかわらず、その背景につ

いては、十分な調査も行わずに、

「いじめはなかった」と判断して

しまった。」とあるが、これすなわ

ち、いじめの隠蔽である。本提言

案は、学校・教育委員会がいじめ

を隠蔽したことを全く指摘してい

ない。このこともまた、本提言案

がいじめの隠蔽をさらに隠蔽した

というべきである。教育委員会が

追加の調査を行って事実関係をさ

らに調査すべきであるが、本件生

徒の日記や「くさや」の付箋があ

る時点で、深刻ないじめがあった

 Ｄ 
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と十分に認められるから、いじめ

を認めなければならなかった。そ

して、教育委員会が十分な調査も

行わずに「いじめはなかった」と

判断したのは、●●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●（●●●●●●●●●●●●●

●●）●●●●●●●●●●●●

●●●●●●、●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●のである。その旨を明記すべき

である。 

１９  44頁において、「さらに、指導課長

は、いじめがあったとする本件生

徒の両親の調査結果について「信

用性が低い」ものとして判断し、

市教委の審議においても、学校側

の聴き取りにおいても、基本的に

は保護者が聴き取りを行った事実

について報告しなかった。真に事

実を解明するつもりだったのであ

れば、保護者の提出した資料で、

市教委にとっても不利なものにつ

いても包み隠さず提示していたは

ずである。」とあるが、これすなわ

ち、いじめの隠蔽である。本提言

案は、学校・教育委員会がいじめ

を隠蔽したことを全く指摘してい

ない。このこともまた、本提言案

がいじめの隠蔽をさらに隠蔽した

というべきである。その旨を明記

すべきである。 

 Ｃ 

１９  44頁において、「そもそも、決議が

必要ないにもかかわらず、あえて

「重大事態でない」との決議をし

た背景にも、やはり、市教委とし

て「調査したけれども分からなか

った」との点を明らかにしたいと

の意識があったと考えられる。」と

あるが、これは全くの誤りであ

る。教育委員会は、「重大事態でな

 Ｄ 
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い」との決議をしたのは、市教委

として「調査したけれども分から

なかった」との点を明らかにした

かったのではなく、いじめを隠蔽

したかったからである。●●●●

●●●●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●●●、「重大事

態でない」ということもできない

のである。それでも、なお、「重大

事態でない」との決議をしたの

は、重大事態を重大事態ではない

ということにして隠蔽したかった

からである。「そもそも、決議が必

要ない」という点では、取手市自

体が他の点でも、他の自治体では

規定しないことまで規定したり、

他の自治体では書式・様式を定め

ないものまで定めたりしているこ

ととも切り離して考えることはで

きない。取手市の行政そのものが

おかしいのである。その旨を明記

すべきである。 

１９  44頁において、「これらの市教委の

行為には、一貫して、真実を究明

し、遺族に寄り添うという姿勢が

ないことからすれば、理想の状況

に至れていない根本の原因は、個

別の知識の不足等のレベルではな

く、このような市教委の組織文化

が根本に存在すると言わざるを得

ない。」とあるが、「根本に存在す

る」「市教委の組織文化」こそがい

じめの隠蔽体質であり、それを明

記すべきである。さらに、間違っ

たことをしたら謝罪して訂正して

反省して二度と同じことを繰り返

さず、類似したことも惹き起こさ

ないといった、あなたがたが学校

で子どもたちに教育している当た

り前のことを実践すべきである。

その旨を明記すべきである。そし

て、「個別の知識の不足等のレベル

 Ｃ 
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ではなく、このような市教委の組

織文化が根本に存在すると言わざ

るを得ない。」のは、取手市教育委

員会だけではなく、取手市の組織

全体ひいては全国の官僚組織や民

間部門の組織全般について当て嵌

まる。その旨を明記すべきであ

る。 

１９  44頁から45頁において、「このよう

な法令に反する決議がなされるこ

とを防止するためには、教育委員

が、市教委事務局の誤りを是正し

なければならない。ただし、「教育

委員」は、「大局的立場に立って、

教育行政の方針や大綱を決定し得

る識見と能力を有することが必要

であるが、必ずしも教育行政の実

際の運用についての専門的知識と

経験を有する人でなくても良い。」

と解されている4。この制度は、

「住民が専門的な行政官で構成さ

れる事務局を指揮監督する、いわ

ゆるレイマンコントロールの仕組

みにより、専門家の判断のみによ

らない、広く地域住民の意向を反

映した教育行政を実現」5すること

が目的であるから、教育委員がい

じめ関連の法令について専門的知

見を有すべきとの再発防止策は制

度趣旨からして妥当でない。そこ

で、今後、決議の際は、市教委事

務局は、議決の際は、必ず関係法

令やガイドライン等を各資料と合

わせて提示するようにすべきであ

る。」とあるが、これぞ、本提言案

におけるいじめ隠蔽の総決算と言

わなければならない。子どもの権

利条約やいじめ防止対策推進法に

基づいても、教育委員がいじめ関

連の法令について専門的知見を有

するか、いじめ関連の法令につい

て専門的知見を有しないとして
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も、決していじめを隠蔽すること

なく、いじめの問題の深刻性を深

く理解しどんなことがあってもい

じめの被害者に寄り添ってきた者

であるべきである。いじめの問題

の深刻性を深く理解しどんなこと

があってもいじめの被害者に寄り

添ってきた者は、必ずしもいじめ

関連の法令について専門的知見を

有する者を意味しない。そもそ

も、本提言案の引用によっても、

教育委員は、「大局的立場に立っ

て、教育行政の方針や大綱を決定

し得る識見と能力を有することが

必要である」わけであるし、「必ず

しも教育行政の実際の運用につい

ての専門的知識と経験を有する人

でなくても良い。」ということは、

「住民が専門的な行政官で構成さ

れる事務局を指揮監督する」ので

あれば、「教育行政の実際の運用に

ついての専門的知識と経験を有す

る人」であってもいいのである

し、いじめの被害者当人やその保

護者としていじめやいじめ隠蔽に

対して立ち向かった人は、「大局的

立場に立って、教育行政の方針や

大綱を決定し得る識見と能力を有

する」し、いじめやいじめの隠蔽

などいじめに関する「教育行政の

実際の運用についての専門的知識

と経験を有する」というべきであ

る。そのような人が取手市の住民

であれば、当然のことながら取手

市の住民でもあるのである。いじ

め関連の法令について専門的知見

を有す教育委員がいてもいいわけ

であるし、いじめを隠蔽すること

がない教育委員は、いじめ関連の

法令について専門的知見を有する

とは限らない。いじめ関連の法令

について専門的知見を有したとこ
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ろで、その知識を利用していじめ

を隠蔽する者は枚挙に暇がない

し、いじめ関連の法令について専

門的知見を有しておらずとも、い

じめを隠蔽せずいじめの被害者に

真摯に誠実に寄り添う者もいる。

教育委員がいじめについての知識

や経験を有しなくともよいとする

のは、子どもの権利条約やいじめ

防止対策推進法に直接違反する。

全面的に撤回したうえで謝罪して

第三者検証委員会による検証を行

うべきである。教育委員は、全

員、決していじめを隠蔽しない者

で占めなければならないしその旨

を明記すベきである。また、「今

後、決議の際は、市教委事務局

は、議決の際は、必ず関係法令や

ガイドライン等を各資料と合わせ

て提示するように」したとして

も、教育委員が形骸化していれば

無意味であるし、市教委事務局の

誘導ないし強要に屈することな

く、いじめ隠蔽を指弾できる人物

で教育委員が占められなければな

らない。さらに言えば、ガイドラ

インは関連法規であるから、ガイ

ドラインに法的拘束力がないとす

る記述は訂正すべきであるもその

旨を明記すべきである。 

１９  45頁において、「前述のとおり、も

し、教育委員が市教委事務局に対

して法的根拠を尋ねれば、重大事

態ガイドラインの提示を受けて、

「重大事態に該当しない|との決議

が誤りであったことは認識できた

はずである。」とあるが、学校・教

育委員会は、法解釈を徹底的に捻

じ曲げるのであるから、たとえ、

教育委員が市教委事務局に対して

法的根拠を尋ねて重大事態ガイド

ラインの提示を受けたとしても、

 Ｄ 
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「重大事態に該当しない」との●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●、「重大事態に該当し

ない」との決議をすることになっ

たというべきである。その旨を明

記すべきである。 

１９  45頁において、「そのため、教育委

員においては、常に緊張感をもっ

て審議し、同じ轍を踏まないよう

にするため、教育委員の就任時に

（本提言の公開の時点において既

に就任している教育委員について

は、公開された時点で）、本件の事

例（特に違法な決議の部分）につ

いて審議の中で時間を確保して周

知し、法令遵守の意識を強化すべ

きである。」とあるが、子どもの権

利条約やいじめ防止対策推進法に

基づいても、教育委員がいじめ関

連の法令について専門的知見を有

するか、いじめ関連の法令につい

て専門的知見を有しないとして

も、決していじめを隠蔽すること

なく、いじめの問題の深刻性を深

く理解しどんなことがあってもい

じめの被害者に寄り添ってきた者

であるべきである。そうすると、

教育委員の就任時であるとか、本

提言の公開の時点において既に就

任している教育委員については、

本提言の公開された時点でではな

く、教育委員の就任の相当前に、

既に就任している教育委員につい

ては子どもの権利条約やいじめ防

止対策推進法がすでに有効となっ

ている以上、すでに本件の事例

（特に違法な決議の部分）につい

てはもとより、いじめといじめ隠

蔽を撲滅するために必要なこと一

切につき審議の中で時間を確保し

て周知し、法令遵守の意識を強化

すべきであるしその旨を明記すべ

 Ｃ 
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きである。 

１９ 経緯47 45頁において、「前述の通り、そも

そも、市教委職員が十分に法的知

識を習得し、又は、外部から取得

することができれば、何ら問題は

なかったものである。特に、本件

において、市教委がどのように資

料を提示した点が調査報告書にお

いて「不当極まりない」と判断さ

れたのか、市教委の研修において

周知すべきである。」とあるが、

「そもそも、市教委職員が十分に

法的知識を習得し、又は、外部か

ら取得することができ」るか否か

は、●●●●●●●●●●●●●

●●●とは関係がない。「何ら問題

はなかった」というのは何重にも

関することはできていた。そのう

えで，本件いじめ自殺が惹起され

たのであるから、●●●●●●●

●●●●●●。学校・教育委員会

は、●●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●●●●●●●●

●●●●●。研修の講師は、深刻

ないじめの被害の当事者であると

か、いじめの被害の家族会や遺族

会の役員であるとか、それらの立

場の人たちから推薦を受けた有識

者にすることを明記すべきであ

る。いじめを隠蔽した教職員や隠

蔽を助言した有識者等を講師にし

てはならないことも明記すべきで

ある。 

ご意見を踏まえ，趣旨を明確化

するため，「外部から取得する

ことができれば，何ら問題はな

かった」を「外部から取得した

上で，適切に対応することがで

きれば，何ら問題はなかった」

と修正いたしました。 

Ａ 

１９  45頁において、「そして、市教委が

どのように資料を提出し、説明す

ることが適切だったのか、ただ単

に結論を共有するのみならず、そ

のような対応がなされた背景も含

めて議論を深め、しっかりと各職

員が実践できるように研修を行う

べきである。」とあるが、「しっか

りと各職員が実践できるように」

 Ｃ 
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なったか否かを判断するのは、深

刻ないじめの被害の当事者である

とか、いじめの被害の家族会や遺

族会の役員であるとか、それらの

立場の人たちから推薦を受けた有

識者であって、それらの人によっ

て、「しっかりと各職員が実践でき

るように」なったと判断されない

限り、その者は職員として認めら

れないことにすべきである。その

旨を明記すべきである。 

１９  45頁において、「前述のとおり、も

し市教委において知見がないので

あれば、外部から知見を持参する

ことが重要である。その意味で

は、本件の議決を回避するために

も、スクールロイヤーの設置又は

弁護士の職員の採用は必要であ

る。」とあるが、ここでも、本提言

案は、いじめを隠蔽するためにあ

の手この手で法律家によるいじめ

隠蔽を加速させる措置を取りたく

てたまらないのである。スクール

ロイヤーの設置や弁護士の職員の

採用については、すでに述べたと

おり、本件いじめ自殺に際して取

手市は法的にいじめを隠蔽するこ

とができなかったから、次からは

いじめを法的に隠蔽することがで

きるようにすることが目的である

から、絶対にあってはならない。

全面的に撤回すべきである。 

 Ｃ 

１９  45頁において、「特に、前述のとお

り、市教委の課題は組織的なもの

である。まずは、そのような文化

を変えるためには、具体的な行動

から変えていく必要がある。」とあ

るが、「課題」という記載が違法で

あり、不法行為やせめて問題であ

るというべきであることは上述の

とおりである。本件のいじめ自殺

の隠蔽の問題は、組織的なものだ

 Ｃ 
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けではなく、個人的なものもある

から、組織的なもののみであると

記載することは、教職員個人を庇

い立てることに他ならない。その

旨を明記すべきである。 

１９  45貢において、「自律的かつ継続的

な努力」、「個々の学校や市教委の

職員の自助努力にゆだねるのでは

なく」とあるが、自律的という表

現を使用しているから、学校・教

育委員会がこの表現を利用してい

じめを隠蔽することは明らかであ

る。この表現をもっても外部から

の指摘を受け入れないということ

を意味しないこと、外部からの指

摘を徹底的に受け入れることを明

記すべきである。また、これらに

言う「努力」がいわゆる努力義務

を意味せず、法的拘束力をもった

義務であることを明記すべきであ

る。 

 Ｃ 

１９  45頁から46頁において、「具体的に

は、以下の通りである。 

・市長と市教委が、年に2回以上総

合教育会議を実施し、責任を持っ

て当該再発防止策の実施状況を確

認するとともに、市長はその予算

等の確保もする。 

・取手市いじめ問題専門委員会や

教育委員会議に定期的に実施状況

について報告をする。その際、生

徒や教職員等からのアンケート結

果等定性的なデータもそのまま共

有する。」とあるが、これだけで

は、全く再発防止策になっていな

い。以下のものを全て追加すべき

である 

 Ｃ 

１９  いじめやいじめの助長やいじめの

隠蔽があった場合には全ての場合

で、取手市として不法行為債権や

不当利得返還請求権等を必ず行使

すること、国家賠償請求が認容さ

 Ｃ 
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れた場合には求償権を必ず行使す

ること 

１９  仮定の質問には答えられないであ

るとか、個別の事案には答えられ

ないであるとか、質問に対する回

答をせずに同じ言葉を延々と言い

続けるであるとか、鼻で嗤うなど

の冷酷極まりない対応を根絶し、

万一それらの対応を犯した者に対

しては、民事・刑事・行政事等の

最大限の法的措置を行使すべきこ

と 

 Ｃ 

１９  研修の講師は、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者にするこ

と。いじめを隠蔽した教職員や隠

蔽を助言した有識者を講師にして

はならないこと 

 Ｃ 

１９  いじめ防止対策推進法に基づく、

児童生徒や保護者からいじめによ

り重大な被害が生じたという申立

ての制度（申立てと表現されてい

るが、被害者やその保護者が電話

や面前で口頭により被害を伝えた

り、ノートの切れ端や日記にいじ

めが示唆される言葉があったりし

た場合が含まれることは当然のこ

とである）を児童生徒や保護者に

積極的に周知すること 

 Ｃ 

１９  いじめやいじめ隠蔽の被害者や被

害者の家族に無償で裁判を起こす

ことができるよう、訴訟費用や弁

護士費用の全額を市が支出し、市

が敗訴した場合には責任を有する

職員に全額を求償請求すること 

 Ｃ 

１９  何人も、取手市が法令を遵守して

いないと認めたら、取手市は第三

者検証委員会を設置して法令順守

について調査審議しなければなら

ないものとすること 

 Ｃ 
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１９  外部人材として積極的な登用すべ

きなのは、深刻ないじめ及びいじ

め隠蔽の被害経験者とその御家

族・御遺族のかたである。深刻な

いじめ及びいじめ隠蔽の被害経験

者とその御家族・御遺族のかたを

教育委員や第三者検証委員会の委

員やそれらを選ぶ人にすること 

 Ｃ 

１９  いじめの被害者かその保護者かの

少なくとも一方がいじめを訴え出

たら必ず重大事態だと認定しなけ

ればならないこと 

 Ｂ 

１９  わざわざ注意喚起しなければなら

ない人物を教育委員に任命するの

ではなく、注意喚起をする必要が

ない人物、積極的に世間に注意喚

起をしている人物を教育委員に任

命すること 

 Ｃ 

１９  取手市議会と国連の子どもの権利

条約委員会にも定期的な報告をす

ること、市庁舎や市立図書館や市

のホームページ上でも、一般にも

広く公表すること 

 Ｃ 

１９  条例において、いじめおよびいじ

め隠蔽に関する資料を永年で保管

することを規定すること 

 Ｃ 

１９  「旧調査委員会が調査内容が記録

されている資料を全て廃棄したこ

と」の責任者全員を懲戒免職にす

るとともに、公務員の告発義務を

果たし、公用文書等毀棄罪と公務

員職権濫用罪等で刑事告発するこ

と 

 Ｃ 

１９  安易な連帯責任の発想だけではな

く、連帯責任の発想そのものを排

除すべきである。 

教員同士でのロールプレイ研修に

こそ、深刻ないじめの被害経験者

を講師として招請して参加してい

ただいて、教職員らの意識を改革

する 

 Ｃ 

１９  自分の考える指導方法や指導に使  Ｃ 
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われる言葉が適切かをチェックす

る機会を形骸化をしてはならない

のであって、形骸化を防上するた

めには、積極的な情報公開をする

とともに、深刻ないじめの被害経

験者及び市民による全面的な監視

を行えるように制度を整備する 

１９  学年会などの教員が集まる機会に

おいて日頃から関与の程度に応じ

た指導の在り方について教員同士

で情報交換を行うことがいじめ隠

蔽の技術の伝達や交換の場に堕し

てはならないこと。それを防止す

るために、積極的な情報公開をす

るとともに、深刻ないじめの被害

経験者及び市民による全面的な監

視を行えるように制度を整備す

る。 

 Ｃ 

１９  子どもの権利条約委員会による国

連勧告のうちいじめに係る部分も

研修に用いる 

 Ｃ 

１９  面談や確認の際に、いじめなんて

ないだろというような脅迫的ない

し高圧的な態度で接したり、本当

はいじめなんてないんだろという

ような懐疑的ないし猜疑的な態度

で接したりしてはならない 

 Ｃ 

１９  いじめの被害者本人やその御家族

の判断が教職員の判断に優越する 

 Ｃ 

１９  アンケートの結果、いじめを心配

している個別の生徒への聴き取り

を行う必要があるなどの知識は、

そもそも教員になるために必要不

可欠な事柄であり、それを欠いて

いるというのであればたとえ教員

免許を有していても決して採用し

ない。そのような教員には懲戒免

職処分を行う。教員採用時にその

ような点を徹底的に確認し試験す

る 

 Ｃ 

１９  深刻ないじめの被害経験者による

講義を修了し、深刻ないじめの被

 Ｃ 
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害経験者がこの先生ならいじめや

いじめの隠蔽をすることはないと

認定したということを教員になれ

る要件にする。 

１９  そもそも、いじめを隠蔽するもの

を教員にしない 

 Ｃ 

１９  面談で聴取すべき内容を学校又は

教育委員会で定めるとなったら、

重大事態を重大事態と判断しない

全国ないし取手市の現状に鑑みて

も、学校・教育委員会は徹底的に

いじめを隠蔽するためにその権限

を利用するのであるから、絶対に

行わせない。面談で聴取すべき内

容は、深刻ないじめの被害者や遺

族団体に全てを定めていただく 

 Ｃ 

１９  生徒が選ぶことができる面談する

教員は、担任だけではなく、他の

教員、学年主任や校長、教頭、副

校長、教育委員、教育長なども含

む 

 Ｃ 

１９  アンケートで「いじめなどを心配

しないで安心して生活している」

という調査項目に「あまりそう思

わない」「そう思わない」と記載し

た生徒への聴き取りの方法や聴き

取りをした後の対応方針は、その

記載をした生徒や保護者、いじめ

被害者やその保護者が個人情報開

示請求をした場合には、全部開示

する 

 Ｃ 

１９  いじめへの対応の知見も充分蓄積

している者でなければ、教員にな

ってはならない。どんなに遅くと

も教員採用試験の時点でいじめへ

の対応の知見も充分蓄積していな

ければならない 

 Ｃ 

１９  学校生活アンケートの活用方法を

学校又は教育委員会で定めるとな

ったら、重大事態を重大事態と判

断しない全国ないし取手市の現状

に鑑みても、学校・教育委員会は

 Ｃ 
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徹底的にいじめを隠蔽するために

その権限を利用するのであるか

ら、絶対に行わせない。学校生活

アンケートの活用方法は、深刻な

いじめの被害者や遺族団体に全て

を定めていただく 

１９  「先生は生徒の相談に親切に応じ

ている」との項目について、「あま

りそう思わない」「そう思わない」

との選択肢にチェックを付けた生

徒がいる場合は、第三者検証委員

会による調査・検証を実施する 

 Ｃ 

１９  被害者と加害者を故意に取り違え

ることを繰り返してはならない 

 Ｃ 

１９  1人でも、教員に問題がある旨を回

答したであれば、いじめの隠蔽が

あったのであるから、直ちに第三

者検証委員会を開催していじめ隠

蔽を徹底的に調査・審議する 

 Ｃ 

１９  いじめ被害者に現れる変化は全て

顕著な変化であり、その変化を些

細なものとしか認識できない者は

いじめを隠蔽しているというべき

であるから、懲戒免職にする 

 Ｃ 

１９  アンケートの自由記述欄を減らさ

ない 

 Ｃ 

１９  いじめについてのアンケートと、

教育相談に関わるアンケートとは

絶対に区別して実施しないこと 

 Ｃ 

１９  全ての過程において、深刻ないじ

め被害経験者やその家族・遺族の

見解を全面的に反映する 

 Ｃ 

１９  いじめダイアルに電話をかけて

も、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、●●●

●●●●●、●●●●●●●、い

のちの電話に電話をしても、●●

●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●のが一般的である。

いじめダイアル等は、いじめ被害

者が電話をすると●●●●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

 Ｃ 
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●、●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、●●、●●●●

●●●●●、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●、そのよ

うなところを改革するようあらゆ

る権限を行使する 

１９  生徒が、担任教諭以外の教職員と

ではなく、いじめの被害者団体、

その家族会・遺族会、いじめ被害

者の側に立って訴訟活動をしてき

た弁護士や人権団体の人たちやマ

スコミの人たちや議員の人たち、

子どもの権利条約委員会等と気軽

に相談できる環境を整備する。そ

して、生徒が、教育委員や教育長

や首長とも気軽に相談できる環境

を整備する 

 Ｃ 

１９  いじめに関する請願の方法につい

ても、生徒や保護者に周知する 

 Ｃ 

１９  各教員に対し、生徒に対して積極

的に声掛けをするように周知する

ことが生徒のいじめの訴えを握り

潰したり、いじめを訴え出ようと

していることを監視する等の委縮

をさせる態様でなかったりするこ

とを義務付ける 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会により、生徒や

保護者が同意していないのに同意

したことにされたり、同意したの

に同意していないことにされた

り、隠蔽のために都合が好い方向

に誘導されるなどがあった場合に

は、その教職員や責任者を懲戒免

職にする 

 Ｃ 

１９  アンケートに相談したい教員名の

記載は生徒の事前の合意がなく共

有されることがないようにする。

これを漏洩した場合には、その教

職員や責任者を懲戒免職にする 

 Ｃ 

１９  パンフレットは、生徒全員が見て

も不自然にならないよう生徒全員

 Ｃ 
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る場合は，伏字としています 

に個別に郵送する 

１９  いじめの推進をいじめの再発防止

と称して行ってはならない 

 Ｃ 

１９  市教委が何らかの対処の必要性を

判断するとなったら、重大事態を

重大事態と判断しない全国ないし

取手市の現状に鑑みても、学校・

教育委員会は徹底的にいじめを隠

蔽するためにその権限を利用する

のであるから、絶対に行わせな

い。何らかの対処の必要があると

判断する主体は、徹頭徹尾、被害

者本人であり市教委ではない 

 Ｃ 

１９  様子を見守るとは、何もしないと

いうことである。いじめがあるの

に、それをなかったことにしたう

えで何もせず放置するとは、再発

防止策ではなくていじめ推奨策と

言わざるを得ないから、絶対にし

ない。 

 Ｃ 

１９  教員がある生徒の様子が気になっ

た場合に、直ちに教員間で情報が

共有されるよう、校内LANを活用し

て教員間の情報共有ドキュメント

を作成し、常時更新されるような

システムを構築するのであれば、

いじめの被害者やその家族・遺族

が常時監視することができるよう

にその電磁的記録は永年保存と

し、個人情報開示請求に対しては

全部開示する 

 Ｃ 

１９  教員にかかるコストなどは、いじ

めやいじめ隠蔽を防止するために

は一切考慮しない。 

 Ｃ 

１９  いじめやいじめ隠蔽を防止するこ

とが教員の第一義的な役務である

から、そのために全力を尽くす 

 Ｃ 

１９  他の教員からいじめ隠蔽の知識を

得ることは絶対に行わない 

 Ｃ 

１９  如何にいじめを隠蔽するかの助言

は絶対に行わない 

 Ｃ 

１９  いじめ自殺があったときなど重大  Ｃ 
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事態が勃発した時に連携するとい

うのは、徹底的にいじめを隠蔽す

るためであるから、絶対に連携な

どさせない 

１９  教育相談部会における議論は全部

を録音し、反訳するとともに、教

育相談部会関して取得・作成され

た公文書は全て永年で保存し、個

人情報開示請求に対しては、全部

開示する 

 Ｃ 

１９  教育相談体制の整備を積極的に推

進するのであれば、深刻ないじめ

の被害の当事者であるとか、いじ

めの被害の家族会や遺族会の役員

であるとか、それらの立場の人た

ちから推薦を受けた有識者を各学

校に配置する。いじめを隠蔽した

教職員や隠蔽を助言した有識者等

を配置しない 

 Ｃ 

１９  普段から、生徒の悩みを聴き取れ

るシステムとされるものがいじめ

隠蔽に利用されることがないよう

にするために、そのシステムとさ

れるものをいじめ隠蔽に利用した

者を処罰する 

 Ｃ 

１９  いわゆるトカゲのしっぽ切りをす

ることは絶対にしない。学校・教

育委員会の隠蔽体質を根底から覆

す 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は存在そのもの

が害悪であり、学校・教育委員会

に対しては徹底した性悪説を採用

する 

 Ｃ 

１９  数名を指導しようとしたにも関わ

らず、一部の生徒しか指示に応じ

ないという指導困難なケースが生

じた場合、具体的な対応方法につ

いて教員間で協議する体制が、い

じめの効率化やいじめ隠蔽の技能

の伝達等に利用されることを禁止

するとともに、その体制をいじめ

の効率化やいじめ隠蔽の技能の伝

 Ｃ 
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達等に利用した者を厳罰に処する 

１９  いじめやいじめ隠蔽を撲滅するう

えで、現実的かどうかで判断しな

い。なぜなら、そもそも、学校・

教育委員会がいじめやいじめ隠蔽

をしなくなること自体が非現実的

だからである。学校・教育委員会

がいじめやいじめ隠蔽をしなくな

ったら、それはもはや学校・教育

委員会とは言わないのである。現

実に、深刻ないじめや徹底したい

じめ隠蔽が惹起されているのであ

るから、その再発防止をするに当

たって、今の状況に照らして現実

的ではないという理由で再発防止

策として排除しない。適切な対処

はどれも現実的ではないとされて

きたからこそ、このような悲劇が

惹き起こされたのである。それで

も、現実的ではないとするのでは

あれば、今の状況に照らして現実

的ではないとされるものを現実的

にするための状況を整えるために

変革する。教員が他の教員の指導

について常に確認するような体制

を整備するのではなく、深刻ない

じめの被害経験者及び市民による

全面的な監視を行えるように制度

を整備する 

 Ｃ 

１９  教職員、教育長、教育委員、第三

者検証委員会の委員等は、優越的

地位を濫用しない。 

 Ｃ 

１９  教職員、教育長、教育委員、第三

者検証委員会の委員等は、いじめ

の被害者に絶望感を味あわせたり

与えたりしない。教職員、教育

長、教育委員、第三者検証委員会

の委員等は、自らの優越意識、被

害者に対する差別意識を持ったり

植え付けたりしない 

 Ｃ 

１９  教職員、教育長、教育委員、第三

者検証委員会の委員等は、いじめ

 Ｃ 
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たり、いじめを助長したり、いじ

めをほう助したり、いじめを隠蔽

したり、いじめの隠蔽を隠蔽した

り、それらをすることで快楽を得

たりそれらをすることで快楽を追

求したりしない 

１９  いじめの加害生徒の近くの席をい

じめの被害生徒の席にせず、加害

生徒に対しては出席停止の処分に

する 

 Ｃ 

１９  教員間の情報共有により、いじめ

の隠蔽の技能が伝達され巧妙ない

じめ手段が助言されるなどがない

ようにする 

 Ｃ 

１９  アルバムに被害生徒の人格を誹謗

中傷する書込みがあれば可及的速

やかに加害生徒に対して、人の尊

厳を蹂躙する言葉を書かないよう

に指導する 

 Ｃ 

１９  傍観者は加害者であることを前提

とする 

 Ｃ 

１９  いじめを「生徒間トラブル」と言

い換えて些少化しない 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、いじめ被害

者がいじめ被害を訴えても、我が

儘や勘違いや精神障害や理不尽な

クレームだとの扱いをしない。学

校・教育委員会は、絶対にいじめ

を隠蔽しない 

 Ｃ 

１９  教職員は、いじめの防止やいじめ

の解消に全力を挙げる 

 Ｃ 

１９  いじめの認識の有無にかかわら

ず、個別アルバムを回収するごと

に生徒間のメッセージを全て確認

する 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、文言の曖味

さに付け込んで徹底的にいじめを

隠蔽しない 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、法や事実を

捻じ曲げない 

 Ｃ 

１９  教員は、クラスの全生徒の個別ア

ルバムを回収して定期的に記述内

 Ｃ 
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容を確認することを 

形骸化しない。ましてやいじめが

行われていることを確認していじ

めやいじめ助長やいじめ隠蔽に利

用することもしない。個別アルバ

ムやその他のもの●●●●●●●

記述がないとしても、いじめがな

かったということにしない 

１９  個別アルバムをいじめやいじめ隠

蔽を撲滅するために使用すること

が生徒にも伝わることで、いじめ

の●●●がいじめを隠蔽するため

に個別アルバム上ではいじめを行

わなかったりましてやいじめの被

害者と仲良く見えるようにしたり

することにも留意する。たとえ本

当に個別アルバム上ではいじめを

行わなかったりましてやいじめの

被害者と仲良く見えるようであっ

たりしたとしても、いじめがなか

ったということにしない 

 Ｃ 

１９  いじめやいじめ隠蔽をしてはなら

ないという教育は、生徒に対して

だけではなく、学校教育委員会の

教職員、教育長、教育委員などに

対しても当然に行う。いずれを対

象に教育する場合であっても、講

師は、深刻ないじめの被害の当事

者であるとか、いじめ 

の被害の家族会や遺族会の役員で

あるとか、それらの立場の人たち

から推薦を受けた有識者にする。

いじめを隠蔽した教職員や隠蔽を

助言した有識者等を講師にしな

い。また、人権教育としてだけで

はなく、法教育や道徳教育として

も実施する。この教育がいじめや

いじめの助長やいじめの隠蔽に利

用されることがないように、この

教育をいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用した者を処罰す

る 

 Ｃ 
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１９  「いじめに該当する他者の行為を

目の当たりにした際の具体的な対

応方法等について知識を共有する

こと」がいじめやいじめの助長や

いじめの隠蔽に利用されることが

ないように、その共有をいじめや

いじめの助長やいじめの隠蔽に利

用した者を処罰する 

いじめを受けて泣き出したわけで

はなく苦笑いをしていたことを以

て、いじめを過小評価しない 

 Ｃ 

１９  現在でも、首長、地方公共団体な

いし教育委員会の顧問弁護士であ

るとかスクールカウンセラーやス

ーパーヴァイザーはいじめを隠蔽

するために存在するものであるの

に、法律や心理などの専門家を外

部講師として活用してしまったら

法律家や心理職による法や心理を

用いたいじめ及びいじめ隠蔽が加

速してしまう。それを防ぐには、

講師は、深刻ないじめの被害の当

事者であるとか、いじめの被害の

家族会や遺族会の役員であると

か、それらの立場の人たちから推

薦を受けた有識者にする。いじめ

を隠蔽した法律家や心理職等を講

師にしない。 

 Ｃ 

１９  アンケートで教員について消極

的、否定的な回答をした生徒が●

●教員によって監視下に置かれ、

内申書や部活動や生徒指導等のあ

らゆる場において不利益を被るこ

とのないように、アンケートで教

員について消極的、否定的な回答

をした生徒に不利益を与えるなど

していじめやいじめの助長やいじ

めの隠蔽に利用した者を処罰する 

 Ｃ 

１９  導入しているアプリであれ今後も

導入するアプリであれ、アプリの

構築や改善や運用には、いじめや

いじめ隠蔽を撲滅するというアプ

 Ｃ 
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リの目的に鑑みても、深刻ないじ

めの被害の当事者であるとか、い

じめの被害の家族会や遺族会の役

員であるとか、それらの立場の人

たちから推薦を受けた有識者の意

見を全面的に反映する 

１９  根本的な解決は、学校・教育委員

会が今も続いているいじめやいじ

め隠蔽をただちにやめて謝罪と反

省と賠償を繰り返す 

 Ｃ 

１９  自死した生徒に返却すべきものが

ないかを徹底的に確認することが

いじめやいじめの助長やいじめの

隠蔽に利用されることがないよう

に、この確認をいじめやいじめの

助長やいじめの隠蔽に利用した者

を処罰する 

 Ｃ 

１９  教師は、いじめの被害者を問題児

に仕立て上げない 

 Ｃ 

１９  「教育現場において全てを厳密に

事実認定をすることは困難である

と考えられる」から、「少なくとも

弁償等の法的に責任すら生じる可

能性のある重大な事態にまで至っ

た場合」以外の場合については

「事実認定についての慎重さが求

められ」ないということにされな

いように、この記載をいじめやい

じめの助長やいじめの隠蔽に利用

した者を処罰する 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、児童生徒に

優越する者という意識やお上意識

を持たない 

 Ｃ 

１９  外部の専門家については、深刻な

いじめの被害の当事者であると

か、いじめの被害の家族会や遺族

会の役員であるとか、それらの立

場の人たちから推薦を受けた有識

者にする。いじめを隠蔽した教職

員や隠蔽を助言した有識者等の意

見を外部の専門家の意見として聞

くことをしない 

 Ｃ 
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１９  連帯責任に基づく指導一切を斥け

る 

 Ｃ 

１９  いじめを隠蔽することは、●●●

●に「寄り添った対応」であるも

のの、被害生徒に寄り添った対応

ではないから、いじめの隠蔽を

「子どもに寄り添った対応」と称

して行わない。「子どもに寄り添っ

た対応」がいじめやいじめの助長

やいじめの隠蔽に利用されること

がないように、「子どもに寄り添っ

た対応」をいじめやいじめの助長

やいじめの隠蔽に利用した者を処

罰する 

 Ｃ 

１９  弁償等の法的責任が生じるような

行為について指導方針を学年で協

議する場が、如何にしていじめ殺

すか、いじめをエスカレートさせ

るか、いじめを隠蔽するかの技能

が発展する場に堕したのであれ

ば、いじめ、いじめの助長、いじ

めの隠蔽のために教員にとり極め

て有効な場にならざるを得ない。

それらを防止するためにも、全て

の協議における、深刻ないじめの

被害経験者の参加は必須である。

そして、その協議は全て録音と反

訳をして永年保存とするととも

に、その録音と反訳を被害者や被

害者家族・遺族の個人情報開示請

求に対して全部開示することと

し、ルールについては全部を公表

してする。それを怠った教職員を

処罰する 

 Ｃ 

１９  「事実の判断が困難な場合」や相

談の必要性の判断の主体が学校・

教育委員会や教職員とすることに

されると、重大事態を重大事態と

判断しない全国ないし取手市の現

状に鑑みても、「事実の判断が困難

な場合」や相談が必要であっても

「事実の判断が困難な場合」や相

 Ｃ 
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談の必要性がある場合に該当しな

いことにされるのは目に見えてい

るから、如何なる場合であって

も、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者という外部の専門家が

事実認定をする体制を整える 

１９  いじめといじめ隠蔽の原因を別の

ことに帰着することで、いじめと

いじめ隠蔽を隠蔽しえない 

 Ｃ 

１９  校長は、他の教職員同様に、いじ

めやいじめ隠蔽を推進するため

に、あらゆる権限を行使して、優

越感に浸らない 

 Ｃ 

１９  いじめやいじめ隠蔽を撲滅するた

めには、人事上の制約など一切な

い。人事の話をするのであれば、

いじめをし、いじめを助長し、い

じめを隠蔽する者を絶対に教職員

や教育長や教育委員や第三者検証

委員会の委員にしてはならない 

 Ｃ 

１９  生徒理解の観点から、学年内の生

徒集団の特徴や人間関係の変遷、

当該学年の課題を必ず次年度に引

き継ぐことや当該学年のことをよ

く見るように他の学年の教員にも

依頼する等の、学年を超えた連携

がいじめやいじめの助長やいじめ

の隠蔽に利用されることがないよ

うに、この引き継ぎや連携をいじ

めやいじめの助長やいじめの隠蔽

に利用した者を処罰する 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、被害者側が

徹底的に調査をするように求めて

からも、当初の、そっとしておい

てもらいたいとの旨の求めをその

後にまでずっと御遺族の意思だと

偽らない 

 Ｃ 

１９  学校は、隠蔽することなく、本当

に、いじめに向き合うために、深

 Ｃ 
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刻ないじめ及びいじめ隠蔽の被害

経験者とその御家族・御遺族のか

たに直ちに相談する 

１９  学校・教育委員会が寄り添うべき

なのは、第一義的には、両親に対

してではなく、被害生徒に対して

である 

 Ｃ 

１９  市教委が十分に市教委だけでいじ

めを隠蔽することができると考え

ていたとしても、いじめを隠蔽し

ない。自死事案が起きれば、第三

者としてその家族をはじめ学校全

体に及ぶ影響への支援について助

言するため、深刻ないじめの被害

の当事者であるとか、いじめの被

害の家族会や遺族会の役員である

とか、それらの立場の人たちから

推薦を受けた有識者の派遣を受け

ることを一切の例外なく行う 

 Ｃ 

１９  ケアをいじめやいじめの助長やい

じめの隠蔽に利用してはならな

い。これに反した学校・教育委員

会の者は処罰する 

 Ｃ 

１９  市教委の職員がいじめ防止対策推

進法に適合した目的で適切な知識

を持ち合わせていない場合、懲戒

免職にする 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、いじめにお

いて些細なことなど存在しないこ

とを理解する 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、如何なる場

合であっても、一切の例外なく、

第一に被害生徒に寄り添った対応

をし、次いで遺族に寄り添った対

応をする 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会は、●●●●●

●●●●●●●●●●●●などの

関係者であっても、いじめを隠蔽

しない 

 Ｃ 

１９  スクールロイヤーの設置や弁護士

の職員の採用は行わない 

 Ｃ 

１９  市教委職員にだけではなく、全部  Ｃ 
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局の職員に法令順守の意識を浸透

させる 

１９  外部専門家による監視は、常時、

行う 

 Ｃ 

１９  弁護士との意見交換の機会も定期

的に設けることというのも、その

弁護士を選ぶのが学校・教育委員

会であれば、いじめを効果的、効

率的に隠蔽してくれている弁護士

を選ぶことになるのは必至であ

る。それを防止するためには、そ

の弁護士を選ぶのは、深刻ないじ

めの被害の当事者であるとか、い

じめの被害の家族会や遺族会に全

面的に委ねる。 

 Ｃ 

１９  いじめを隠蔽した弁護士や隠蔽を

助言した弁護士は選ばない 

 Ｃ 

１９  外部人材は、深刻ないじめの被害

の当事者であるとか、いじめの被

害の家族会や遺族会の役員である

とか、それらの立場の人たちから

推薦を受けた有識者にする。いじ

めを隠蔽した教職員や隠蔽を助言

した有識者を外部人材として登用

しない。いじめを隠蔽した教職員

や隠蔽を助言した有識者を外部人

材として登用した者を罰する 

 Ｃ 

１９  見解の対立がある場合という判断

は、学校・教育委員会が行うので

はなく、第一に、被害生徒、次い

でその家族が判断する主体である 

 Ｃ 

１９  何よりもまず、共有すべきなの

は、被害生徒本人の意向であり、

その意向に対立しない限り、次い

で、被害生徒の家族・遺族の意向

である。被害生徒本人の意向に対

立する被害生徒の家族・遺族の意

向は一切採用しない 

 Ｃ 

１９  聴き取りは、土日や祝日等の休日

であっても実施する 

 Ｃ 

１９  教育委員会で、遺族の思いを踏み

躙り、いじめ防止対策推進法に違

 Ｃ 
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反して、アンケート項目を学校・

教育委員会に有利なように恣意的

に設定しない 

１９  アンケートと面談との一方または

両方で被害生徒に対するいじめの

ことについて確認することを役割

分担と称して懈怠せず、十分な調

査を行うためにアンケートと面談

との両方で被害生徒に対するいじ

めのことについての確認を行う 

 Ｃ 

１９  父親に限らず、被害生徒自身やそ

の母親など被害者本人やその保護

者が訴えれば、その訴えどおりの

アンケートを実施する。被害者本

人やその保護者が訴えれば、被害

者本人やその保護者が直接、面談

を実施することができる 

 Ｃ 

１９  実際にどこまで調査を行えば事実

の調査として十分なのかは、被害

者が決める。専門家に確認するの

ではなく、被害者本人が生存して

いたら被害者本人とその家族（家

族を含めるのは家族がいじめを隠

蔽していない場合に限る）、被害者

本人が死亡ないし意識不明なら被

害者本人の生前の意思とその家族

（家族を含めるのは家族がいじめ

を隠蔽していない場合に限る。隠

蔽していた場合は、家族の意思を

採用してはならず、深刻ないじめ

の被害の当事者であるとか、いじ

めの被害の家族会や遺族会の役員

であるとか、それらの立場の人た

ちから推薦を受けた有識者）が判

断する 

 Ｃ 

１９  「追加の聞取りが必要」な場合と

は、被害者側がそれを求めた場合

は全て「追加の聞取りが必要」な

場合に含まれる 

 Ｃ 

１９  いじめの被害者の保護者の調査に

は、第三者性があり、信用性が高

い 

 Ｃ 



（書式６） 

・掲載されているご意見は提出者個人の考えです 

・提出されたご意見の原文を転記しています 

・提出されたご意見の中に個人情報，また未成熟な事項や確定・確認に至っていない事項が含まれ

る場合は，伏字としています 

１９  学校・市教委の調査には、第三者

性がなく、信用性も低い 

 Ｃ 

１９  「根本に存在する」「市教委の組織

文化」こそがいじめの隠蔽体質で

あり、間違ったことをしたら謝罪

して訂正して反省して三度と同じ

ことを繰り返さず、類似したこと

も惹き起こさないといった、あな

たがたが学校で子どもたちに教育

している当たり前のことを実践す

る。そして、「個別の知識の不足等

のレベルではなく、このような市

教委の組織文化が根本に存在する

と言わざるを得ない。」のは、取手

市教育委員会だけではなく、取手

市の組織全体ひいては全国の官僚

組織や民間部門の組織全般につい

て当て嵌まる 

 Ｃ 

１９  教育委員は、全員、決していじめ

を隠蔽しない者で占める 

 Ｃ 

１９  学校・教育委員会の職員は、ガイ

ドラインが関連法規であるという

知識を取得する 

 Ｃ 

１９  教育委員は、市教委事務局の誘導

ないし強要に屈することなく、い

じめ隠蔽を指弾できる人物で占め

る 

 Ｃ 

１９  教育委員は、いじめの被害者当人

やその保護者としていじめやいじ

め隠蔽に対して立ち向かった人で

占める 

 Ｃ 

１９  教育委員は、いじめ関連の法令に

ついて専門的知見を有するか、い

じめ関連の法令について専門的知

見を有しないとしても、決してい

じめを隠蔽することなく、いじめ

の問題の深刻性を深く理解しどん

なことがあってもいじめの被害者

に寄り添ってきた者で占める 

 Ｃ 

１９  教育委員の就任時であるとか、本

提言の公開の時点において既に就

任している教育委員については、

 Ｃ 
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本提言の公開された時点でではな

く、教育委員の就任の相当前に、

既に就任している教育委員につい

ては子どもの権利条約やいじめ防

止対策推進法がすでに有効となっ

ている以上、すでに本件の事例

（特に違法な決議の部分）につい

てはもとより、いじめといじめ隠

蔽を撲滅するために必要なこと一

切につき審議の中で時間を確保し

て周知し、法令導守の意識を強化

する 

１９  「しっかりと各職員が実践できる

ように」なったか否かを判断する

のは、深刻ないじめの被害の当事

者であるとか、いじめの被害の家

族会や遺族会の役員であるとか、

それらの立場の人たちから推薦を

受けた有識者であって、それらの

人によって、「しっかりと各職員が

実践できるように」なったと判断

されない限り、その者は職員とし

て認められないことにする 

 Ｃ 

１９  いわゆる第三者委員会の委員は、

全員、いじめ被害者本人（死亡し

ていたり、意識不明であったりす

る場合は、我が子のいじめ被害を

隠蔽していない限りその家族）が

選ぶこととし、深刻ないじめの被

害の当事者であるとか、いじめの

被害の家族会や遺族会の役員であ

るとか、それらの立場の人たちか

ら推薦を受けた有識者からの意見

も反映する 

 Ｃ 

１９  46頁において、「旧調査委員会は、

前述のガイドラインについて十分

な認識をしていなかったと思われ

る。また、市教委において、当該

記録の扱いについて明確にしてい

なかった点も旧調査委員会におけ

る調査記録の廃棄をもたらしてし

まったものと考えられる。」とある

 Ｃ 
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が、本提言案は、旧調査委員会を

庇い立てている。旧調査委員会

は、前述のガイドラインについて

十分な認識を持ったうえで、あえ

て隠蔽したのである。また、市教

委においては、ガイドラインとい

ういじめ防止対策推進法の関連法

規に違反し、当該記録の扱いにつ

いて直ちに廃棄することを明確に

していたというべきである。それ

により、旧調査委員会ないし学

校・教育委員会の目論見通り、調

査記録の廃棄をもたらしたのであ

る。その旨を明記すべきである。 

１９  46頁において、「旧調査委員会は、

いわゆる第三者委員会であること

から、旧調査委員会において、内

部でガイドラインに則った対応を

していない場合には、外部からこ

れを是正することは困難である。

そのため、第三者委員会を設置す

る際の設置要綱に、必ず調査記録

については、解散した場合であっ

ても廃棄せずに保存すること等を

盛り込むベきである。」とあるが、

再発防止策として、いわゆる第三

者委員会の委員は、全員、いじめ

被害者本人（死亡していたり、意

識不明であったりする場合は、我

が子のいじめ被害を隠蔽していな

い限りその家族）が選ぶことと

し、深刻ないじめの被害の当事者

であるとか、いじめの被害の家族

会や遺族会の役員であるとか、そ

れらの立場の人たちから推薦を受

けた有識者からの意見も反映すべ

きである。また、要綱ではこれに

違反したとしても直ちに直接の不

法行為になるとは言えなくなって

しまいかねないから、条例におい

て、調査記録については、解散し

た場合であっても廃棄せずに永年

 Ｃ 
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で保管することを規定することを

明記すべきである。そして、本件

いじめ自殺で、「旧調査委員会が調

査内容が記録されている資料を全

て廃棄したこと」の責任者全員を

懲戒免職にするとともに、公務員

の告発義務を果たし、公用文書等

毀棄罪と公務員職権濫用罪等で刑

事告発することを明記すべきであ

る。 

 

２０ 提言10 はじめに 

「検討の経緯について」について 

まずはこれほどの調査，分析を行

った専門委員会の方々に敬意を表

します。 

県の調査報告書に基き，その中に

示されている問題点一つ一つの課

題を明らかにし，それに対する対

策を示していること，その分析が

的確で深いものであると認識しま

した。生徒に対する指導の在り

方，学校内システムの在り方，生

徒や保護者に寄り添う姿勢の在り

方，教育委員会の組織文化の改善

の必要性など，多岐にわたり分

析，提言してあり，これらをしっ

かり実践に結びつける大切さを感

じました。 

意見 

４－１再発防止策の内容 

【学校に対する再発防止策の提

言】 

①「固定担任制を完全に廃止し，

全員担任制にする」ことに疑問が

あります。 

生徒や保護者にとっては担任がい

ることは一つの安心であり，より

どころです。教師の側にも責任感

が生まれます。大事なのは担任任

せにしないこと，複数の目で子ど

もたちを見るシステムを作ること

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

全員担任制についてのご懸念

は、ご指摘の通りですので、「再

発防止策の提言」４－１①に，

「この際、複数の教員が適切に

連携し、生徒に関する情報を共

有して生徒に対応することが前

提となるため，こうしたシステ

ムの導入にあたっては先行事例

をふまえ，ホワイトボードや情

報共有システムを活用する等，

各学校に適したシステムを構築

することが必要である。」と追記

しました。 

Ａ 
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なので，ア，固定担任制を基本

に，複数担任制を取り入れ，学年

に必ず複数の副担任を配置するこ

とイ，同じ学年で担任（ＨＲ）を

ある期間交換して見たりするな

ど，学年の教師がみんなで生徒を

見ていく意識を持つこと，ウ，子

どもを中心に据えた学年間の情報

交換を日常的に行うことを提案し

ます。 

面談の時には基本は担任が面談責

任を持ち，担任以外の教員も選択

できるというシステムを保障して

いくことはいいと思います。 

２０ 提言18 【市教委に対する再発防止の提

言】 

①研修に先立ち，何より市教委の

意識改革が不可欠と思われます。 

「検討の経緯について」のP44に

『そもそも法令の理解の欠如以前

に，以下の通り市教委が「本件生

徒，遺族に寄り添って事実を解明

しようと」とする姿勢が欠如して

いたと考えられる』とあるよう

に，『真に事実を解明するつもりだ

ったのであれば』『市場委にとって

不利なものについても包み隠さず

提示していたはずである』と思い

ます。 

『これらの市教委の行為には，一

貫して，真実を究明し，遺族に寄

り添うという姿勢が無いことから

すれば，理想の状況に至れていな

い根本の原因は，個別の知識の不

足等のレベルではなく，このよう

な市教委の組織文化が根本に存在

すると言わざるを得ない』という

ことは，市教委の体質改善，意識

改善をしなければ，どんなに立派

な研修をしても同じことを繰り返

す可能性があります。自己保身や

隠ぺい体質を払拭する意識改革の

また、「「市教委の不定期な学校

への訪問・再発防止策の実施状

況の確認」に「現場の意見の吸

い上げ」を付加して欲しい」と

の点については、ご指摘の箇所

に、「市教委の不定期な学校への

訪問・再発防止策の実施状況の

確認」を行う際に、「現場の意見

（教員のみならず生徒の意見も

含む）を聴く」ことを追記させ

ていただきました。 

Ａ 
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研修を入れてほしいと思います。 

③教育委員会の体制の改善 

・７番目 

「市教委の不定期な学校への訪

問・再発防止策の実施状況の確

認」に「現場の意見の吸い上げ」

を付加して欲しいと思います。 

以上です 

２１ 提言18 この提言は問題の本質をとらえ具

体的対策をまでねられて，実現で

きたら良いと思いました。それ

故，提言が提言で終わってしまわ

ないことを切に願い意見を述べさ

せていただこうと思った次第で

す。今回のことをキッカケに市教

育委員会，学校現場，市長，市ギ

会議委がどれだけ”命の大切さ””

重み”を受け止め，自身の意識を

変えさせられるかにかかっている

と思います。自分さえ良ければ良

いという保身が顕著に現れたのが

今回の最大の問題だと改めて思っ

た次第です。 

人権意識は一朝一夕に身につく物

ではないからです。世の中全般

に”いじめ”がはびこているのが

今の日本の構造だと思うのです

が，その中で残念ながら，教育に

携わる者が身につくシステムにな

っていないということです。日本

の教育は北欧と違って競争原理で

成り立っています。そこで育って

いる教員であろうとも，もし欧米

並に教える子どもの人数が少な

く，又雑ムが少なく，子どもたち

に向き合うゆとりがあるならば，

『子ども達に人権がある』と実感

できる職種であると思います。子

どもの状態をつかんでいなければ

本来教科すら学ばせることができ

るものではないのですから。取手

市はここ何年か学校の統廃合を目

貴重なご意見いただきありがと

うございます。 

いただいたご意見を踏まえ，市

教委が各学校の施策を集約し，

現場にフィードバックすること

で，各学校ごとの独自のシステ

ムを構築することを促進するた

め，「再発防止策の提言」４－２

－３において「現場の意見（教

員のみならず生徒の意見も含

む）を聴き」と追記させていた

だきました。 

また，学校や教育委員会が，本

件事案の反省を十分に生かして

いじめへの対応を適切に行うこ

とができるように当委員会とし

てもサポートして参りたいと思

います。 

Ａ 
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指し，教育のコストカットをして

いるように思われます。提言にあ

るようなスクールロイヤーの設

置，専門家による予防事業，研修

など，そして，複数担任制による

教員増など予算をかける必要があ

ります。教育相談主任設置も今い

る教員に兼務させるのは酷です。

課題⑭に書かれている「・市長と

市教委が･･･市長はその予算の確保

もする」は実行されねば「絵に描

いた餅」です。もちろん議員も今

回のことを学んでほしいと思いま

す。市教育委員会も同様”自分達

のあり様を考え直すチャンスをい

ただいたつもりで”命が一番”命

の重みをかみしめあっていただき

たい願いで一杯です。教員も同様

です。市内全部の学校夏休み３日

間この提言をもとに”各学校ごと

の独自システム”を構築させてほ

しいです。 

※すべての子どもに関する所で十

分な討議と反省なしには主体的に

生まれ変わることはできません。

一度”いじめなし”と蓋をした体

質は，痛みをともなっても自らの

（教育現場，教育委員会，市長，

ギ員etc）所で真摯に受けとめない

限りは変わりえないと思います。

今回のことが取手市の教育･･･世界

が注目となる”どの子も輝ける教

育”へのチャンスの道のりとなり

ますことをせつに願っています。 

２２  前向きで良いと思います。 

しかし，学校や教育委員会がこの

内容を実践しないと何にもなりま

せん。 

是非各学校でこの内容が深く学ば

れる事をお願いします。 

貴重なご意見いただきありがと

うございます。当委員会として

も，学校や教育委員会がいじめ

への対応を適切に行うことがで

きるようにサポートして参りた

いと思います。 

Ｅ 

２３  教育委員会事務局の総括がないま

まに、再発防止策を提言しても不

貴重なご意見いただきありがと

うございます。当委員会として

Ｅ 
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完全だと思いました。 

再発防止策自体は学校現場での実

施案が主で、行政側の再発防止策

は十分ではないと考えます。 

今回のことは、学校よりも教育委

員会事務局の失態がここまでこじ

れた大きな要因です。そこの振り

返りがない限り、また同様なこと

が起こり得るかもしれません。 

大人の事情などではなく、子ども

の目線、子どもの気持ちに寄り添

った対応を切に願います。 

も，学校や教育委員会がいじめ

への対応を適切に行うことがで

きるようにサポートして参りた

いと思います。 

 提言10 

 

経緯45 

 

【いじめ問題専門委員会による修

正箇所】 

・「再発防止策の提言」４－１の

各再発防止策について，通し番

号にしました。 

・県教委に対する提言として，

より対応の内容を具体化し，趣

旨を明確化するため，「再発防止

策の提言」４－１【県教委に対

する再発防止策の提言】②（修

正後⑱）を「保護者・遺族が何

を望んでいるのかについて，市

教委から積極的に聴取すること

をガイドラインに明記し，周知

徹底を図るべきである。」と修正

いたしました。 

・調査報告書との整合性に鑑

み，「再発防止策の提言（検討の

経緯）」の課題⑭－理想におい

て，「本件は「重大事態でない」

という旨の誤った議案を提案す

べきでなく」を「本事案がいじ

め防止対策推進法に基づく重大

事態に該当するか判断を求める

議案を提案すべきでなく，」と修

正しました。 

・その他，誤記等の形式面を修

正いたしました。 

 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した取手市いじめ問題専門委員会（実施機関）の考え方を掲

載しています 

 


